
表紙の絵
ヤマザト コ ミチ

「山里の小径」 製作者 足立 和子
【製作者より】 いつも眺めている雑木林の四季，朝日に輝く時，夕日に映える林の中を歩く時，美しいと感じる。林

の中の植物の羊歯や蔦，秋の虫に喰われた「山帰来（さんきらい�さるとりいばら）」等をテーマにしている。私の住む町

に神籠石（こうごいし）伝説が残る山があり，山陰に苔むした石垣が並ぶ静かな小径が続くその山の中の風景を表現した

いと作成しました。

第42回「日展」へ出展された作品を掲載（表紙装丁は鈴木 新氏）

時論

2 ヤッカマウンテン処分場計画の
終焉と今後
この計画の失敗の背景には，サイトをヤッカ

マウンテンに絞り込んだ時のやり方に倫理的・
道義的問題がなかったろうか。 安 俊弘

4 台湾の原子力動向と日本
原子力をめぐる台湾と我が国の政治的混迷

は，政治的ポピュリズムに起因する。この共通
点を踏まえた両国の交流が望まれる。 林 勉

巻頭言

1 科学の不確実領域と社会
山地憲治

解説

22 シビアアクシデント対策整備の
経緯と「残余のリスク」
福島事故を踏まえ，安全設計指針等の改訂や

シビアアクシデント（SA）対策の規制要件化が
検討されている。行政指導により，民間の自主
保安として実施されてきた SA対策のこれまで
の経緯と変遷を振り返る。 平野光將

東日本の巨大地震に学ぶ（２）

13 世界の変動帯と安定大陸
20世紀以降，世界ではM 8．8以上の巨大地震

が 8回あった。 尾池和夫

解説

16 原子力損害賠償紛争審査会について
―中間指針策定の作業と今後の課題

福島原発事故は，農林水産業等に多大な被害
と，周辺住民に避難等に伴う損害を与えた。こ
の事態に対して原子力損害賠償紛争審査会が設
置され，同審査会は賠償金の基準となる包括的
な指針を策定した。 高橋 滋

29 海洋における人工放射性核種の動態
―福島原発由来核種は海洋でどう動くか？
福島事故によって多量の人工放射性核種が海

洋にもたらされた。今後，これらの核種はどの
ように生態系に取り込まれ，海洋生態系にどう
影響していくのだろうか。 日下部正志

34 日本人の食物摂取による実効線量の評価
―過去の調査結果から分かること
福島事故で放出された放射性物質は，人への

内部被ばくをもたらす可能性がある。ここでは
平常時において，国内に住む人々が食物摂取に
よって生涯の間，どの程度被ばくしているかに
ついて述べる。 真田哲也

報告

39 我が国の原子力の法規制と組織
に関する考察―福島第一事故の教訓
を踏まえて

わが国の原子力規制は，法制面とそれを支え
る組織のそれぞれに課題がある。規制は原子力
に特化した炉規法に一本化すべきであり，新設
される安全庁は十分な独立性を確保する必要が
ある。 西脇由弘
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この100年間でM 7．8以上を記録した震源地の浅い
大地震とプレート境界
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6 NEWS

●エネ研，原発なしで GDP 5．6％減と予測
●「再生戦略」で原子力依存低減を明記
●原子力損害賠償の中間指針まとまる
●「ステップ 1」終了で避難準備区域解除へ
●「原子力安全庁」を閣議決定
●福島第一対策で進捗状況を発表
●泊 3号機が再開，福島事故後初めて
●除染対策で政府が方針
●安全委が放出総量を再試算
●東大原子力 GCOEが国際サマースクール
●海外ニュース

28 From Editors
64 会報 原子力関係会議案内，主催・共催行事，人事

公募，英文論文誌（Vol.48,No．11）目次，主要会務，編
集後記，編集関係者一覧

ATOMOΣ Special
世界の原子力事情（１８）東欧編

61 ハンガリー
―パクシュ原子力発電所増設の動き

杉本 純

連載講座 第４回
材料が支える原子力システム

56 低合金鋼
軽水炉圧力容器は，低合金鋼で製造され，我

が国の優れた製鋼技術をもとに，溶接性，加工
性，靱性，耐照射性などの一層の高性能化が進
められてきた。 木村晃彦

報告

44 安全の構築に向けて―東日本大震災
より明らかになった課題と安全再構築の
視点―安全工学シンポジウム2011より

日本学術会議は今年 7月に安全工学シンポジ
ウムを開催した。そこで行われた東日本大震災
に関する緊急パネル討論の内容を紹介する。話
題は「安全の基本的側面」「原子力事故関連」「地
震・津波による被害」等であった。 松岡 猛

学会誌ホームページはこちら
http : //www.aesj.or.jp/atomos/

9月号のアンケート結果をお知らせします。（p．63）
学会誌記事の評価をお願いします。

http : //atomos.aesj.or.jp/enq

解説シリーズ 第１回
ヒューリスティックな最適化手法とモデリング

50 最適化問題とは
複雑な問題に対してもっとも適した解を与え

ることを「最適化」という。総合技術といわれて
いる原子力分野でも，さまざまな最適化問題が
存在する。連載第 1回である本解説では，最適
化を実現するための基礎的知識について紹介す
る。 相吉英太郎，岡本 卓，小林容子

カバー設置工事中の 1号機
（東京電力 HP，9月15日）

圧力容器鋼の中性子
照射による脆化

最適化問題の目的関数の等高線



インターネットが実現した情報空間には画像を含めて膨大な情報が飛び交っている。しかし，その情報の信
頼性は疑わしい。このような状況の中で，学会のような専門家集団によって精査された科学的知識の役割はま
すます重要になっている。ただし，科学的知識にも不確実な領域がある。地球温暖化懐疑論や地震・津波の予
知，低線量放射線被曝の健康リスクなどは典型的な例である。このような科学の不確実領域における科学と社
会の関係が，今まさに問われている。

今回の福島原子力事故では，原子力推進の前提である「安全の確保」に失敗し「国民の信頼」が大きく損なわれ
た。信頼の回復がなければ，新しい原子炉の建設はもとより，既存原子炉の運転継続も難しい。信頼回復にま
ず必要なことは，原子力が持つリスクを直視することだろう。核燃料内に膨大な量の放射性物質を持つ原子力
発電所の潜在的危険性は巨大であり，工学的な安全対策をいくら施してもリスクはゼロにはならない。

しかし一方，安全（逆に見れば危険＝リスク）は相対的な概念であり，日常生活の中にも一定のリスクが存在
する。放射線被曝についていえば，自然放射線による被曝があり，我々の体の中にも7，000ベクレルくらいの
自然放射能がある。安全神話の元凶は，対象を安全と危険の２つに分類できるとする絶対的安全概念である。
我々が実現できるのは，より安全なシステムであり，ゼロリスクはあり得ないことを理解しなければ実りある
議論は成立しない。

問われているのは，どの程度のリスクなら受け入れられるのかであり，これは究極的には社会の判断である。
この判断はリスクの科学的理解だけでは決着できない。極端な例を持ち出せは，ウランを核分裂させることは
長半減期の放射性核種を短半減期の放射性核種に変換することであり，百万年以上の時間範囲では放射能を低
減させる過程，つまり潜在的リスクを長期的に減らすものという科学的解釈も成立する。

私はエネルギーに関する学術が，エネルギー政策などエネルギーに関する社会的決定に役立つことを念頭
に，理系と文系の学術を統合した「エネルギー学」の形成を目指してきた。原子力に対する国民の信頼という問
題も，「エネルギー学」の重要な対象である。しかし，今回の事故に直面して，この課題の難しさを改めて噛み
しめている。

そもそも，エネルギー政策決定における学術の役割も明確ではない。ドイツの哲学者ヘーゲルの言葉に，「ミ
ネルヴァの梟は黄昏になって飛翔する」という警句がある。梟は知恵の女神ミネルヴァの使者であり，ここで
は学術あるいはそれを担う学者を象徴している。私は，梟が黄昏に飛翔するというのは，事態が収束し始めて
から学術は活動を開始すると解釈している。もちろん，学術にも様々な分野があり，この警句がすべての学問
分野に当てはまるとは思っていない。しかし，自然科学（とその直接的応用としての工学）の場合と異なり，エ
ネルギー政策や震災復興のような人間社会の問題については，学術は後から事実を分析して解釈を行い人間の
知恵として蓄積して将来に備えるという役割が重要だと考えている。

原子力の安全に対する信頼は，より安全なシステムに向けた不断の努力の中から生まれてくると考えている
が，それと同様な関係が学術の役割の中にも見出せる。普遍的な真理に基づいて現実の問題の解決を図り，そ
の中から新たな真理を見出して展開していく動的な学術の姿である。

学術的知識は現実の問題を解決するための行動に科学的根拠を与えるが，社会的にその知識が共有されてい
なければ行動は正当化されない。例えば，低線量被曝のリスクについて，短期間の急性被曝の場合でも100 mSv
以下では，発ガンリスクの増大を含めて統計的に有意な健康影響は観察されていない。しかし，この領域の科
学的知識は未だに不確実で，不要な放射線被曝はできる限り避けるという保守的な行動をせざるを得ない。科
学的知識を社会で共有される知恵にする努力が求められている。

（2011年 ９月18日 記）

巻
頭
言

科学の不確実領域と社会

地球環境産業技術研究機構（RITE）
理事・研究所長

山地 憲治（やまじ・けんじ）
東京大学大学院工学系研究科博士課程修了。
電力中央研究所エネルギー研究室長，東京大
学教授を経て，2010年より現職。専門はエネ
ルギーシステム工学。
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米国の放射性廃棄物処分：許認可申請まで
米国は，1940年代初頭から始まったマンハッタン計画

以来の核兵器開発，製造，運用，解体などに伴う廃棄物，

エネルギー省（DOE）が運用する各種の実験・研究炉か

らの使用済み燃料，海軍の原子力空母・潜水艦などの舶

用炉からの使用済み燃料，民間の発電炉からの使用済み

燃料といった多様な高レベル廃棄物を抱えている。

それらの最終処分実現に向けて，1982年核廃棄物政策

法の1987年修正により，ネバダ州ヤッカマウンテンに研

究開発の対象が絞られた。ブッシュ前大統領の８年間に

政治的に重要な関門を突破し，ついに2008年６月３日，

エネルギー省は原子力規制委員会（NRC）に対して処分

場の建設と運転の許認可申請を提出した。同年９月８日

NRC はそれを正式に受理（docket）し審査を開始した。

申請書は最上位の文書だけでも8，600ページの膨大な量

で，審査には３～４年が見込まれ，順当にいけば今年に

も審査結果が出る見込みであった。

会計検査院によれば，許認可申請までにかかった経費

は150億ドル（税金と１キロワット時あたり１�10セント課

金される廃棄物基金）とされている１）。また，核廃棄物政

策法では，民間の使用済み燃料を DOE が1998年１月ま

でに引き取ることが決められているもののそれが果たせ

ず違法状態が続いていた。電力会社は DOE を相手取っ

て一連の訴訟を起こし，当然軒並み連邦政府敗訴とな

り，司法省は税金で賠償金の支払いを余儀なくされてい

た。その総計は100億ドルに達し，処分場ができるまで

さらに増え続ける，という状態であった。このような状

況の根本的な解決にめどがついた，ということで関係者

一同の喜びには大いなるものがあった。

ヤッカマウンテン計画の終焉？
しかし，2009年にオバマ大統領が政権に就くや，民主

党（多数与党）上院院内総務リード議員（ネバダ州選出）の

意向を強く受けて，ヤッカマウンテン計画不支持の姿勢

を次第に鮮明にしていった。2010会計年度（2009年10月

から2010年９月まで）DOE 予算では，ヤッカマウンテン

関係予算は関連部局の閉鎖・撤収の予算を除いてすべて

削除され，代わって，代替策を検討するブルーリボン委

員会（後述）設置のための予算が盛り込まれた。2010年９

月末日には DOE 内でヤッカマウンテン計画を所管して

いた民間廃棄物管理局（Office of Civilian Radioactive

Waste Management, OCRWM）が廃止され人員の再配

置，ネバダ州の地元事務所の閉鎖などが完了していると

いう素早さであった。

2010年３月３日，DOE は NRC 傘下の原子力安全・

認可委員会（Atomic Safety and Licensing Board, ASLB）

に許認可申請の撤回を申し入れた２）。その時 DOE が理

由としてあげたのは，「ヤッカマウンテンが安全でない

とか，申請書に不備があるということではなく，このオ

プションではうまくいかず（not workable）代替案の方が

国民の利益になる」という政策的なものであった。ここ

で注目される点は，DOE が許認可申請の「実体的効果を

伴う棄却」（dismissal with prejudice）を求めている点で

ある。これは法律用語で，ひとたび決定が下れば同じ案

件について再提訴できないことを意味し，ヤッカマウン

テンが将来においても処分サイトとして再考されないこ

とを確実にする非常に強い表現と言える。

これに対して ASLB は，2010年６月29日，DOE の「申

請撤回」動議を却下する決定を下した３）。二重否定でやや

こしいが，要するに ASLB は審査を続けるという意思

表示である。「申請撤回は政策的理由によるものである

が，1982年核廃棄物政策法は連邦議会が定めた政策を変

える権限をエネルギー長官に与えていない」というのが

その理由である。この ASLB の決定は，チュー・エネ

ルギー長官やネバダ州選出議員からの反発を招いたが，

一方で，これを歓迎しチュー長官に再考を求める書簡４）

が91名の上下両院の議員から連名で送られたり，と様々

な反応を巻き起こした。

ASLB が下した決定に対して，最上位のコミッショ

ナー５名がどのような判断を下すのかに注目が集まっ

た。詳細は，米国原子力学会 Nuclear News７月号に記

事５）があるのでそちらを参照していただきたいが，ヤツ

コ NRC 委員長は委員長のもつ行政権限をたてに審査業

務の終結を決定した。これに対しては，NRC の内外か

安 俊弘（Ahn, Joonhong）

カリフォルニア大学バークレー校教授
東京大学工学部原子力工学科卒業。カリ
フォルニア大学バークレー校 PhD。東京
大学工学博士。東京大学工学部専任講師，
東海大学助教授を経て，現職。米国アカデ
ミ ー 全 米 研 究 評 議 会 Nuclear and
Radiation Studies Board メンバー。米国原
子力学会出版委員長。

ヤッカマウンテン処分場計画の終焉と今後
時論
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ら多くの厳しい批判の声が上がった。特に，これまでの

審査作業で判明したことを何も公表しないでそのまま闇

に葬るのは納税者にも説明がつかない，との批判が強

かった。これに応えるかのように，今年７月末に，これ

までの審査内容の一部を公開する報告書が公開されてい

る６）。

ブルーリボン委員会
オバマ大統領は2010年１月29日大統領令を発して，「ア

メリカの原子力の未来に関するブルーリボン委員会」の

設置を命じた７）。同年３月，15名のメンバーが発表され，

「炉と燃料サイクル技術」，「輸送と貯蔵」，「処分」の３小

委員会を構成して議論が行われた。そして，今年７月29

日，ドラフト・レポートがチュー長官に提出された。正

式報告書の完成は，次の大統領年頭教書と予算教書の

前，つまり今年の末から来年早々と見られている。

その最上位の提言は�段階的で透明性の高い合意形成

プロセスをサイト選定に適用する，�輸送，貯蔵，処分

事業を DOE から専業の別組織に移管する，�その事業

体が（連邦予算承認プロセスを経ず）直接，核廃棄物基金

にアクセスできるようにする，�高レベル廃棄物と使用

済み燃料の最終処分場を一つ以上できるだけ早い時期に

実現する，�それらの中間貯蔵施設を一つ以上できるだ

け早い時期に実現する，�廃棄物管理を格段に改善する

可能性のある炉・サイクル技術の研究・開発・実証に長

期に安定した支援をする，�安全性の向上と核拡散リス

ク減少のために国際協力を推進する，となっている。

特に�では，福島事故にも言及し，いくつかの米国科

学アカデミーの報告書（特に2005年，2006年の使用済み

燃料貯蔵の安全性に関するもの８，９））を引用して，アカデ

ミーに調査研究を求めているのが注目される。また，す

でに，高濃縮ウランを使う諸外国の研究炉の燃料を核不

拡散の観点から米国に回収している例を挙げ，小国の発

電炉使用済み燃料の米国への引き取りも提言しているこ

とが注目される。これらは米国内の貯蔵・処分施設整備

が条件となっているが，米国のリーダーシップ確保の観

点から提言されている。

今後の行方
法律に明記された手順に従って多大の費用と四半世紀

の時間をかけて進めてきた計画を一政権の政治的な判断

で終わらせた代償は大きい。その手続きの法的正当性に

ついては今も係争中であり，ヤッカマウンテン計画はま

だ首の皮一枚のこっているという見方をする関係者もい

るが，OCRWM を解体したことなど，既に後戻りでき

ないほど事態は進んでしまっている。ブルーリボン委員

会が，処分サイト選定を成功裏に進めてきたスウェーデ

ンやフィンランドなど北欧諸国をつぶさに研究したこと

はその提言の�を見ても明白だが，莫大な費用と時間を

かけたプロジェクトを不可逆的に大急ぎで終わらせたこ

とと抱き合わせで委員会が設置されたのは皮肉な巡り合

わせと言えるかもしれない。

法的に瑕疵がなかったことは間違いないが，筆者の見

るところ，1987年核廃棄物政策法を修正してヤッカマウ

ンテン一つに絞り込んだときのやり方に倫理的・道義的

問題があり，そのつけを今払わされているようである。

つまり，当時政治的発言力の小さかったネバダ州に突如

としてサイトを押し付けた形になったことが尾を引いて

いたと考える。

カナダは20世紀の最後になって社会的な賛成が得られ

ないという理由でそれまで進めていた計画を破棄し，よ

り広い社会的議論を進めている10）。スウェーデンもサイ

ト候補地を絞っていく初期の段階では同じように住民の

反発にあってアプローチを大きく修正し今日の成功につ

ながっている。それらの経験から言えることは，一言で

言うと，「急がば回れ」であろう。「事業者側が答えを用

意する（おしつける）のではなく，社会が自ら答えを見つ

けるまで，そのプロセスの手助けをすることに徹する」

ということである。ブルーリボン委員会の提言を見る

と，米国がその方向に舵を切ったように見える。

これだけの犠牲を払ってまでも米国がヤッカマウンテ

ン計画をやめなければならなかった理由には，今日の日

本における原発を巡る議論に対して我々原子力コミュニ

ティがどう理解し対応するかを考えるときに参考になる

部分があるかもしれない。

（2011年８月10日 記）

（追記）2011年９月９日，５名のコミッショナーは評決を行

い，ASLB の決定支持２名，反対２名，棄権１名と割れた。

評決の対象となった文言があいまいで複雑であり，実際に審

査が継続できるかどうかは依然として不透明である。
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９月６，７日に台北で開催された台日科学技術フォー

ラム（主催：亞東関係協会科学技術交流委員会）に招待さ

れ，講演とパネルディスカッションに参加する機会を得

た。これは毎年，テーマを決めて行っているもので，今

年は「東日本大震災の現実と将来」であった。このことが

きっかけで台湾の原子力と我が国とのかかわりについて

考えてみたことについて，述べてみたい。

台湾原子力発電の導入経緯
台湾は我が国と同じくエネルギー資源に乏しく，その

ほとんどを輸入に依存している。その中で原子力の重要

性は高く，国民党政権下で早くから米国の協力を得て，

アジアでは我が国についで２番目に早く原子力の導入を

行った。第一原発の金山１，２号機（BWR，各63万6，000

kW）が1978，1979年，第二原発の国聖１，２号機（BWR，

各98万5，000 kW）が1981，1983年，第三原発の馬鞍山

１，２号 機（PWR，各95万1，000 kW）が1984，1985年 に

それぞれ営業運転を開始し，電力供給能力に大きく寄与

した。これにより，1984年には原子力が火力を抑えて第

１位の座を占め，1985年には総発電電力量の52．4％を賄

うに至った。しかし，1985年以降は新規の原子力設備が

ないため，電源構成（発電電力量）に占める原子力発電の

割合は，現状では19．3％にまで低下している。

台湾電力公司は1987年，電力需給バランスの面から第

四原子力発電所（龍門）１，２号機（ABWR，各135万 kW）

の建設を計画し，1999年３月に１号機が，同年８月に２

号機が正式に着工した。ところが2000年３月に行われた

台湾総統選挙で，第四原子力発電所の建設中止を強く主

張している民進党候補の陳水扁氏が当選し，行政院は工

事の中断を宣言した。野党議員が大半を占める立法院（国

会）は，行政院の決定を不服として，その後約４ヵ月間，

両者による協議が行われ，2001年２月14日に行政院が建

設再開を決定し，第四原子力発電所の建設は続行される

ことになった。しかし，撤去した設備と人員確保の問題

や，発注できなかったための詳細設計の遅れなどが原因

で，本格的な工事の再開は2001年11月となった。その後

も政治的混乱や品質問題，および工事管理能力の不足に

より建設工事が遅れ，完成までにはなお約３年を要する

状況である。

第一，第二，第四原発は台湾の最北端近くに，第三原

発は最南端近くに立地している。

台湾原子力発電と日本との関係
台湾の第一，二原発は米国の GE 社，第三原発は米国

WH 社が主契約者で，我が国メーカーは機器の一部を供

給するということで協力した。第四原子力発電所につい

ては，我が国で完成した最新式の ABWR に決定し，GE

社の主契約のもとで，日立，東芝，三菱重工が分担して

ほとんどの機器を納入している。この中でわが国と台湾

との原子力技術の本格的交流が行われ，台湾原子力技術

の向上に大きく貢献してきた。しかしながら一方で，我

が国の反原発グループが大挙して台湾に押しかけ，これ

に台湾メディアも加わり反原発の国民運動となり，第四

原子力発電所の運転開始が大幅に遅れる一因となってい

るのは誠に残念なことである。

台湾原子力発電から学ぶこと
台湾原子力の設備利用率の高さは素晴らしい。第 1図

に示すように，韓国，米国に次ぐ世界一流の成績である。

これに比較して我が国の低迷ぶりが際立っている。これ

は国富の莫大な損失になっている。その原因の一つとし

て我が国の原子力規制の硬直化が指摘されている。今

回，原子力安全庁が設置され，推進と規制の分離が行わ

れるが，この中で諸外国に負けない合理的かつ安全をき

ちんと担保できる規制のあり方も合わせて織り込むべき

である。台湾の設備利用率が高い原因をきちんと評価し

て，我が国も学ばなければならない。

今回の福島事故の TBS 取材班は台湾電力を訪れ，発

電所の中まで詳細な調査を実施した。その成果は９月11

日に放映された。この番組を作成するに当たって指導し

林 勉（はやし・つとむ）

東京大学数物系大学院修士課程修了。日立
製作所原子力事業部長，同理事などを歴
任。現在は「エネルギー問題に発言する会」
代表幹事，原子力学会シニアネットワーク
運営委員。
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時論
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た元東芝技術者の角南義男氏はこの TBS 取材に同行し

たが，その報告で次のような重要な指摘をしている。

� 非常用電源と淡水源確保の考え方

台湾での非常用電源と淡水源に関する安全方針は４箇

所の原子力発電で首尾一貫している。非常用 DG は各号

機に２台，さらに原子炉２ユニットに共通の共用 DG お

よび巨大なガスタービン発電機２台が用意されている。

非常用水源は高所に置かれ，重力で供給できる。この一

例として第一原発の金山発電所の例を示すと，津波想定

高さ10．7 m に対して発電所設置高さ11 m，スィッチヤー

ド設置高さ16 m，非常用ガスタービン設置高さ22 m，10

万トン以上の人工貯水池の設置高さ62 m となってい

る。他の発電所も同様な考えで設置高さが設定されてい

る。このような津波対策が設計段階から行われているこ

とについて，我が国では反映されていなかったことは残

念である。台湾から学ぶ姿勢に欠けていたのではないか

と思われる。

� 台湾電力の徹底した公開性

福島事故の TBS 取材班は日本の原子力発電所の取材

を申し入れたが，拒否され窮余の一策として台湾電力公

司に申し入れ，快く許可してもらえたとのことである。

取材した発電所ではすべての要望に応えてくれ，現物を

見ることができなかった物や場所については後日，写真

を送ってくれたそうである。このような公開性は官から

民間まで一貫した方針であり，それに沿って実施されて

いるとのことである。もちろんテロ対策上の配慮はなさ

れた上での判断であると思われるが，このような姿勢が

メディアの正しい理解，ひいては国民の理解増進に役立

つものであり我が国も大いに学ばなければならない。

� 徹底した質実剛健主義

我が国と比較して快適性を追求した贅沢施設（事務

所，所長室，厚生施設等）は皆無であったとのこと。実

質を重んじる風潮を原点に帰って学ばなければならな

い。

台湾原子力の悩み，日本原子力の悩み
これまで述べてきたように，台湾では優れた面も多く

あるが，大きな悩みも抱えている。それは第四原発が遅々

として完成できないことである。来年１月には総統選挙

があり，民進党主席の蔡英文候補者が当選するようなこ

とになると，第四原発は永久に葬り去られる可能性もあ

る。この時のエネルギー政策はどうなるのか，我が国と

共通の悩みである。また台湾電力では福島事故に対する

国民の不安を考慮し，運転許可年限の40年を超えるプラ

ントについては廃炉にする方針を決めたとのことであ

り，このことは今後の我が国の原子力政策にも大きな影

響を与える可能性がある。我が国では民主党政権下で「減

原発」方針が明確に打ち出されており，その動きは台湾

にも大きな影響を与えるであろう。エネルギー政策をめ

ぐる両国でのこのような政治的混迷は政治ポピュリズム

に起因している。行天豊雄氏は雑誌「選択」９月号の巻頭

インタビューで，「ポピュリズムが世界経済を狂わす」と

述べ，ポピュリズムの本質は「大衆の欲するところには

従うが，大衆が真に必要とすることには従わないという

ことだ」と喝破している。両国の現状はまさにこの鋭い

指摘の通りの状態になっている。この共通の問題を考慮

した上での両国の交流が望まれる。

今後の日台技術交流のあり方
台湾との技術交流においては，これまで日本側から教

えてあげるという姿勢が強く，台湾から学ぶという姿勢

が少なかったのではないかと思われる。前述したように

台湾から学ぶことも多々ある。

冒頭に触れた「台日科学技術フォーラム」では，今後の

両国の技術交流のあり方についても議論された。その時

にこれからは世界の中で，アジアが重要性を増していく

ことは明確である。台湾は地政学的にはその中心に位置

しており，重要な役割を果たせるとの認識の上で技術に

優れた我が国との協調が WIN WIN の関係を構築できる

との提案があった。これは重要な指摘であり，原子力に

おいてもこのような WIN WIN 関係を築くべきである。

エネルギー問題は政治的ポピュリズムの犠牲にしては

ならない。次世代を担う若者たちの問題である。９月10

日に NHK が放映したマイケル・サンデイ教授の熱烈授

業（究極の選択）に参加した米国，中国，日本の選抜され

た学生たちは，福島事故について真剣に討論した上で，

原子力の賛否の問いに対して，圧倒的多数で賛成の意思

表示をした。このことを重く受けとらなければならな

い。原子力学会のシニアネットワーク（SNW）では台湾

の謝牧謙教授の支援を受け，清華大学の学生との対話活

動を行っており，大きな成果を出しているが，今後は両

国の学生たちがエネルギー問題は自分たちの問題として

とらえた真剣な交流も望まれる。

（2011年 ９月23日 記）
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エネ研，原発再稼働なければ来夏の GDP 5．6％減と予測
日本エネルギー経済研究所計量分析ユニット需給分

析・予測グループは７月２８日，２０１１年度および２０１２年度
の「短期エネルギー需給見通し」を発表した。原子力発電
については，�１定期点検などにより現在停止中の原子力
発電所が２０１１年９月以降に順次再稼働する「９月再稼働
ケース」，�２定期点検などにより現在停止中の原子力発
電所および今後定期点検入りする原子力発電所が再稼働
しない「再稼働なしケース」 の２つのケースを想定し
ている。
２０１１年度の１次エネルギー国内供給は震災や節電の影
響を受けて，生産活動や経済が落ち込むことから前年度
比３．８％減となるが，２０１２年度には，震災からの復興に
より生産活動や経済の回復が見込まれるとし，同２．６％
前後の伸びに回復すると見通している。
エネルギー起源のCO２排出量については，９月再稼働

ケースの場合，２０１１年度は原子力発電の稼働率低下に伴

い火力発電の割合が高まるものの，エネルギー消費の減
少に伴い前年度比１．２％減となると予測。２０１２年度には
再稼働による設備利用率の向上や新規プラントの運転開
始を見込むものの，生産活動や経済の回復に伴うエネル
ギー消費量増加で同１．８％増となる。
一方，再稼働なしケースでは，２０１１年度には原子力発

電所が順次停止していくことに伴う化石燃料消費量の増
加で同３．２％増となり，２０１２年度には原子力発電所が全
基停止するために発電用の化石燃料消費量が大幅に増加
することから，同９．３％増を見込んでいる。
再稼働なしケースでは，２０１２年度夏期に既存の火力発

電をフル稼働させても最大電力需要に対して７．８％の供
給不足が生じる。このことにより，２０１２年度夏期の実質
GDPへの影響は，供給不足がない場合に比べて５．６％
（７．７兆円）の減少になるとしている。

「再生戦略」を閣議決定，原子力依存低減を明記
政府は８月５日，福島原子力発電所の事故の反省を踏

まえた新成長戦略の見直し方針である「日本再生のため
の戦略に向けて」を閣議決定した。同方針の「革新的エネ
ルギー・環境戦略策定に向けた中間的な整理」で，戦略
を策定する際の基本理念として，下記の３つを掲げてい
る。
�１ 「新たなベストミックス実現に向けた三原則」①原
発への依存度低減のシナリオを描く，②エネルギー
の不足や価格高騰等を回避するため，明確かつ戦略
的な工程を策定する，③原子力政策に関する徹底検
証を行い，新たな姿を追求する

�２ 「新たなエネルギーシステム実現に向けた三原則」
①分散型のエネルギーシステムの実現を目指す，②

課題解決先進国としての国際的な貢献を目指す，③
分散型エネルギーシステム実現に向け複眼的アプ
ローチで臨む

�３ 「国民合意の形成に向けた三原則」①「反原発」と
「原発推進」の二項対立を乗り越え国民的議論を展
開，②客観的なデータの検証に基づき戦略を検討す
る，③国民各層との対話を続けながら革新的エネル
ギー・環境戦略を構築

また「当面のエネルギー需給安定策～エネルギー構造
改革の先行実施」の中で６つの重要課題の一つである原
子力については，①聖域なき検証・検討，②原子力安全
の徹底，③原発への依存での提言に関する国民的議論を
踏まえた対応 をミッションとしている。

原子力損害賠償の中間指針まとまる，風評被害の範囲を整理
文部科学省の原子力損害賠償紛争審査会（会長＝能見

善久・学習院大学法務研究科教授）は８月５日，中間指
針を取りまとめた。審査会が既に公表していた第１，２
次指針を踏まえ，事故がいまだ収束しない状況下で賠償
すべき損害として，一定の類型化が可能な損害項目・範
囲を示したもの。産業界における風評被害についても，

賠償範囲となる産品，産地などを整理した。
住民避難に係る賠償については，政府指示による避難

区域，屋内退避区域，計画的避難区域のほか，局所的に
年間積算線量が高く推定されるとして新たに設定した特
定避難勧奨地点や，自治体による一時避難要請区域（南
相馬市）も対象区域とした。自主避難に関しては，今後

このコーナーは各機関および会員からの情報をもとに編集してい
ます。お近くの編集委員（目次欄掲載）または編集委員会 hensyu@
aesj.or.jp まで情報をお寄せ下さい。資料提供元の記載のない記事
は，編集委員会がまとめたものです。
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の検討事項となった。
風評被害の範囲に関しては，食用の農林水産物（畜産

物を除く）は福島，茨城，栃木，群馬，千葉，埼玉の各
県産のもの，水産物は福島，茨城，栃木，群馬，千葉の
各県産などとなっており，事故発生以降，実際に生じた
消費者の買い控えや価格低下による営業損害，検査費用
等が賠償対象となる。牛肉では７月８日以降に生じた被

害について，東北・関東中心に全１７道県で産出されたも
のが対象。また，福島県内に主な事業所のある食品産業
でも，事故発生以降の製品買い控えなどが対象となって
いる。
観光業の風評被害では，放射能汚染に対する消費者の

心理を踏まえ，福島のほか茨城，栃木，群馬の各県に営
業拠点を置く企業も含まれることとなった。

福島事故収束「ステップ 1」終了で緊急時避難準備区域解除へ
政府・原子力災害対策本部は８月９日，福島第一原子

力発電所事故収束の道筋「ステップ１」終了を受け，緊急
時避難準備区域の一括解除を含む今後の避難区域見直し
の考え方をまとめた。
緊急時避難準備区域の解除に向けては，①水素爆発の

発生可能性，②原子炉の冷却失敗の可能性および万一の
場合の影響，③使用済み燃料プールの冷却失敗の発生可
能性，④地震・津波による使用済み燃料プールの損壊な
どの発生可能性，⑤原子炉から放出が続いている放射性
物質による影響 について，評価を行った結果，妥当
性が確認できたとしている。緊急時避難準備区域の設定
は広野町，楢葉町，川内村，田村市，南相馬市の５市町
村にわたっており，政府は今後，１か月を目処に各市町

村より復旧計画提出を受け，地域の実情を踏まえ，一括
解除とする考え。また，放射線被害に対する住民不安に
応えるべく，８月中を目処に除染に関する基本方針を取
りまとめることとしている。
警戒区域の縮小および計画的避難区域の見直しに関し

ては，事故収束工程の「ステップ２」完了後，原子炉の冷
温状態確保などにより，放射性物質の放出が厳格に管理
された時点で，検討を行う。
また対策本部は避難区域の見直しと合わせ，発電所か

ら２０km圏内の警戒区域で，これまで対象外としていた
３km圏内についても，一時立入りを８月中にも開始す
ることを決定した。

「原子力安全庁」を閣議決定，環境省・外局に安全規制組織を統合
政府は８月１５日，原子力安全規制に関する組織改革の

基本方針を閣議決定した。「規制と利用の分離」の観点か
ら，原子力安全・保安院の扱う安全規制業務のうち，原
子力部門を経済産業省から切り離し，内閣府の原子力安
全委員会の機能を統合した「原子力安全庁」（仮称）を環境
省の外局として新設する。１２年４月設置を目指し，法案
整備などの所要の作業を進めるべく，内閣官房に近く準
備室が立ち上がる運びだ。
来年度からの施行を目指す当面の安全規制組織の見直

しの方針としては，新設の「原子力安全庁」に原子力安全
規制関連の業務を一元化。規制機関としての一層の機能
向上を図るほか，経産省所管の原子力発電や燃料サイク
ル関連の規制業務に加え，他省所管の試験研究炉，核燃
料物質等使用に関する安全業務や，核セキュリティにつ
いても一体的に対応する。事故発生時の初動対応などの

危機管理についても，新組織の重要な役割と位置付け，
「緊急事態専門官」を新設し，体制整備を図っていく。ま
た今般の事故を踏まえて環境モニタリングの司令塔機能
を担い，中長期的な現状回復のための放射性廃棄物や汚
染土壌の処理，除染についても関与させる。
現在の安全委員会については，規制と利用の分離によ

りダブルチェック機能の意義が薄れることから，位置付
けや役割を見直し，新組織下に「原子力安全審議会」（仮
称）として，再編・設置し，専門的知見による助言機能
を持たせる方向だ。また，環境省下に移っても，専門能
力を持った優秀な人材の確保・養成を保つため，「国際
原子力安全研修院」（仮称）を設立するほか，組織文化の
大転換を図る必要性から，ノーリターン・ルール導入な
ど，人事管理の有効方策も検討することにしている。

政府・東電統合対策室，福島第一対策で進捗状況を発表
政府・東京電力統合対策室は８月１７日，福島第一原子

力発電所事故の収束に向けた「道筋」の進捗状況を発表し
た。４月の「道筋」取りまとめ以降，１か月ごとに公表さ
れている。今回の「道筋」では，ステップ２の目標達成時

期は前回と同じく３～６か月後のままで，変更はない。
最近１か月間では１，４号機の循環冷却システムが開

始され，全４基の「より安定的な冷却」を達成したほか，
高レベル汚染滞留水の処理も，６月の運転開始以降，平
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均稼働率８８％，累計処理量が約４万９，２００トンに達する
など，プラントの安定化が着実に進んできた。滞留水処
理では第２セシウム吸着処理装置「サリー」に加え，蒸発
濃縮装置の２系列増設など塩分処理施設増強を図り，汚
染水の減少を目指すほか，今後は，処理に伴い発生する
廃スラッジ等の保管管理も進めていく。
海洋への汚染拡大防止については，１～４号機の既設

護岸の前面に遮水性をもつ鋼管矢板設置の設計を進め
る。大気・土壌への放射性物質の飛散抑制も，小名浜で
仮組された１号機原子炉建屋カバーの設置工事が１０日に
始まった。

７月下旬から８月上旬にかけての１～３号機からの放
射性物質放出量は，事故直後の約１，０００万分の１となる
毎時約２億ベクレルと推定しており，今後もモニタリン
グを継続し，放出量の低減傾向を評価していく。
また，今回の進捗状況では，新たに要員育成・配置を

課題として提示。今後，不足が見込まれる放射線関係の
要員の育成を図ることとしている。東京電力による「放
射線測定要員養成教育研修」では既に，約１，９００人が修了
しているほか，資源エネルギー庁でも日本原子力研究開
発機構の協力を得て，年内２５０人を目標に研修事業を進
めている。

北海道電力・泊 3号機が再開，福島事故後初めて
北海道電力の泊３号機が８月１７日に定期検査を終了

し，営業運転を再開した。原子力発電プラントの再開に
ついては，事業者による津波応急対策やシビアアクシデ
ント対策が講じられた後，地元の了承がカギとなってい
たが，同機はこのほど，北海道知事の了解を受けて，事
故後初の戦列復帰となった。
泊３号機は今年１月に運転開始後初めての定期検査に

入り，所要の機器類取替工事などを実施。３月からは調
整運転が行われていたが，８月９，１０日の原子力安全・
保安院による総合負荷性能検査，１１日の原子力安全委員

会報告を経て，１７日には北海道知事から，国による最終
検査手続きに「異議はない」との意向を得て，定期検査終
了に至った。安全性に関する総合評価（ストレステスト）
は，全プラントを対象とした２次評価を年内に実施する
こととしている。泊２号機は，８月２６日より定期検査に
入る。
このほか東京電力の柏崎刈羽１号機が８月６日，同７

号機が２３日より，定期検査に伴い停止しており，８月２４
日現在で稼働している原子力プラントは，計１４基となっ
ている。

除染対策で政府・方針，推定被ばく量を半減へ
政府・原子力災害対策本部は８月２６日，被災地域の除

染に関する緊急実施基本方針を決定した。国，自治体，
地域住民が連携し，今後２年間で汚染地域における一般
公衆の推定被ばく線量を半減させ，長期的には年間１
mSv以下となることを目標に，対応方針を取りまとめ
たもの。当面必要な経費として約２，２００億円が見込まれ
ており，速やかに精査の上，予算立てすることとしてい
る。
除染実施に対する基本的姿勢としては，８月９日に発

表された避難区域見直しに関する基本的考え方を受け，
国が県・市町村や地域住民との連携のもとに除染推進に
責任を持って取り組むとしている。
推定年間被ばく線量が２０mSvを下回っている地域で

も，放射線の影響を受けやすい子供の生活圏では優先的
に除染を実施。推定年間被ばく線量で１mSv以下を目
指すなど，緊急時被ばく状況にある地域を段階的かつ迅
速に縮小することを暫定目標とした。
具体的には２年以内に，汚染地域における一般公衆の

推定年間被ばく線量を約５０％減少することが目標。風雨
などの自然要因による減衰（ウェザリング効果）で，推定

年間被ばく線量が約４０％減少することから，除染を施す
ことによって少なくともさらに約１０％削減して，目標を
達成させる。また園児・学童が活動する学校・公園につ
いては，特に念入りに作業を行い，子供の推定年間被ば
く線量を２年以内に約６０％減少させることを目指す。
除染は線量水準に応じ，年間の積算線量が２０mSvを

超える可能性のある計画的避難区域では，高いレベルの
技術を要することから，国が主体的に実施。発電所から
２０km圏内の警戒区域についても，自治体機能の移転や
立入制約の状況から，国が除染を実施することとしてい
る。
自然被ばくなどを除いた追加被ばく線量が年間１～２０

mSvの地域では，個別事情や住民のニーズを把握して
いるコミュニティ単位での計画的な除染が効果的と考え
られることから，「除染実施ガイドライン」を示した上，
市町村で策定する計画のもと，国も支援して実施する。
除染に伴って生じる土壌等の処理については，当面の

間，市町村ごとに仮置場で管理するが，長期的な処分場
確保に向けては，国が責任を持って対応すべく，早急に
ロードマップを立案することとしている。
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（情報提供：日本原子力産業協会）

安全委が放出総量を再試算
原子力安全委員会は８月２４日，福島第一原子力発電所

事故に伴う大気中への放射性核種放出総量の再試算を発
表した。当初不足していた事故発生初期の環境モニタリ
ングデータについては，日本原子力研究開発機構が放出
率を再推定したものをベースにした。３月１１日～４月５
日の推定値はヨウ素１３１が１．３×１０１７ベクレル，セシウム
１３７が１．１×１０１６ベクレル。
安全委では４月１２日，原子力機構の解析により，福島

第一での想定放出総量をヨウ素１３１が１．５×１０１７ベクレ
ル，セシウム１３７が１．２×１０１６ベクレルと公表しているが，

環境モニタリングのデータ不足で３月１２～１４日の放出量
推定が行われなかった。その後，炉内状況が明らかにな
りつつあり，短半減期核種を考慮したサイト北西部の線
量上昇地域の再解析を実施した上，１２～１５日の放出率を
再推定した。
なお，原子力安全・保安院の INES「レベル７」の適用

では，ヨウ素１３１が１．３×１０１７ベクレル，セシウム１３７が６．１
×１０１５ベクレルが用いられている。

（以上の資料提供は日本原子力産業協会）

東京大学原子力グローバル COE，4分野で国際サマースクールを開催
東京大学グローバルCOE「世界を先導する原子力教育

研究」プログラムでは，平成２１年度の国際サマースクー
ルを４分野で開催した。UCバークレー校及び開催地の
大学等との共催で，シリーズとして４回目となり，米国，
欧州，アジアの各地で，活発な取り組みを行った。
放射線計測分野は７月２６日から８月１日までドイツ

ミュンヘン工科大学で，また原子力安全，セキュリティ，
保障措置分野は，韓国済州国立大学で７月２７日から３１日
にかけて開催した。原子力社会論は７月３１日から８月５
日まで米国UCバークレー校で開催。福島原子力発電所
事故を受けて，その教訓を学び取り，こうした事態を繰
り返さないためにはどのような視角，どのような方法か
らの検証・再考が必要かを学際的に議論した。８月２２日

から８月２４日にかけては英国インペリアルカレッジロン
ドン校で，放射性廃棄物処分に関する“Science，Safety
Assessment and Public Perception”をテーマに，専門
家や学生が意見を交換した。
このほか東京大学と上海交通大学，西安交通大学は共

催で９月８日から１０日にかけて，国際シンポジウムを中
国西安で開催した。「FUKUSHIMAセッション」では，
本拠点の教員が福島原子力発電所事故の推移や教訓，対
策について講演した。
なお東京大学では国際サマースクールを，平成２４年度

以降も開催すべく検討している。
（資料提供：東京大学）

海外情報

［米 国］

テネシー峡谷開発公社，ベルフォン
テ 1の建設再開へ

米国のテネシー峡谷開発公社（TVA）は８月１８日，１９８０
年代に建設作業を中止していたベルフォンテ原子力発電
所１号機を完成させる判断を下した。福島事故発生を受
け，今春の最終決定は先送りしたものの，同社の理事会
は一層クリーンなエネルギー社会を実現するための「統
合資源計画（IRA）」を行動に移すには「クリーンで信頼性
が高く，低コストである原子力が最良のオプション」と
断言。２００８年に建設再開したワッツバー２号機に続
き，１２６万 kWの PWRを２０２０年に完成させるため，４９
億ドルを投入する考えだ。
TVAは７０年代にアラバマ州北部の同発電所サイトで

１２０万 kW級 PWRとなる１，２号機の建設を開始した

が，電力需要の低迷などから８８年に両炉の作業を停止。
当時の１号機の進捗率は９０％だったが，後に機器の一部
を売却したため，現在の評価は５５％。その後，両炉の敷
地活用のため３つのオプションについて検討を開始し，
「２基のうち１基を完成させる提案」について昨年５月に
最終環境影響声明書（FSEIS）補足案を公開諮問に付し
た。
８月には１号機を利用可能と判断した場合に備え，製

造に時間のかかる機器の調達や許認可手続き，追加設計
エンジニアリング経費として２億４，８００万ドルを理事会
が承認。１０月にはバブコック＆ウィルコックス（B&W）
カナダ社に対して，１号機用蒸気発生器２台の設計製
造，仏アレバ社に原子炉系統設備と計装制御系の設計エ
ンジニアリングを発注していた。
３月の福島事故発生に鑑み，TVAではベルフォンテ

１号機完成計画への教訓として，同事故の事実関係を広
範囲に把握・理解するとともに，地震と津波など複数の
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災害が重なった事態の評価に意識を集中。そうした状況
下においてもサイト内の機器を安全に保管し，的確に対
処可能となるよう統合的な安全性の改善を図るとしてい
る。

ノースアナ原発，地震で非常用電源
が起動

米国のドミニオン社は８月２３日，同国東部バージニア
州中央部で午後１時４５分に発生した地震により，同社の
ノースアナ原子力発電所の２基（各９０万 kW級 PWR）が
運転を停止したと発表した。
同日の午後２時直前に外部電源を喪失したものの所内

の非常用ディーゼル発電機が起動しており，安全系は通
常どおり稼働。機器の大規模な損傷，および放射性物質
の外部への放出はなかった。これに伴い，同社では米原
子力規制委員会（NRC）による４ランクの緊急事態尺度
で下から２番目にあたる「警戒態勢」を宣言している。
同社によると，この地震は同社がバージニア州南東部

で保有するサリー原子力発電所でも感知されたが，さほ
ど激しい揺れではなかったため８０万 kW級の PWR２基
はそのまま運転を継続。この地震はマグニチュード（M）
５．８程度で，首都ワシントンD・Cを含む同国東海岸の広
い範囲で揺れが感知されたと伝えられている。
メリーランド州のNRC本部では現在，ノースアナ発

電所と直接連絡を取りながらその他の連邦機関と対応を
調整中。同発電所の状況監視を続けるとともに，東部に
立地するその他の原子力発電所における「異常事態」（緊
急時尺度の最低ランク）についてもモニタリングしてい
る。また，NRCの手続きに従い，アトランタなど２か
所の地域事務所が緊急対応センターを始動。ノースアナ
も含め影響を受けた原発すべての駐在検査官が状況を注
視しているところだ。
「異常事態」宣言したピーチボトム，TMI，サスケハナ，
リメリック，セイレム，ホープクリーク，オイスターク
リーク，カルバートクリフス，シェアロンハリス，クッ
ク，パリセードなどの各発電所では，所内点検をしつつ
運転を継続している。

ユタ州に 2基・300万 kWの原子力
発電所建設構想

米国で新たな原子力発電所の建設計画が，明確な輪郭
を持ち始めている。中西部・ユタ州を本拠地とするエネ
ルギー基盤開発会社のブルー・キャッスル・ホールディ
ング（BCH）社は８月１９日，ブルーキャッスル原子力発
電所プロジェクトの事前サイト許可（ESP）申請に向け
て，過去６か月にわたる現地およびその他におけるサイ

ト特性調査活動が大きく進展したと発表。同州経済の活
性化等を狙い，鋭意，計画を進めていく方針だ。
同社が具体的に実施したのは，①現地での気象データ

収集，②地下水特性のモニタ等による水文学調査，③地
質工学的なコア試錐活動を含むサイト応答分析 な
ど。これらを補足する現地外活動としては，地球生態系
および水生生態系のデータ収集，地元の人口や経済的な
パラメータを特徴づける人口学的・社会経済学的データ
の収集に焦点を合わせたとしている。
２基合計で３００万 kWの原子力設備の建設で最適なサ

イトを選定するため，BCH社では数年前から広範囲な
活動を実施していたが，「当初から見当を付けていたユ
タ州中東部のグリーンリバー近郊の適性を支持する重要
な計測結果が得られた」と明言。米原子力規制委員会
（NRC）の認可申請や州政府および地元自治体の許可申
請に向けて満足のいく結果が得られつつある点を強調し
た。
BCH社では今年２月から ESPの申請準備として，こ

れらの調査活動を開始。３月にはNRC宛ての書簡の中
で，グリーンリバー近郊を建設候補地とする同プロジェ
クトの ESPを２０１２年秋までに申請するほか，その１２～
１８か月後にはNRCの設計認証（DC）取得済みの原子炉
設計を想定した建設・運転一括認可（COL）を申請する
予定だと伝えていた。また，同プロジェクトの用地購入
契約を済ませるとともに，今後選定する原子炉設計の候
補メーカーにも打診を始めたことを明らかにしている。

［カナダ］

サスカチュワン州と日立，原子力
技術で共同研究

カナダのサスカチュワン州政府は８月２５日，放射線利
用による検査・医療技術，材料科学の共同研究開発・検
証で日立製作所と覚書（MOU）を締結した。また，原子
力発電の安全性向上，および小型原子炉技術に関する共
同研究開発で，日立GEニュークリア・エナジー（日立
GE）社，GE日立ニュークリア・エナジー・アメリカ
（GEH）社，およびグローバル・ニュークリア・フュエ
ル・アメリカ（GNF�A）社と，もう１件の覚書を締結し
たと発表した。
同州が今後，これらの分野でリーダー的立場を確保し

ていくため，日立製作所らが海外市場拡大の一環として
協力していくことになったもの。これら２件の覚書を実
行・支援する経費として，両者は今後５年間に１，０００万
カナダドル（約７億８，０００万円）を折半で投入するとして
いる。
実際の研究開発活動の場となるのは同州内にある２つ

の大学のほか，サスカチュワン研究委員会およびカナダ
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の国立シンクロトロン研究施設などで，資金は分野ごと
の研究機関設立や研究支援，がんや心臓疾患の診断・治
療のための陽子線がん治療システムとPET設備の開発
に投資。陽子線治療の技術開発と商業化における日立製
作所のこれまでの実績，核医学および画像診断技術の開
発のために同州に設置されたカナダで唯一のシンクロト
ロンなどが活用される。
原子力分野では，実際に使用されなかった燃料棒から

ウランを取り出して再利用する研究で日立GE社，GEH
社およびGNF�A社が同州政府と協力。また，現時点で
同州が原子力発電を推進するか否かの判断は下されてい
ないものの，小型炉（SMR）の設計および実行可能性研
究についても，これら３社が協力していく。

［英 国］

セラフィールドMOX加工工場が
閉鎖へ，福島事故が影響

英国・原子力デコミッショニング機構（NDA）は８月
３日，稼働率が低迷していたセラフィールドMOX燃料
加工工場（SMP）を閉鎖するとの方針を発表した。
福島原発事故の影響により，日本の１０電力会社所有の

プルトニウムをMOX燃料に製造し，プルサーマル計画
に使用する見通しが不透明になったことから，NDAで
は SMPの今後について再検討。燃料製造契約への影響
や変化した商業リスクを分析。その結果，SMP維持の
ために英国民にさらなる財政負担を強いるよりは，実質
的に最も早い時期に閉鎖するのが唯一合理的な行動と判
断したと説明している。
NDAは今後も，日本のプルトニウムを国際的な安全

基準に則って安全に保管するとともに，その再利用に関
する日本の電力会社の方針を，責任を持って支援してい
くため，さらなる協議を行う方針だ。
２００２年に操業を開始したSMPは，エンジニアリング
および技術上の問題等により，設計上の生産能力である
年間１２０トン（重金属換算）よりはるかに少なく，９年間
の稼働期間に生産したMOX燃料は１５トン程度と言われ
ている。
０８年には顧客からのMOX製造注文を仏アレバ社に下
請けに出さざるを得なくなるという状況に陥ったが，
NDAは０９年１０月，操業実績の向上を図りつつ，既存の
製造契約を遂行する方針を公表。NDAの商業輸送部門
である国際原子力サービス（INS）が，SMPの操業継続
を保障するために新たな契約の確保を命じられた。また
昨年５月には，日本原子力発電を含む日本の電力１０社の
英国でのプルトニウム全量をSMPでMOX燃料に加工
し，日本に輸送することで全体的な枠組み合意に達して
いた。

なお，今回の決定はSMPのみに係わる商業的な問題
によるもの。英国には現在，原子力の民生利用で抽出し
たプルトニウムが１２０トン存在し，このうち２８トンが海
外顧客の所有。これらの長期的な管理方法を探るため，
政府は今年２月から５月まで�１長期貯蔵の継続，�２固化
後に地層処分，�３MOX燃料に加工し，新規および既存
の炉で再利用 などの選択肢を公開協議に付した。
これらのうち，英国政府は�３案を「最も有望と思われ

る予備的な政策見解」として提案。難点として，SMP
の稼働率が低く，多額の経費を投じて新たな加工工場を
建設する必要がある点を指摘していた。核拡散の不安が
少ないなど同案の有用性や合理性が，安全面や金銭的な
価値といった要求事項に見合っていると検証されれば，
実行に移される可能性も少なからずあると見られてい
る。

［ヨルダン］

原子炉建設入札， 3社から財務提案
書を受領

ヨルダン国営通信の「ペトラ」は８月１４日，ヨルダン原
子力委員会（JAEC）が同国初の原子力発電所建設計画
で，候補の国際的な原子炉メーカー３社から財務提案書
を受領したことを伝えた。
JAECはすでに６月末に，�１ロシアの原子力建設輸出

企業であるアトムストロイエクスポルト（ASE）社，�２カ
ナダのSNCラバリン社，�３仏アレバ社と三菱重工業の
合弁企業 からそれぞれ，１００万 kW程度のVVER（ロ
シア型PWR），改良型CANDU６（カナダ型加圧重水
炉），およびATMEA１（第３世代プラスのPWR）の技術
提案書を受領。今後は内閣が設置した特別委員会がこれ
ら２種類の提案書を審査し，１２月までに原子炉の採用設
計を決定することになる。
ASE社によると，今回の財務提案書には建設価格の

計算を含めているほか，入札要項に従って EPC（設計・
調達・建設）契約の形式でも提案書を作成。同社のほか
にクルチャトフ研究所や総合エンジニアリング担当のア
トムエネルトプロエクト社，設計会社のギドロプレス
社，核燃料成型加工コンソーシアムのトベル社といった
企業名をロシア入札チームとして明記している。
中東に位置しながら天然資源に乏しいヨルダンでは，

エネルギー需要量の９７％を輸入するため国家予算の約２
割を充当。２０１９年以降に初の原子炉の運開を計画するな
ど，代替エネルギー源の確保を急いでいる。
なお，三菱重工業が日本企業としてATMEA１を同国

に輸出する際，必要とされている日本と同国政府間の原
子力平和利用協力協定については，昨年９月に両国政府
が調印したものの，福島事故の発生等を受けて国会承認
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が延期されている。参院はすでに通過済みだが，衆院外
務委員会での審議日程が不透明なため，今期国会で採決
されるか否かは未定。

［中 国］

嶺澳Ⅱ�2が営業運転開始

中国広東核電集団有限公司（CGNPC）は８月８日，同
国で１４基目の原子炉となる嶺澳原子力発電所２期工事２
号機（PWR，１０８万 kW）が営業運転を開始したと発表し
た。
同炉は今年５月３日に国内送電網に接続され，７月２３

日に定格出力に到達。初併入時には６月１５日の営業運転
開始を予定していたが，福島事故の影響等により延期さ
れたと見られている。日中科学技術交流協会によると，
中国では同事故後，運転中の１４基で安全点検を実施し，
すでに作業を完了。７月からは建設中の原子力プロジェ
クトについても実施しており，今月末に結論を出す予定
である。また，認可申請中のプロジェクトは承認審査が
中断されている。
嶺澳Ⅱ�２号機はフランスの原子炉設計をベースに中国

が改良したCPR１０００で，同設計の初号機となった同１
号機と同じく，中広核工程設計有限公司や中国核工業第
二研究設計院，中国核動力研究設計院（NPIC）の共同設
計。建設工事は核工業華興公司や核工業２３公司，中建二
局などが担当したほか，東方電気や上海電気，中国一重，
中国二重といった国内企業約２００社が機器を製造するな
ど，国産化率は６４％に達している。
同炉の運開により，広東大亜湾および嶺澳原子力発電

所の合計出力は６基６１０．８万 kWとなり，年間の総発電
電力量は４５０億 kWhに達するとCGNPCでは予想して
いる。

［ベトナム］

国家電力開発計画を公表，原子力は
2020年に1．3％

ベトナム商工省は８月３日，２０１１年から２０年までの国
家電力開発計画を公表し，２０年時点で原子力の発電設備
を全体の１．３％とし，総発電電力量の２．３％を賄う方針を
明らかにした。２０年までに農村や山間部および離島に居
住するほぼすべての国民の生活を電化するプロジェクト
を含めており，原子力も電源ミックスの重要な構成要素
の一つとして，他国および国際機関と緊密に連携しつつ
開発と技術の習得を加速していく方針。
この計画は７月に同国のグエン・タン・ズン首相が承

認していたもので，２０３０年までの開発ビジョンも加えた
「電力計画Ⅶ」と呼称される。記者会見の席で商工省のホ
アン・コク・ブオン副大臣は同計画での具体的な開発目標
として，輸入も含めた発電量を２０１５年に１，９４０億～２，１００
億 kWh，２０年には３，３００億～３，６２０億 kWhに拡大すると
明言した。再生可能エネルギーの開発を優先的に進める
予定で，総発電電力量に占める割合は現在の３．５％から
２０年には４．５％に増加させるとしている。
原子力については，主要な国産エネルギー源として将

来の安定供給確保のために開発を進めるとしており，２０
年に初号機の運開を果たす計画。この年の国内総発電設
備容量は７，５００万 kWを計画しており，この中での原子
力の割合は１．３％。主力はやはり石炭火力の４８％で，以
下水力の２３．１％，ガス火力の１６．５％，再生可能エネルギー
の５．６％，輸入の３．１％などと続く。
総発電電力量は３，３００億 kWhと見積もっており，原

子力で２．１％を賄うほか，石炭で４６．８，ガスで２４％，水
力で１９．６％，再生可能エネルギーで４．５％，輸入で３．０％
となっている。
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Ⅰ．地震のマグニチュードと震度

プレートの水平運動によって，岩盤の中に非静水圧場

が形成され，そのストレスで岩盤にひずみが生じる。そ

の岩盤中に，すべり破壊が発生して，蓄積されたストレ

スを解放する現象が地震である。地震の分布図を描く

と，プレート内のストレスの状況を見ることができる。

地震を起こしたすべり破壊の大きさで地震の規模，マグ

ニチュードが決まる。

マグニチュード（M で表す）は記録された地震波の震

幅の対数から決める値なので，小さい地震には，マイナ

スの M もあり，大きい方は，現在までの最大値が M 9．5

である。たいへん広いダイナミックレンジを持つので，

観測データから計算するためには，小さい地震波を検出

する高感度の地震計や，逆に強大な揺れでも壊れない強

震計が必要で，地震観測の精度を保つためには，高度の

技術の発展と予算が必要であった。

日本では，1995年の阪神・淡路大震災の後，地震観測

のためのネットワークの整備が急速に実現し，気象庁の

検知能力が著しく向上した。小さい地震に関して，気象

庁が今まで記録した最小は，M マイナス1．6である。日

本の観測結果については次回に詳しく述べる。

M の値は世界共通であるが，地震波が地表に到達し

て足下が揺れたとき，その揺れの強さを表す震度という

尺度は国によって異なる。日本では，気象庁が定めた，

震度０から震度７までの10段階である。

気象庁震度階級で，震度０は，地震波が観測されてい

るが人は感じないという揺れである。その上は，１から

７までの整数であるが，1995年の改訂以後，震度５と６

には強弱ができたので全部で10段階となった。震度６弱

を超えると，人は立っていることができないと言われて

いる。

諸外国で使われている震度階級には，震度１から12と

いうのが多い。外国人との情報交換にはこの点に注意す

ることが必要である。

このように地震という現象を表すためには，M とい

う地震の規模と，震度という各地の揺れの強さとの両方

が必要である。自治体の震災対策などの行動基準は，普

通の場合，震度を基準に決められている。

Ⅱ．世界の地震の分布

地球表面はリソスフェアと呼ばれる板状の岩盤に覆わ

れており，その動きを見るために，まず地球儀を用意し

てほしい。メルカトール図法で世界地図を描くと北極や

南極の周辺の実際の様子がわからない。

地球の表面を覆うリソスフェアは，10数枚のプレート

に分かれていて，各プレートはさまざまな向きに移動し

ている。地球の球面に沿って移動するから，各プレート

の動きは，ある地点を中心として，地球表面に沿う回転

運動になっている。

プレートとプレートの出会う境界には，離れていく境

界，すれ違う境界，衝突している境界，重い海のプレート

が軽い陸のプレートの下に潜り込んでいる境界などがある。

第 1図は世界地図に浅い地震の分布図を描いた図であ

る。この図では，太平洋や大西洋やインド洋の中に細長

い帯状の分布があり，大陸の周辺には一面に拡がる広い

分布があることに気づく。

第１図で地震のデータが1964年以後であるのは，その

頃，地下核実験を探知するための地震観測網が世界に展

開されたために，M５程度の比較的小さい地震を含めて，

世界の自然地震の均質な観測ができるようになったから

である。以後，地震検知能力だけでなく，地震波の持つ

情報を最大限に利用できるようになり，今では地震計の

精度が向上し，カバーできるダイナミックレンジや周波

数帯域ともに精度のよい観測記録が得られている。地震

連載 東日本の巨大地震に学ぶ（ 2）

第 1図 世界の浅い地震の分布（1964�2009年，M５以上で

深さ０�100 km，ミラー図法による）

世界の変動帯と安定大陸

（財）国際高等研究所 尾池 和夫
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計によるこのような記録は，地震の仕組みだけでなく，

地球内部の物性や運動に関する豊富な情報を含んでいる。

さて，第１図に見られる細長い地震の帯は，プレート

とプレートが離れていくように相対運動をしている境界

で，引っ張る力で M６程度までの大きさの地震を起こ

している場所である。そこには大地震はほとんど起こっ

ていない。

また，浅い地震が広く密集して起こっている地域があ

る。そこはプレートの収束地域で，プレートとプレート

が押し合いをして岩盤に圧縮力が働いている。その圧縮

力は陸のプレートの岩盤を広く伝わって，ストレスを蓄

積して浅い地震を起こす。そこには大規模な地震があ

り，とくにプレート境界には巨大な地震が起こる。

第 2図に，浅い大きな地震の分布を示す。M７以上の

大きな地震は，プレートの集まってくる場所に起こる。

プレートが集まる地域では，重い海のプレートが軽い陸

のプレートの下へ潜り込むから，潜り込むときに陸の先

端を引きずり込んでいる。その曲がりが大きくなると，

プレート境界にすべり破壊が発生して巨大地震を起こす。

潜り込んだ海のプレートの内部にも破壊が起こって，

深い地震が起こる。したがって，世界地図に深い地震だ

けの分布を描くと，そこに海のプレートが潜り込んでい

ることがわかる。潜り込んだ海のプレートの先は，深さ

660 km あたりに達すると，そこで水平に流れていった

り，マントルの中へちぎれて落ち込んでいったりすると

考えられている（第 3図）。

世界の地震分布とさまざまのデータを比較することが

よく行われる。例えば，原子力発電所の分布図と比べる

ことがある。その時，地震分布図の解釈には十分な注意

が必要である。ほとんどの場合，第２図のような大規模

な地震と比較することが多いが，すでに述べたように，

地震は岩盤の破壊で起こるから，大地震の発生した場所

にはしばらく次の大地震が起こらない。近未来の大規模

地震は，むしろ最近，大地震が起こっていない場所に起

こると考える方がいい。本来，大地震の起こる場所で，

長い間起こっていない場所が次の大地震の候補地である。

Ⅲ．変動帯と安定大陸

世界の浅い地震の分布をよく見ると，さまざまなこと

に気がつく。その中の一つに南極大陸プレートの周囲を

離れていくプレート境界が１周していることがある。こ

のことは，他のプレートが南極大陸から離れて行く運動

をしていることを意味する。南極大陸は地球の回転軸の

近くにあるので，あまり動いていない。そこから他の陸

を乗せたプレートが離れて行く運動をした結果，今の地

球の大きな特徴を生み出した。

ある計算結果では，9400万年前は南半球にも北半球に

も大陸が同じようにあった。多くの大陸で北半球に集ま

る状態になって，地球の氷河時代ができた。例えば，２

万年周期で氷河期と間氷期が発生する周期は，近日点が

地球の軌道を１周する周期である。地球が公転軌道に対

して23．4度傾いて廻っているので，近日点が北半球の夏

に重なると，氷が解けて黒い大地が見え，熱を吸収して

ますます温度が上がる。近日点が北半球の冬になると光

を反射して凍り始め，氷河期となる。大陸がすっかり氷

河に覆われた氷河期にも，日本列島には比較的温暖な地

域があり，象や人びとが大陸から渡って来た。

第２図から，大地震の起こらない陸地に多くの国々が

あることがわかる。そこに住む人びとは震災を知らな

い。そのような国の地形の例として，第 4図にヘルシン

キの飛行場から見た景色を示す。大地が動かないので平

坦な地形である。また，例えば，パリのように盆地と言

われている地形であっても市街地のすぐ下は１億年前の

岩盤であり，そこには地震が起こらない。

ヨーロッパ北部の安定大陸と異なり，例えば，中国大

陸では大地震が多く起こる。ユーラシアプレートの東の

端にあるこの地域には，太平洋プレート，ユーラシアプ

レート，インド・オーストラリアプレートなどが集まっ

第 3図 世界の深い地震分布（1964�2009年，

深さ101�660 km，M５以上）

第 2図 世界の浅い大地震（1901�2009年，M 7．8以上）と

プレート境界

740 連載・東日本の巨大地震に学ぶ（尾 池）
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てきてプレート収束域を形成し，広大な地震活動地域を

生み出している。その運動がヒマラヤ山脈や日本列島な

どの地球上の皺を作っているのである。

大規模なプレート収束域には，大震災が起こる。死者

の数で震災の規模を表すと，世界の歴史の中で最大の震

災は，1556年に西安の郊外で起こった地震で，83万人の

死者を記録した。また，20世紀の最大の震災は1976年の

中国唐山地震で，24万人以上の死者を出し，２番目の1920

年の海原地震の20万人の死者という震災も，やはり中国

であった。

地震分布図から世界のプレート境界の位置がわかる。

それらの境界は，現地の調査でも，他の地球科学的な情

報からも確認される。境界は場所によって，相対運動が

大きくないと不明瞭になっており，そのような部分のプ

レート境界の線の引き方には，引く人の知識の偏りが現

れることになる。

世界の活火山の分布からも地球内部の活動の様子を見

ることができる。潜り込んだプレートの運動でできる火

山のことや，ホットスポットと呼ばれるマントルの深部

から出てくるマグマが作る火山のことは前章で述べた。

プレートとプレートの離れて行く境界では，大洋の海

底に中央海嶺ができていて，マントルからの物質が新し

い海底を生産し，海洋底がそこから拡大している。海底

火山の活動が盛んである。アイスランドは大西洋中央海

嶺の大規模な火山活動でできた島で，そこではマントル

から次つぎと新しいマグマが出てきて，プレートが生ま

れている様子を陸で見ることができる。火山活動の恩恵

で，アイスランドには豊富な地熱と氷河からの大量の水

による発電で，豊富な電力がすべてまかなわれる国に

なっている。

Ⅳ．世界の巨大地震

理科年表から世界の M 8．8以上の地震を抽出すると次

のように11回ある。その中では，南アメリカに５回，北

アメリカからアリューシャンに３回，北西太平洋で２

回，インド洋に面して１回である。

1700年１月26日，M９，USA

1716年２月６日，M 8．8，Peru

1868年８月13日，M 8．8，Chile�Peru

1906年１月31日，M 8．8，Ecuador�Colombia

1952年11月４日，M 9．0，Russia�Kamchatka

1957年３月９日，M 9．1，USA�Aleutian Is.

1960年５月22日，M 9．5，Chile

1964年３月27日，M 9．2，US�Alaska

2004年12月26日，M 9．0，Indonesia�Sumatra

2010年２月27日，M 8．8，Chile

2011年３月11日，M 9．0，日本，東北日本太平洋沖地震

19世紀以前のことはあまりよくわからないが，それで

も1700年の巨大地震のことはよくわかってきた。アメリ

カ合衆国の北西部の太平洋岸の沖に，カスケーディア沈

み込み帯がある。ここでは，海岸が沈降して津波が押し

寄せた証拠の地層が見つかっている。その巨大地震によ

る津波が日本まで到達して日本の歴史資料に記録されて

いた。その分析から，1700年１月26日21時ごろ（現在の

現地時刻）に発生したという結論が得られている。100

km にわたって震源断層面のすべり破壊，平均14 m の

すべり量で，M 9．0あったと推定されている。

シアトルとカナダのバンクーバーを結ぶ沿岸では，地

層のボーリング調査によって津波堆積物を含む砂層が確

認された。それから平均して500年に１度の割合で，大

津波が起こっていることがわかった。これから起こる巨

大地震の候補の一つが，このカスケーディアの地域に起

こるであろうと考えられている。

地震計による観測が行われるようになって最大の地震

は，1960年のチリ地震で，M 9．5であった。この地震に

よる津波で，チリの海岸で1，000名以上の死者があり，15

時間後にハワイで死者60名，地震から約23時間後には日

本の太平洋岸に津波が到達し，死者および行方不明者142

名という被害を出した。女川駅には，そのときの水位を

示す青い線が駅のプラットホームからの階段にあった

が，今回の巨大地震でその駅も基礎を残すだけとなった。

産業技術総合研究所では，2005年にチリ中南部沿岸の

湿地でトレンチ調査を行い，過去約2000年間の堆積物か

ら，チリ沖の巨大地震がほぼ300年間隔で起こったとい

う証拠を見つけた。

ハワイ諸島には，環太平洋の各地の地震による津波が

来襲してたびたび被害が出た。アメリカ合衆国は1949年

に地震警戒センターをハワイに設置した。その名称を，

Pacific Tsunami Warning Center として，Tsunami と

いう言葉が英語になり，やがて学術用語として国際化した。

2004年12月26日，インドネシアの現地時刻７時58分50

秒，スマトラ島北西沖160 km から震源断層面の破壊が

北方へ走り，M 9．3の巨大地震が発生した。スマトラ島

北部では最大34 m の津波高が観測された。

（2011年８月15日 記）

著 者 紹 介

尾池和夫（おいけ・かずお）

本誌，53〔１０〕，p．13（2011）参照．

第 4図 ヘルシンキの空港から見た地平線
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Ⅰ．はじめに

本稿においては，福島第一原発・第二原発事故に対応

するため設置された原子力損害賠償紛争審査会における

指針策定の作業につき，解説を加えるものである。そこ

で，まず，今回の指針策定の根拠法である「原子力損害

の賠償に関する法律」（昭和36年法147号。以下，「原賠法」

という）の概要を紹介する。その上で，本年４月の設置

からの指針策定作業と指針の内容とについて，紹介を行

う。もっとも，これまで公表された指針は，福島第一原

発事故が収束してない中で策定された暫定的なものであ

り，今後の事故の収束の方向性によっては，新たな指針

が策定される可能性があるものであることを，あらかじ

めお断りしておく。

Ⅱ．原子力損害賠償制度の概要

1．原賠法の制定とその概要
原賠法は，「原子力損害賠償補償契約に関する法律」（昭

和36年法第148号。以下，「原賠補償契約法」という）とと

もに，昭和36（1961）年に制定された。最初の商業用発電

所である日本原子力発電㈱東海発電所が着工したのは，

昭和34（1959）年のことであり，原賠法の基本的なスキー

ムに関する原子力委員会原子力災害補償専門部会の答申

が公表されたのも昭和34年のことである。

当時の文献を一読すれば，原子力施設の運転に内在す

るリスクの大きさを十分に立法関係者は理解していたこ

とがわかる１，２）。そして，当時は，わが国において，商業

用原子力発電が現実のものとして視野に入ってきた時期

であり，その中で，事故の際の原子力事業者の責任のあ

り方，損害への対処について明確にしておくことが不可

欠であるとの見地から，原賠法が制定された。

このような原賠法の特色は，以下の諸点にある。

第１は，事業者の無過失責任である。民法709条に代

表されるように，わが国の不法行為法は過失責任主義を

採用した。これに対し，原賠法は，「危険性を内在する

施設を操業，運転し，事業を展開する者は，その危険性

に基づく利益を享受する反面，危険性・リスクが顕在化

したことよって生じた損害については，加重された責任

としての無過失責任を負うべきである」とする危険責任

の法理を採用した（後の立法例として，大気汚染防止法

（昭和43年法第97号）25条，水質汚濁防止法（昭和45年法

第138号）19条等がある）。

ちなみに，わが国において，無過失責任規定が設けら

れたのは，昭和14（1939）年の旧鉱業法の改正が始めての

ことであったが，その後，立法例はしばらく途絶え３），

原賠法の規定（３条１項）は，実質的に鉱業法に続くもの

であった４）。ただし，不法行為法の立法管轄権が州にあ

るために連邦法に明文化できなかった米国を除き，英

国，西ドイツ等の立法は，原子力事業のリスクの大きさ

に鑑み，無過失責任主義を採用していたから，国際的に

は特異なものではなかった５）。

もっとも，原賠法は，あらゆる場合に原子力事業者が

無過失で賠償責任をもつ，とは規定していない。今回の

事故においても，議論となったように，原賠法は，「損

害が異常に巨大な天災地変又は社会的動乱によって生じ

たものであるとき」には原子力事業者の責任を免除して

いる（原賠法３条１項但書）。

原賠法の第２の特色は，原子力損害の発生に備えて，

損害賠償が確実に行われることを保障する手段＝「損害

賠償措置」の仕組みを設けていることである。すなわち，

原賠法によれば，原子力事業者は，原子力損害を賠償す

On the Committee for Disputes Solution on the Atomic

Damages in Japan―The Legal Scheme and the Guideline−

making about the Damages from the Accident of

Fukushima１．Atomic Power Staitons : Shigeru Takahashi.
（2011年 ８月１日 受理）

福島原発事故は，農林水産業等に多大な被害を与え，避難等に伴う損害を周辺住民に与えた。

この事態に対し，原子力損害賠償紛争審査会が設置され，８月５日に，東京電力が被害者に賠

償金を払う際の基準となる包括的な指針を策定した。本稿は，原子力損害賠償の特有の仕組み

を解説し，指針の内容を概説する。ただし，重要なことは，一企業に負担できない賠償金支払

いのスキームを確立し，被害の拡大防止・復興に向け，国が迅速に施策を実施することである。

解説

原子力損害賠償紛争審査会について
中間指針策定の作業と今後の課題

一橋大学 高橋 滋

742 解 説（高 橋）
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るための措置＝損害賠償措置を講じていなければ，原子

炉の運転等をしてはならない（６条）。原賠法の求める損

害賠償措置の内容は，①一工場若しくは一事業所当たり

1，200億円（当初は，50億円）を対象とする原子力損害賠

償責任保険契約（保険会社を相手とする契約），及び原子

力損害賠償補償契約（政府を相手とする契約）を原子力事

業者が締結するか，②同額を供託するかのいずれかであ

る。

ただし，原子力事業者の経営的観点からは，①を選択

することが合理的であろう。そこで，わが国においては，

まず，原子力事業者と保険会社との間の責任保険契約を

引き受けるため，昭和35（1960）年に，民間保険会社の共

同によって日本原子力保険プールが設立された。

もっとも，民間の保険契約の性質上，①地震，津波等

の天災に起因する損害は填補の対象とならず，②正常運

転により発生する損害も除外される。さらに，③事故後

10年間に発生する損害に対象が限定され，それを超えて

不法行為法の除斥期間である事故後20年にいたるまでの

損害は対象とならない。このように，民間保険の填補の

範囲が限定されている点に鑑み，原賠法は，責任保険契

約その他の措置によっては填補されない損害の支払いに

より原子力事業者に生ずる損失を政府が填補することを

約し，原子力事業者が所定の補償料を納付することを内

容とする，原子力損害賠償補償契約を，原子力事業者が

政府と締結することを求めた。

ちなみに，この原子力損害賠償補償契約の仕組みにつ

いての詳細は，原賠法と同時に成立した「原賠補償契約

法」（前出）に規律されている。

このように，原賠法は，無過失責任に基づく損害の賠

償を確実なものとするための措置をとることを原子力事

業者に求めているが，その措置によってカバーされる範

囲を超えて損害が拡大した場合についても，事業者の責

任は免除されないとの立場をとっている（無限責任主

義）。この点が，原賠法の第３の特色であり，かつ，国

際的に見た場合にわが国に独自のものである。

すなわち，他の国では，国家補償の額を含めて責任を

制限し，あるいはわが国にいう損害賠償措置の範囲を事

業者の責任範囲とし，それを超える損害については国が

補償することを明示するのが通例であった６）。

これに対し，わが国の原賠法は，原子力事業者に無限

責任を負わせながらも，まず，損害賠償措置の範囲，さ

らには，原子力事業者の責任財産を超える損害が発生し

た場合について，原子力事業者に対して「原子力事業者

が損害を賠償するために必要な援助を行う」ものとし（原

賠法16条），また，巨大な天災地変又は社会的動乱によっ

て原子力損害が発生したため原子力事業者が免責される

場合（前記の原賠法３条１項但書のケース）について，「被

害者の救助及び被害の拡大の防止のため必要な措置を講

ずるようにする」（原賠法17条）と規定するにとどまる。

ちなみに，原賠法の制定時には，同法の基本的枠組み

のあり方について調査・審議するため，原子力委員会（当

時）に原子力災害補償専門部会が設置されたが，その答

申においては，無限責任主義を採用するに際しても，被

害者との関係においては国が補償を行い，原子力事業者

と国の関係においては，賠償の範囲・事故の性格等に応

じて国の求償権を規定する，との構想が提案されてい

た。

そこで，原賠法が，原子力事業者の責任を限定せず，

原子力事業者の支払能力を超えた損害が発生した場合に

ついて，国が必要な援助を行うとするにとどめた点は，

立法当時，多くの関係者から疑問が寄せられた７）。

原賠法の第４の特色は，責任集中原則である。原賠法

は，原子力事業者以外の者は，損害賠償の責任を負わな

いとしている（原賠法４条１項）。この原則が採用された

背景には，①賠償責任を負う者を原子力事業者に限定す

ることで，被害者が賠償を求める際の便宜を図る狙いが

あったと同時に，②賠償責任保険を填補する原子力保険

者への配慮もあった，と説明されている８）。

最後に，原賠法は，以上の特色をもった仕組みを設け

た上で，原子力損害が現実に生じた際に生ずる紛争につ

いて，和解の仲介を行う組織として，原子力損害賠償紛

争審査会（以下，「紛争審査会」という）を設置した（18

条）。これが，本稿の対象の紛争審査会である。

2．原賠法の改正―JCO臨界事故等
原賠法は，現在まで数次の改正を受けている。ここで

は，現在の制度の骨格を理解する上で必要と思われる改

正についてのみ，触れることにしたい。

原賠法及び原賠補償契約法の中で，損害賠償補償契約

の締結及び国の援助に関する部分は，10年の時限的措置

であった。そこで，昭和46（1971）年（同年法第53号），昭

和54年（同年法第44号），平成元（1989）年（同年法第21

号），平成11（1999）年（同年法第37号）に，時限措置を延

長し，損害賠償措置額を60億円，100億円，300億円，600

億円に引き上げる等の措置が取られている。

原子力事故による損害賠償が法的に問題となった例と

しては，まず，昭和56（1981）年に敦賀原子力発電所で起

きた放射性物質漏出事故がある。もっとも，この事故に

ついては，風評被害の範囲をめぐって裁判となった事例９）

はあったものの，和解・調停によって解決がされ，原子

力損害賠償紛争審査会の設置にはいたらなかった。

これに対し，平成11（1999）年９月30日に起きた東海村

JCO 臨界事故は，従業員２名が死亡し，中性子線によ

る被ばくのおそれから周辺住民に避難・退避の要請が行

政によって行われる等，国際原子力事象評価尺度（INES）

でレベル４に位置づけられるものであった。

そのため，科学技術庁は，原賠法に基づく紛争審査会

（以下，福島原発事故に伴って設置された審査会と区別
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する場合には，「第一次審査会」という）を同年10月に設

置して紛争処理に当たらせた。それとともに，同審査会

が紛争を処理するに際しても，損害の認定と損害賠償に

ついての基本的な考え方が明らかにされている必要があ

るとして，「原子力損害調査研究会」（会長・下山俊次科

学技術庁参与）が設置され，同研究会は，平成12（2000）

年３月に，「㈱ジェー・シー・オー東海事業所核燃料加

工施設臨界事故に係る原子力損害調査研究報告書」を公

表している10）。この報告書は，検査費用，避難費用，財

物汚染，休業損害・営業損害，精神的損害等を含め，多

角的な議論を行ったものであり11），これらは，今回の指

針の策定活動の際にも参考とされている。

ちなみに，JCO 臨界事故は，原子力損害賠償の法制

度についても見直しがされる契機となった。同事故を踏

まえた改正は，時限措置の延長期限が到来した平成21

（2009）年に行われた（同年法第19号）。改正の内容は，①

時限措置をさらに10年延長すること，②賠償措置額を

1，200億円に引き上げるとともに，③紛争の自主的な解

決の促進のための賠償の参考となる指針を策定する事項

を新たに紛争審査会の責務としたこと（原賠法18条１

項・２項の改正），④補償契約に係る業務の一部を損害

保険会社に委託できる旨の規定を置いたことである（原

賠補償契約法１８条）等である12）。

このような改正がなされる中，不幸にして，東日本大

震災に連動して福島原発事故が生じ，JCO 事故の紛争

処理の集結後に設置が解かれていた紛争審査会が再設置

されることとなった（以下，第一次審査会と区別して用

いる場合には，「第二次審査会」という）。

Ⅲ．福島原発事故と審査会の活動

1．審査会の設置
平成23年３月11日の福島第一原発事故の発生とその後

の事故の拡大の結果，同日，原子力災害対策特別措置法

に基づき，内閣総理大臣が施設の半径３km 圏内からの

避難の指示を発出し，翌日には半径10 km 圏内，さらに

は半径20 km 圏内へと避難指示の対象が拡大された。さ

らに，３月15日には，半径20 km 以上30 km 圏内の住民

に対して屋内退避の指示が追加された。また，福島第二

原発についても，３月12日以降，10 km 圏内の地域に避

難指示が出された（この避難指示は，４月21日以降は半

径８km 圏内に対象は縮小されているものの，平成23

（2011）年７月末時点においては解除されていない）。

このように，事故の発生・拡大に伴い，施設周辺に居

住し生活する住民に，避難，避難生活に伴う出費，生産・

営業の中断や就労機会の喪失等の損害が発生し，かつ，

その額が巨大なものとなることは，事故の直後に誰の目

にも明らかとなった。かつ，十分な準備の余裕もなく避

難等を余儀なくされた住民，生産・営業の中断等に伴う

損害を受けた事業者等に対し，迅速に救済措置を実施す

ることは急務であった。

そこで，原賠法を所管する文部科学省は，事故発生後

の早い時点に紛争審査会を設置する方針を固め，４月15

日，第二次審査会の第１回会合が開催された。委員は，

第一次審査会の会長を務めた能見義久学習院大学教授

（会長），大塚直早稲田大学教授，鎌田薫早稲田大学総長，

野村豊弘学習大学教授等の民事法の専門家のほか，田中

俊一高度情報科学技術研究機構会長，草間朋子大分県立

看護科学大学長等の放射線医学等の専門家が加わり，行

政法の分野からは筆者が参加したa）。

2．紛争審査会の指針策定権限
上述のように，事故の直後から，放射線被ばくを回避

し，不測の事故の拡大に伴って被害が発生する事態を回

避する目的をもって，法令に基づく内閣総理大臣の避難

等の指示がされた。これにより，多くの住民が住み慣れ

た住居・職場を離れ，避難所等における不便な生活を強

いられる状態が生じた。これに加え，避難対象地域にお

ける生産活動，農業・食品加工業，運輸・観光業等，地

域の経済活動にも甚大な被害が発生した。

そこで，委員会は，平成21（2009）年の法改正により，

委員会の任務とされた指針策定の権限を行使し，多数の

被害者に対して東京電力からの賠償の支払いが，迅速，

かつ公平・適切に行われることを確保する作業を重点的

に進めることとなった。

すなわち，平成21年（2009）年改正後の，原賠法18条２

項２号は，「原子力損害の賠償に関する紛争について原

子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者

による自主的な解決に資する一般的な指針を定めるこ

と」を紛争審査会の任務として規定している。

もっとも，上記条項に基づき紛争審査会が策定する指

針は，行政法上は，紛争審査会が「原子力損害の賠償に

関する紛争について和解の仲介」（原賠法18条２項１号）

を行う際の内部基準である。また，当事者の交渉におい

て，事案に応じた柔軟な解説がされることも予定されて

いる。したがって，指針には法的な拘束力が与えられて

おらず13），民事法上も，損害賠償請求権の存否及びその

範囲に関する裁判所の判断を直接拘束するものではな

い。

しかしながら，原賠法は，仲介の基準を示すことによっ

て，今回の事故のように，民事の不法行為では例を見な

いほどに多数の当事者にわたる多様な損害が，迅速かつ

適切な形で解決されることを期待している。加えて，原

子力損害に関連する多分野の専門家によって構成された

合議体である紛争審査会が必要な調査権限を行使した結

果として指針を策定するのであるから，それは，民事裁

判においてもある程度の意味をもつものとなる。すなわ

a）他の委員は，中島肇桐蔭横浜大学教授，山下俊一長崎大学
教授，米倉義晴放射線医学総合研究所理事長である（当初）
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ち，賠償されるべき範囲にあるものとしてある損害が指

針において認定されるならば，紛争が裁判に持ち込まれ

た際にも，当該損害が賠償の範囲になるとの被害者側（原

告）の主張・立証の負担は大幅な軽減されることにつな

がろう（通常の不法行為訴訟では，原則，被害者側に不

法行為要件該当性に関する主張・立証責任がある）。

他方，紛争審査会の指針は，その性格上，個別の事案

の特殊性までは視野においていないのであるから，指針

に盛り込まれなかった類型の損害であっても，被害者側

が損害賠償請求訴訟を裁判所に提起することは妨げられ

ない。その場合，裁判所は，当該損害が賠償の対象とな

るか否かを，通常の不法行為訴訟のルールに従って，個々

に判断することになる。

3．第一次指針から中間指針まで
このような性格をもつ紛争審査会の指針であるが，指

針の策定・公表は数次にわたることとなった。すなわ

ち，事故が発生してから期間が経過したにもかかわら

ず，収束のめどは立たないため，避難生活を余儀なくさ

れ，営業・生活の基盤を破壊された住民の被害に鑑みる

ならば，明確に損害に該当すると判断される類型のもの

は，可及的速やかに指針に盛り込み，迅速な支払いを東

京電力に促すことが求められたb）。

そこで，紛争審査会は，設置されてから約半月後の４

月28日には，①「政府による避難等の指示に係る損害」，

②「政府による航行危険区域設定に係る損害」，③「政府

等による出荷制限指示等に係る損害」の３類型につい

て，賠償の基本的なルールを示す第一次指針を策定し公

表した。

まず，①については，４月28日までに，原子力災害対

策特別措置法に基づいて，「避難区域」についての指示の

ほか，「屋内待避区域」c），「計画的避難区域」d），「緊急時

避難準備区域」e）の指定が出されていた。これらの区域に

ついては，その区域指定の趣旨に従って，避難等の行動

が住民に求められることから，�検査（人）の費用，�避

難費用，�生命・身体等の損害（受傷，健康状態の悪化，

悪化を防ぐための追加的支出等），�精神的損害，�営

業損害，�就労不能に伴う損害，�検査（物）の費用，�

財物価値の喪失又は減少等が，救済されるべき損害とし

て認定された。

また，②は，海上保安庁により福島第一原子力発電所

を中心とする半径30 km に設定された円内海域であり，

漁業者の被害のほか，内航海運業者・旅客船事業者が迂

回して航行したことによる被害，事業者の経営悪化に伴

う就労不能による損害等が認定された。

さらに，福島第一原子力発電所で周辺に放射性物質が

広く拡散したことから，農産物の被害が発生し，これを

どの範囲まで救済すべきかが重要な検討課題となった。

特に，消費者心理に伴う買控え等，「風評被害」に関する

救済のあり方も議論となったが，この点は議論を先送り

し，第一次指針の段階においては，「政府等による出荷

制限指示等に係る損害」について，当面，迅速に救済が

図られるべき損害として認定がされた。

このように，第一次指針においては，確実に損害と認

定できるものについて，迅速な賠償がされることを確保

する見地から，類型化がされた。そのため，精神的損害

についての具体的な賠償のあり方，農産物を中心とした

風評被害に対する賠償のあり方については，以降の指針

策定作業の課題とされた。

そこで，紛争審査委員会は，第一次指針策定から１月

後の５月31日に第二次指針を公表した。第二次指針にお

いては，第一次指針の策定時に議論が集中した，精神的

損害についての具体的な賠償のあり方，農産物を中心と

した風評被害の賠償のあり方が取り上げられた。

まず，農産物を中心とした風評被害の賠償について

は，「消費者又は取引先が，商品又はサービスについて，

本件事故による放射性廃棄物による汚染の危険性を懸念

し，敬遠したくなる心理が，平均的・一般的な人を基準

として合理性を有していると認められる場合」には，本

件事故と相当因果関係がある損害として賠償の対象とな

ることf）が確認された。その上で，具体的基準として，

農林水産物，畜産物，水産物のそれぞれについて，政府

の出荷制限指示等が出されたことがある区域（県又は市

町村単位）において算出された産物については，買控え

等を懸念して出荷，作付け等を断念したことによる被害

を含めて，賠償の対象となるとの基準が示された（葉物

野菜について県単位で出荷制限措置がとられた場合に

は，当該県全体で算出された農産物の被害が賠償の対象

となる）。農林水産産物の場合，消費者が摂取に伴う内

部被ばくをおそれることはやむを得ないこと，かつ，日

常生活に不可欠なものであって震災による消費マインド

の影響等を受けにくいものであるから，その売上減は，

b）東京電力も避難住民に対し仮払いを実施したが，指針とは
異なる基準が用いられた。もっとも，指針策定後は，該当
損害の一部仮払いの性格を有することになる。

c）ちなみに，屋内待避区域については，３月25日，枝野官房
長官により，住民の生活維持困難を理由として自主待避の
促進等が公表され，また，４月22日の計画的避難区域，
緊急時避難準備区域の指定がされたことにより，同区域の
指定は解除された。

d）計画的避難区域とは，福島第一原発発電所から半径20 km
以遠の周辺地域のうち，事故発生から１年の間に積算線量
が20ミリシーベルトに達するおそれがある区域であり，１
か月を目途に計画的に避難すべきものとされた。

e）緊急時避難準備区域とは，福島第一原子力発電所の半径20
km 以上30 km 圏内の計画的避難区域に該当しない区域の
うち，常時，緊急時に屋内待避や避難が可能なよう，準備
をすることが求められる区域であって，当該区域には子供，
妊婦等が立ち入らないことが求められる。

f）この判断は，敦賀原発廃液漏出事故をめぐる名古屋高裁金
沢支部平成元年５月17日判決判時1322号99頁の判示等を参
考として，紛争審査会が具体化した基準である。

745原子力損害賠償紛争審査会について

日本原子力学会誌, Vol. 53, No. 11（2011） （ 19 ）



合理的な消費者の行動の結果と判定できること，が重視

された結果である。

また，避難生活を余儀なくされたことに伴う精神的な

損害については，救済の対象とし，評価困難な雑多の不

利益と合算する形で，一律の基準をもって措置すべきで

あるとの方向で，議論は集約された。ただし，額までは

合意にいたらなかったものの，１）避難所・体育館等，２）

アパート，借家等，３）ホテル・旅館等との間では，生

活の不便さに差があり，さらに，屋内退避に伴う生活上

の制約は避難生活のそれとは区別されるべきである，と

の議論の方向性が示された。

もっとも，この点については，避難者への迅速な救済

を重視して，この問題に関し特に策定された第二次指針

追補（６月20日公表）において，一定の修正がされた。す

なわち，１）食料品の支給の可能性を踏まえるならば，

避難所・体育館等が格段に生活上の不便があるとは認定

できないこと，２）精神的苦痛について金額で差をつけ

ることは適当ではない，との意見があったこと等を踏ま

え，避難所については，一定の額の上乗せは行うものの，

避難に伴う慰謝料について，基本的に定額を支払う，と

の方針に変更された。具体的には，事故発生時から６か

月については，避難性格を余儀なくされている方には，

一人10万円（避難所のみ12万円），その後の６か月につい

ては，同様に５万円を払うものとされた（警戒区域等の

解除があった場合には見直しがされる）g）。さらに，「そ

の後の支払いの在り方については，事故の収束状況等諸

般の事情を踏まえ，改めて算定方法を検討する」との方

針が示されている。

なお，第二次指針においては，そのほかにも，警戒区

域に立入りが認められるようになったことから生ずる一

時立入りの費用，屋内退避措置の解除に伴う帰宅の費用

等について，新たな損害類型として認定している。

4．中間指針の策定・公表
ちなみに，紛争審査会の発足の当初から，政府指示等

に伴う避難の状況は別として，農林水産業の売れ行き減

少等の被害，観光業・輸出産業等の被害，営業損害等の

詳細については実情が不明なことも多く，これらの損害

に関する指針の策定に際しては，実情の把握が不十分で

きあることが意識されていた。そこで，第二次指針の策

定に先立って，５月16日の第４回委員会以降，各分野の

被害等の実態調査に携わる専門委員が多数任免され，そ

の最終的な調査結果は，７月14日の第10回紛争審査会に

提出された。

これらの成果を踏まえ，紛争審査会は，第二次指針追

補の公表後から，東京電力から被害者に対して当面支払

われる損害賠償金についての全体的な指針の策定に向け

ての作業に着手した。もっとも，この間，１）茶葉から

有意な放射性セシウムの量が発見され，６月初旬から茶

の出荷制限が広い範囲でなされる，２）新たに「特定避難

勧奨地点」h）に関する指示が出される（６月16日），牛肉

の放射性セシウム汚染の問題が生ずる（７月以降）等，賠

償対象となる損害の認定上，検討を必要とする事態が

次々と生じ，中間指針においては，新たな類型の損害が

認定されることとなった。

そして，最後に問題となったのは，特定された販売先

が被害にあった結果として営業損害が発生した等の「間

接損害」への賠償のあり方のほか，１）外国政府等による

食料品の輸入拒否，２）外国人観光客の減少等，３）地方

公共団体の被害等であった。最終的には，まず，１）に

ついては，外国輸出の特性に鑑み，既に輸出先に輸出さ

れ，生産・製造されていたものが拒否された場合に，廃

棄・転売等に関する費用を賠償することとされた。ま

た，２）は，５月末までの一定率以上の解約について損

害として認める，３）は，財産的な損害，民間と同様の

事業を展開しているものについて損害が生じた場合は損

害を認めるものの，税収の見込み減少等，公権力の行使

として特有な収入については，特段の事情がない限り，

損害と認めない，という方向で合意がされた。その結果，

中間指針は，８月５日の第13回紛争審査会で確定・公表

されている（なお，政府等の指示に基づかずに自主的に

避難した住民についての賠償のあり方については，議論

が整理され次第，指針に追加し公表されることとなって

いる）。

Ⅳ．おわりに

1．天災・津波条項の不適用
既に見たように，原賠法３条１項但書は，天災があっ

た場合については，原子力事業者の責任を免責する。

東京電力はこの条項の適用については見解を保留して

いるようであるが，審査会に対し，東京電力は少なくと

も正式には免責の主張を行わなかった。また，上記条項

の解釈としても，国会審議においては，「人類の予想し

ていないような大きなもの」「超不可抗力」に類する事態

が想定されていた14）ため，今回のような事態は該当しな

い，というのが委員の共通の認識であった。

かつ，これは私見であるが，869年の貞観地震につい

g）避難所の方への損害賠償は，１）負傷はないが，行動の制約
を含め，生活上の不便を受けていること，２）地域共同体を
含め生活基盤が崩壊し，自宅から離れた生活を強いられ，
かつ，いつ帰宅できるかできない状況におかれている点に
鑑み，自動車損害賠償責任保険の慰謝料（月額12万6000円）
を参考にして決定された。屋内退避の慰謝料は一人５万円
とされているが，これは，制限があっても，自宅に居住し
一定の行動の自由もあったからである。

h）特定避難勧奨地点とは，計画的避難区域及び警戒区域以外
の場所であって，事故発生から１年間の積算線量が20ミリ
シーベルトを超えると推定される空間線量率が続いている
ことから，住居単位で，住民に注意喚起，自主避難の支援・
促進を行うこととした区域である。
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ての知見が文献のみならず，各種の地質データに基づい

て収集され，それが約1000年周期と認識されていたこと

からすれば，今回の地震が，「人類の予想していない」「超

不可抗力に類する」ものではないことは，自明であろう。

立法当時，免責の基準を示した「関東大震災の３倍程度

を超えるもの」という閣僚等の国会発言も引用される15）

が，それは，その後の地震のメカニズムの解明，耐震技

術の発展からは今回には妥当しない。

2．今後の課題
既に述べたように，暫定的なものであるが，福島第一

原発・福島第二原発の事故に起因する損害について，類

型化が可能なものについては，指針の性格上可能な限り

幅広く盛り込んだ中間指針が策定された。

そこで，今後は，損害賠償者である東京電力が指針に

従って賠償を進めることになるが，当然のことではある

が，指針は抽象的なものであり，その適用をめぐって多

数の紛争が生ずることが予想される。

そこで，７月22日，「原子力損害賠償紛争審査会の組

織等に関する政令」（昭和54年令281号）が改正され，紛争

の和解の仲介の手続に参与する「特別委員」が置かれるこ

ととなった（同令４条１号）。今後は，委員・特別委員に

よる紛争の仲介が始まることになろう。

ただし，紛争審査会が認定した損害は広く，その額は

巨大である。それは，日本を代表するものの，民間企業

である東京電力の資力を超える。その意味において，立

法時に批判のあった「（政府が）原子力事業者が損害を賠

償するために必要な援助を行う」（原賠法16条）としたこ

との内実が，今，問われている。

この点，７月28日，政府提出の「原子力損害賠償支援

機構法」が修正・可決され，参議院の議員立法である「平

成23年原子力事故による被害に係る緊急措置に関する法

律」（原発損害仮払い法）が成立した。これまで，支払い

のスキームが不確定のため，東京電力の支払いが遅れた

との批判があったが，これで，賠償金の支払いが迅速に

行われる基盤が確保されたことになる。

ただ，最終的な財源負担のあり方は不明であるし，一

部の論者は，「東京電力が第一義的な責任を負う」との建

前の下で，損害拡大の的確な防止，積極的な救済策の実

施が遅れた，と批判している16）。この批判が正鵠を射た

ものであるかについて後世の評価に委ねざるを得ない

が，今後，一民間企業に任せることなく，積極的な被害

者救済，地域の迅速な復興に政府が努力されることを切

に願うものである。
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はじめに

今回，福島第一原子力発電所の大事故発生で甚大な被

害がもたらされ，今なお事故の処理作業は収束していな

い。旧ソ連チェルノブイリ事故とは事故要因，影響が違

うとの声もあるが，住宅地，農地，牧場などを追われ避

難を余儀なくされた方々が多数おられ，また遠く離れた

地域でも農作物，畜産物等に被害が生じており，原子力

関係者の一人として衷心より反省している。未曾有の大

事故に至った直接的経緯，その理由，さらにその根本原

因などは，今後の畑村委員会の検証に委ねられている

が，津波に対する対策が不十分であったことは明白であ

り，「残余のリスク」を含めシビアアクシデント（SA）対

策の整備に係わってきた立場から教訓を探る意味で稿を

起こす。

Ⅰ．SA対策整備までの経緯

世界各国は TMI�２事故（1979年３月）やチェルノブイ

ル事故（1986年４月）などの教訓を踏まえて，原子炉施設

の支配的なリスク要因である炉心が重大な損傷に至る事

故（シビアアクシデント：SA）への対策を実施し，その

発生防止と影響緩和により，リスクの抑制を検討してき

た。

� 原子力安全委員会は，TMI�２事故の原因を調査

検討し，①運転員の教育・訓練の強化，②事故時手

順の見直し，③発電所緊急時対策所の設置，④計測

機器の充実・強化などの教訓（52項目）を抽出し，我

が国の原子力安全確保対策に反映させた。

� 国境を越えて放射能の影響を及ぼしたチェルノブ

イル事故は，正のボイド反応度係数やポジティブス

クラム効果といった RBMK 型原子炉の設計上の欠

陥，規則違反や運転計画からの逸脱などによるもの

であり，設備面で西欧型軽水炉に直ちに反映すべき

教訓はないと判断されたが，安全文化という言葉が

新たに生まれ，正しい操作の励行だけでなく，安全

を優先する組織やプラント管理のあり方などの重要

性が国際的に強調された。

� 原子力安全委員会は，SA への拡大防止対策およ

び SA に至った場合の影響緩和対策が原子炉施設の

安全性の一層の向上を図る上で重要であるとの認識

にたち，共通問題懇談会を設置して，我が国が採る

べき SA 対策，SA 研究，確率論的安全評価（PSA）

実施などについて検討した。共通問題懇談会報告書

は，「設計基準事象に対応した安全確保活動を通じ

て原子炉施設の安全は十分確保され，原子炉施設に

よる周辺公衆に対する放射線被ばくのリスクは十分

低くなっているとした上で，万一，原子炉施設に SA

に至るおそれのある事象，あるいは SA が発生した

場合でも，PSA に基づいて摘出された適切な SA

対策（アクシデントマネジメント：AM）が行われる

ものとすれば，SA に至る可能性はさらに減少し，

あるいは SA による公衆への影響を緩和できるた

め，リスクは一層小さいものとなる」としている１）。

� この報告書を受けて，1992年５月に原子力安全委

員会は，以下の趣旨の決定文を発出した２）。

１）原子炉設置者は，原子炉施設の安全性の一層の

向上を図るため，効果的な AM を自主的に整備

し，万一の場合にこれを的確に実施できるように

すること。

The Circumstances of Severe Accident Measure Imple-

mentation and“the Residual Risk”: Mitsumasa HIRANO.
（2011年 ８月２２日 受理）

福島第一原子力発電所の大事故に至った直接的経緯，原因，さらにその根本原因などは，今

後の畑村委員会の検証に委ねられているが，津波に対する対策が不十分であったことは明白で

ある。今回の未曾有の大事故を踏まえ，安全設計指針等の改訂やシビアアクシデント（SA）対

策の規制要件化が検討されているが，今まで行政指導により民間自主保安として実施されてき

た SA 対策の経緯，変遷を，SA 対策の拡大，充実を目的とした耐震設計審査指針の「残余のリ

スク」の導入を含めて振り返り，そこから教訓を学び取り，今後の原子力施設の安全性向上の

一助としたい。

解説

シビアアクシデント対策整備の経緯と
「残余のリスク」

東京都市大学 平野 光將
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２）行政庁は，AM の促進，整備等に関する行政庁

の役割を明確にするとともに，その具体的な検討

を継続して進めること。

３）当面の処置として，行政庁から以下の報告を受

け検討する。

①新設原子炉施設については，当該原子炉施設の

燃料装荷前までに整備する AM の実施方針（設

備上の具体策，手順書の整備，要員の教育訓練等）

②運転中または建設中の原子炉施設の今後の AM

の実施方針

③上記①および②で実施する PSA

４）関係機関および原子炉設置者は SA に関する研

究を継続することが必要。当委員会は，これらの

成果の把握に努め所要の検討を行う。

� 原子力安全委員会の決定を受けて，通商産業省は

以下のように，電気事業者に SA 対策を要請（1992

年７月）するとともに，SA 対策検討会を設置して

専門家の意見を聴きつつ事業者の AM の妥当性を

評価することとした３）。

１）PSA の実施とこれに基づく AM の整備

①レベル１PSA およびレベル２PSA を実施し，各

原子力発電所の特性の把握と AM 候補の検討を

1993年度末までに行う。また，格納容器ベンティ

ングシステム，水素制御対策等の格納容器対策，

運転手順書の整備，運転員の訓練等を含め，AM

の技術的要件を検討する。

②検討結果を踏まえ，計画的かつ速やかに必要な

AM を整備する。

③定期安全レビュー（PSR）等において，上記 AM

について定期的に評価する。

２）その他

①電気事業者は，代表的な原子力発電所を対象に１

年以内に停止時 PSA（レベル１PSA）を実施し，

その結果を踏まえ，適切に対応する。

②電気事業者は，引き続き PSA 手法の精度を高め

かつ，その範囲を拡大する研究を行うとともに，

機器故障率等のデータベースを整備する。

自主保安であることから，国が電気事業者と調整し

た重要なポイントを幾つか述べる。

a）個別プラントに求めたレベル１PSA およびレベ

ル２PSA とは，内的事象の出力運転時のレベル

１PSA およびレベル1.5 PSA（格納容器破損まで）

であることが合意されているが，これは当時の我

が国における PSA 技術の整備状況も踏まえたも

のである。

b）当初は格納容器ベンティングシステム，水素制

御対策等の格納容器対策は，PSA の結果にかか

わらず設置を要請する案であったが，PSA によ

る有効性評価により決定することとなった。

c）停止時 PSA も代表炉について実施し，必要なら

適切に対応することを求め，さらに我が国の地震

リスクが無視できないのとの認識に立ち，その範

囲を拡大する研究という表現で，地震等外的事象

PSA の研究・開発を求めた。

なお，上記�の１）③は事業者に求めたもので

あるが，国もフォローすることになる。（Ⅲ章 PSR

参照）

� その後の経緯

電気事業者は，1994年３月に，PSA の結果とそれ

から摘出された AM の候補を通商産業省に報告し

た。通商産業省および原子力安全委員会がその妥当性

を確認し，これ以後，電気事業者はおおむね2000年を

目途に既設炉の AM 整備に着手した。

電気事業者は，2002年５月にすべての既設炉に対す

る AM 整備が終了したことを報告するとともに，2004

年３月までに個別プラント PSA に基づく AM 策の定

量的有効性評価の結果を提出した。原子力安全・保安

院（原子力安全基盤機構（JNES）が技術支援）および原

子力安全委員会は，AM 整備上の基本要件（2002年４

月）に基づきレビューし妥当とした。

Ⅱ．整備された SA対策

AM 策摘出の手順の例を第 1，2図に示す。

炉心損傷あるいは格納容器破損に至る事故シナリオを

同定し，その原因となる主要な安全機能喪失を代替する

設備および事故対応手順を整備しており，当時多くの国

が実施していた SA 対策と比較しても，最も系統的な手

順といえる。

ここでは AM 策の具体的内容には言及しないが，第

２図から見るように，内的事象を起因とする全交流電源

喪失を対象に整備された AM 策は隣接原子炉からの融

通，非常用ディ－ゼル発電機の故障機器復旧であり，１F

で大きな議論となっている代替注水や格納容器ベントに

よる徐熱が十分に実施できなかったことは，経緯からは

納得できる。ただし，もともと AM は電気事業者の技

術的知見に依拠する「知識ベース」の処置であり，状況に

応じてその知見を駆使して臨機にかつ柔軟に行われるこ

とが望まれるものであるので，前述のその範囲を拡大す

る研究とともに対応が望まれるところであった。

新設炉における AM の整備と国によるその妥当性の

レビューはその後も継続しており，最近では，2010年に

島根３号のレビューが実施された。それらの新設炉にお

ける SA 対策は，基本的には1994年に提案されたものと

同一であり，PSA で使用している機器故障率が原子力

学会標準で整備された国内データに基づいていることを

除いては，上記�の４）や�の２）で述べられた本来の主

旨にあった SA 研究の最新知見の反映や検討範囲の拡大

はなされていない。
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Ⅲ．定期安全レビュー（PSR）

SA 対策の要請とほぼ同時期の通商産業省の要請４）に

より，事業者の品質保証活動として，約10年間隔で最新

の技術的知見に基づき，既設原子力発電所の安全性等を

①運転経験の包括的な評価，②最新の技術的知見の反映

状況の把握および必要な対策の立案，③PSA の実施と

SA 対策の有効性把握および必要な対策の立案の観点か

ら，総合的に評価する PSR が開始された。

その結果は行政庁が PSR 検討会を設置して専門家の

意見を聴きつつ評価することとなっており，上記③の一

部として SA 対策整備状況の評価も行っていた。実際，

この評価では，例えば，現地調査では SA 対策設備の状

態，運転員の教育訓練などの確認を行うことに加え，出

力時 PSA に基づき整備した SA 対策を考慮した停止時

PSA（2001年３月以降）を実施して待機除外設備構成管

理手順の改善，そのための設備の追加などが行われた。

さらに，次年度は火災 PSA と仮合意，そしてその次は

地震 PSA？との議論がなされ，前記のその範囲を拡大

する研究で表現した SA 対策の拡大，強化も少しずつで

はあるが進んでいた。

東電不適切記載事件（いわゆるシュラウド問題，2002

年８月）をきっかけに，実用炉規制が改訂（2003年10月）

され，PSR は保安規定の要求事項として法令上義務化

されたが，上記③（PSA 関連）は，法的要求事項とする

には十分な技術的知見が得られていないとして，従前通

り任意要求事項にとどめるとともに，行政庁の評価がな

くなった。そのため，SA 対策整備状況の定期的評価，

SA 対策の範囲の拡大の動きが実質的に停止した。

そこで，我が国の地震リスクに危惧をもつ専門家は，

耐震設計審査指針改定において「残余のリスク」の概念を

提案し，SA 対策の充実，拡大を目指すこととした。

Ⅳ．耐震設計指針改定の背景と経緯

旧耐震設計指針が策定された1981年以降，特に1995

年の兵庫県南部地震に関する調査研究の成果等を通じ

て，断層の活動様式，地震動特性，構造物の耐震性等に

関する貴重な知見が蓄積されていたが，一方，必ずしも

事前に震源が特定されていない大地震が発生し，幾つか

のサイトで旧耐震設計指針の想定を超す揺れを観測した

ことから，一般国民からは原子力発電所の耐震安全性に

ついて，より透明性の高い説明を求める声が高まってい

た。

原子力安全委員会に設置された耐震設計指針検討分科

会は，耐震安全性に関する国内外の動向を踏まえ，検討，

審議すべき事項を23に分類して，基本 WG（耐震安全性

確保の基本的考え方），施設 WG（施設設計の方法）およ

び地震・地震動 WG（基準地震動の評価法）を設置して，

それらの項目に関する最新知見を調査，整理した。各

WG からの報告を受け，改定耐震設計指針（新耐震指針）

は，５年数ヶ月の検討，審議を経て2004年９月19日に策

定された。

Ⅴ．新耐震指針の特徴と意義

旧指針と比較した新耐震指針の大きな特徴は，

第 2図 アクシデントマネジメント策の摘出

第 1図 BWR５プラントの PSA 結果例（内的事象，出力時）

750 解 説（平 野）

（ 24 ） 日本原子力学会誌, Vol. 53, No. 11（2011）



� 信頼性の高い地質・地盤調査を前提とし，基準地

震動 Ss の策定においては，その策定過程に伴う不

確かさを適切に考慮するとともに，超過確率を参照

すること

� Ss を超える地震動が生起する可能性は否定でき

ないとし，Ss を超える地震動による「残余のリスク」

を認識し，それを合理的に実行可能な限り小さくす

ること

を求めたことといえる。

�の基準地震動 Ss 策定において，旧指針には明示さ

れていない策定過程に伴う不確かさ（ばらつき）を適切に

考慮することに加え，超過確率を参照することを求めた

のは，「残余のリスク」の把握と低減に活用することを視

野に入れて，策定された Ss の応答スペクトルがどの程

度の超過確率に相当するかを把握することが望ましいと

の観点からである。

また，�の「残余のリスク」の導入は，旧指針上の定

義，表現はともかく，従来は限界地震に基づく基準地震

動 S２を超える地震動はないがごとく説明，運用されて

きたことを鑑みれば，SA 対策を求めた画期的な改訂と

いえる。

これは基本 WG の提起したリスク評価を取り入れた

改訂耐震指針の枠組みが，多くの議論を経てほぼ認めら

れたからであるが，以下にその考え方の概要を述べる。

1．地震を起因とする事象の特徴
一般に原子炉施設の安全性は深層防護の原則に基づく

確定論的な対策・評価によって達成されているが，地震

を起因とする事象は，以下のような要因から機器故障や

人的過誤等に起因する内的事象と異なる特徴を持つ。

� 地震・地震動は自然現象で人間が制御できないこと

� 兵庫県南部地震以降，著しい進歩を遂げた最新技

術でも地震・地震動の規模，頻度，特性を精度よく

（不確実さを小さく）推定することは難しいこと

� 大きな地震動に対し重要な系統・機器・構造物が

同時多発的に損傷し，多重防護が有効に機能しない

可能性があること

2．基本的枠組み
原子炉等規制法に「災害を防止し」とあり，これを実現

するために既に各種の指針があるが，耐震指針の位置付

けを第 3図に示す。

� 原子炉立地審査指針は，

A：原子炉は事故を起こさないように，設計，建設，

運転および保守が行い得ること。

B：敷地周辺の事象，原子炉の特性，安全防護施設等

を考慮し，技術的見地からみて，最悪の場合には起

るかもしれないと考えられる重大な事故（以下「重大

事故」という）の発生を仮定しても，周辺の公衆に放

射線障害を与えないこと。

C：さらに，重大事故を超えるような技術的見地から

は起るとは考えられない事故（以下「仮想事故」とい

う）（例えば，重大事故を想定する際には効果を期待

した安全防護施設のうちのいくつかが動作しないと

仮想し，それに相当する放射性物質の放散を仮想す

るもの）の発生を仮想しても，周辺の公衆に著しい

放射線災害を与えないこと。

として，対象施設に対して，発生可能性（確率）の異なる

３つの状態に対して，それぞれの状態がもたらす影響を

ある限度に限定することを求めている。

この B および C は，設計基準事象を超え SA を意識

した規定であることは共通認識である。

� これに対して，安全設計指針は，このうち A の

条件を担保するための安全設計を求めているが，指

針２の第１項の解説において，具体的な耐震安全性

確保については耐震設計指針に委ねている。すなわ

ち，耐震設計指針に上記 A に対する設計対応を求

めている。

� 一方，安全評価指針は，こうした設計（A）の妥当

性を評価するための設計基準事象の安全評価の方法

に加えて，B（重大事故）と C（仮想事故）に係る安全

評価の方法を示しているが，その想定は明らかに内

的事象に対するものであり，地震事象は想定されて

いない。

� したがって，耐震設計指針が妥当とする耐震安全

性は，上に述べた原子炉立地審査指針などの指針が

受け入れ可能としている「発生可能性（確率）と被害

の関係」と整合的であるべきであり，そのことがわ

かる規定がなされているのが適切である。

この基本的枠組みについては多くの議論があったが，

これが最終的には「残余のリスク」の導入となった。

3．新耐震指針の安全機能維持の考え方
新耐震指針は，�不確実さを考慮した基準地震動 Ss

を策定し，重要な系統・機器・構造物が安全機能を維持

するよう設計することで，原子炉等規制法にある災害を

起こさないことを求めている。また，その結果として，

�必要な対策を実施することを含め「残余のリスク」を小

さくすること求めている。「残余のリスク」は解説での規

第 3図 耐震設計指針の位置づけ
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定ではあるが，最高裁判例などでは安全確保に関しては

しばしば解説も本文と同様な拘束力があるとされる。

「残余のリスク」が小さいことを確実にするため，確率

論的耐震安全評価（地震 PSA）などにより「残余のリス

ク」を把握することが必要である。

Ⅵ．「残余のリスク」の取り扱い

1．「残余のリスク」の定義と要件
「残余のリスク」は，基準地震動 Ss を上回る地震動の

影響が施設に及ぶことにより，①施設の重大損傷事象が

発生すること，②大量の放射性物質が放散する事象が発

生すること，③それらの結果として周辺公衆に対して放

射線被ばくによる災害を及ぼすことであると定義され，

この「残余のリスク」の存在を十分認識しつつ，それを合

理的に実行可能な限り小さくするための努力が払われる

べきであるとしている。

2．「残余のリスク」の評価手法・判断指標
既に我が国の研究機関，規制支援機関および産業界で

開発，整備され，実機プラントの解析にも用いられてい

た PSA 手法が，第 4図に示すように，日本原子力学会

において実施基準としてまとめられている。特に地震

PSA 実施基準は分科会でもその概要が何度か説明され

ているが，我が国が地震国であることを踏まえて，

IAEA，NRC などからも世界でもっとも詳細な進んだ

方法と評価されている。

また，判断の目安としては，原子力安全委員会が策定

した安全目標（案）および性能目標（案）とすることが妥

当である。ただし，近年の一層の原発リスクの低減の意

識は世界的動向であり，性能目標の見直しは必要と考え

られる。

3．地震 PSAからの情報と「残余のリスク」低減
� 評価条件，評価モデル，使用データ，評価結果を

陽に明示するので透明性，説明性が高い。

� 耐震安全上重要な次のような情報が得られ活用で

きる。

・炉心損傷頻度（CDF）へ寄与する構造物・機器によ

る耐震重要度分類の適正化

・地震動下で複数の機器が同時に損傷する共通原因損

傷の把握

・CDF へ寄与するシステム，事故シーケンスの把握

によるシステム冗長性，多重防護の有効性の把握

・炉心損傷や格納容器損傷などのクリフエッジに至る

地震動の大きさの把握

・「残余のリスク」の安全目標�性能目標あるいは国際

標準との比較

すなわち，CDF に寄与の大きい構築物，機器および

システムに着目し，耐震安全性の一層の向上を図り「残

余のリスク」を低減のためのプラント改造，SA 対策を

行うことができる。例えば，構造強化の観点では，タン

クや配管のような静的機器の場合は支持構造物（基礎ア

ンカーボルトや配管サポート等）の強化，またポンプや

電気盤のような動的な機器の場合は制震，免震構造化に

よる応答の低減を行う。

Ⅶ．耐震バックチェック

� 原子力安全委員会（平成18年９月19日）は，原子力

施設の耐震安全性は，基本設計に加えて，詳細設計，

それらに基づく建設段階を通じて，さらに地震時に

おける適切な運転管理等が相まって確保されるとし

て，安全審査とは別に，「残余のリスク」を含む耐震

安全性に関する評価について，行政庁から報告を受

けるとの見解を示した。

� 原子力安全・保安院は，耐震バックチェックを事

業者へ指示（平成18年９月20日）した。

○第１段階（速やかに実施）

・不確実さを考慮した Ss の策定と建屋・機器の

安全性評価

・不確実さを考慮した設計津波の策定と建屋・機

器の安全性評価，斜面崩壊の評価等

○第２段階（準備の出来たところから）

・地震 PSA 等を用いた「残余のリスク」の定量的

評価

耐震バックチェックの第１段階の進捗状況を第 1表に

示す。

国からの要請に対し，電気事業者は当初３年を目処に

実施するとの意向であったが，2005年７月に発生した中

越沖地震により柏崎刈羽発電所建家で旧耐震指針の設計

応答の２倍を超える加速度応答が観測されたこと等か

ら，その原因分析から得られた新知見（地震動増幅や建

屋床柔性等）の各サイト，プラントへの水平展開等に時

間を要し大幅に遅れている。また，地震動に対する評価

が優先され，福島第一サイトでも地震動に関連して貞観

津波の議論などがなされたが，ほとんどの中間報告には第 4図 「残余のリスク」の評価手法・判断指標
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津波に関する評価は含まれていない。また，第２段階の

「残余のリスク」の評価に関する事業者の報告はなされて

いない。

その結果は予測し難いが，今回の福島第一発電所の深

刻な事態を省みるに，耐震バックチェックの遅れは大変

残念なことである。

おわりに

６月の日本国政府の報告書には，それまでに得られた

事故の教訓28項目が記載されている５）。直接的に SA 対

策に関する教訓は第１の教訓のグループ：シビアアクシ

デント防止策の強化（８項目）および第２の教訓のグルー

プ：シビアアクシデントへの対応策の強化（７項目）であ

るが，当然ほとんどが SA 関連であり，今後，我が国で

真摯に対応していかなければならない。

本稿では，事故の直接原因である，地震・津波対策と

事故対応の基本である安全文化について触れる。

○教訓 1：地震・津波への対策の強化

「地震は複数震源の連動による極めて大規模なもので

あったが，耐震設計では，考慮すべき活断層の活動時期

の範囲を12～13万年以内とし，大きな地震の再来周期を

適切に考慮していたので，安全上重要な設備，機器の地

震による大きな損壊は確認されていない（更なる調査は

必要。なお福島第一サイトの耐震バックチェックは終了

していない）。津波設計では，過去の津波の伝承や確かな

痕跡に基づいて想定した津波高さ（5．7 m）を大幅に超え

る14～15 m の規模であり，津波対策が不十分であった。

今後は，十分な再来周期を考慮した津波の発生頻度と

高さを想定して設計用津波を策定し，敷地への浸水影響

を防止する構築物等の安全設計を行う。さらに，設計用

津波を上回る津波が施設に及ぶことによるリスク（残余

のリスク）の存在を十分認識して，重要な安全機能を維

持できる対策を講じる。」

との主旨が述べられている。

幾つかのサイトで旧耐震指針の設計用限界地震により

もたらされる基準地震動 S２想定を超す揺れを観測した

こと，また志賀２号機の運転差し止め金沢地裁判決にお

いて，活断層の危険性の考慮が不十分で揺れの算定方法

が妥当性を欠く，と指摘されたことなどから，耐震指針

改訂が急がれた事情があったにせよ，津波に対する議論

が不十分であったとの指摘は甘受されるべきである。

しかし，新耐震指針では地震随伴事象である津波に対

して，地震動に対する要件と同一の文言で，「施設の供

用期間中に極めてまれであるが発生する可能性あると想

定することが適切な津波によっても，施設の安全機能が

重大な影響を受ける恐れがないこと」を求めていること

を設計，審査に携わる関係者は見逃してはならない。

○教訓28：安全文化の徹底

「「原子力安全文化」とは，「原子力の安全問題に，その

重要性にふさわしい注意が必ず最優先で払われるように

するために，組織と個人が備えるべき統合された認識や

気質であり，態度である。」これをしっかりと我が身のも

のにすることは，原子力に携わる者の出発点であり，義

務であり，責任である。原子力事業者および原子力規制

に携わる者は組織も個人もともに，安全確保の上でわず

かな疑念もないがしろにせず，新しい知見に対して敏感

にかつ俊敏に対応することに真摯に取り組んできたかを

省みるべきである。

今後は，原子力安全の確保には深層防護の追求が不可

欠であるとの原点に常に立ち戻り，原子力安全に携わる

者が絶えず安全に係る専門的知識の学習を怠らず，原子

力安全確保上の弱点はないか，安全性向上の余地はない

かの吟味を重ねる姿勢をもつことにより，安全文化の徹

底に取り組む。」

との主旨が述べられている。

事故の根本的な要因は，設計基準事象の設定やそれを

超える事象に対する対策に関する指針，基準が不十分な

ことではなく，設計，建設，運転する者およびそれを審

査，規制する者の安全文化の欠如が大きい。例えば，耐

震設計指針では設計用基準地震動 Ss を上回る地震動に

よる「残余のリスク」を低減する努力を求めたが，原子力

安全に携わる者は，この認識を地震随伴事象である津波

に対しても持つべきことは当然である。今後は地震動と

津波の重畳効果も考慮した「残余のリスク」の把握，低減

が求められる。

振り返ってみると，先輩達の作成した我が国の1990年

代初めの個別プラント PSA 実施とその知見に基づく

SA 対策整備の枠組みは，当時の SA 研究，リスク評価

技術などの成熟度に基づき世界の動向と較べて遜色のな

いものであった。また，「残余のリスク」の導入を含め我

が国の新耐震指針は，世界各国の中でも最も進んだ指針

として IAEA 安全要件，指針などでも参考とされてい

る。

第 1表 耐震バックチェックの審議状況
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もっとも反省すべきはそれを引き継いだ世代が，定期

安全レビュー（PSR）の国レビューの機会を失ったことも

あるが，SA 研究や PSA 技術の最新知見の反映に基づ

く SA 対策範囲の拡大を実施してこなかったことであ

り，耐震バックチェックを予定通り実施してこなかった

ことである。

今後，指針，基準等の改訂やシビアアクシデント（SA）

対策の規制要件化がなされると考えられるが，立派な枠

組みの構築に加え，より重要なことは，それを確実に達

成しさらに向上させる，事業者側および規制側双方の高

い安全文化に裏打ちされた安全規制システムである。

―参 考 資 料―

１）共通問題懇談会，シビアアクシデント対策としてのアク

シデントマネージメントに関する検討報告書―格納容器

対策を中心として（1992年３月）．

２）原子力安全委員会，発電用軽水型原子炉施設におけるシ

ビアアクシデント対策としてのアクシデントマネージメ

ントについて（1992年５月，1997年10月一部改正）．

３）通商産業省，アクシデントマネジメント対策の今後の進

め方について（1992年７月）．

４）通商産業省，定期安全レビューの実施について（1992年

６月）．

５）原子力災害対策本部原子力安全に関する IAEA 閣僚会

議に対する日本国政府の報告書―東京電力福島原子力発

電所の事故について（2011年６月）．

著 者 紹 介

平野光將（ひらの・みつまさ）
東京都市大学

（専門分野）原子力安全工学，リスク評価，
原子力危機管理
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Ⅰ．はじめに

今回の福島第一原子力発電所事故に伴い，３月11日か

ら４月５日までに大気に放出された放射性核種は131I に

ついて は150×1015Bq，137Cs に つ い て は12×1015Bq に

上った13）。他の核種も当然放出されているだろうが，そ

の全貌は明らかではない。131I，134Cs，137Cs について

は，第一原発近傍の海域ですべて最大106Bq�l レベルが

観測された18）。これらは現在101～102Bq�l のレベルに収

まっている。第一原発より30 km 圏外においても，４月

中旬に上記３核種が最大200 Bq�l 近くまで上昇した

が，現在はすべて検出限界以下（９Bq�l）になっている。

このように，福島原発近隣の海水中の人工放射性核種

濃度は減少の傾向にあるが18），例えば，従来の東部北太

平洋の濃度は137Cs については約２mBq�l であったこと

からすると６），現在も決して従来のレベルに戻ったとは

考えにくく，今後の海洋におけるこれらの核種の消長は

しっかりと見届けなければならない。本稿では，原発より

放出される主な放射性核種（90Sr，89Sr，131I，134Cs，137Cs，238Pu，
239Pu，240Pu，241Pu）について，その海洋における挙動をま

とめた。

Ⅱ．海洋における元素の分布

1．分布パターン
現在の分析化学の技術を持ってすれば，周期表の水素

からウランまでのすべての元素を海水中で検出すること

ができる。それらの濃度範囲は109のオーダーにわたる

が，その外洋での一般的な鉛直分布はそれほど複雑では

なく，海水中の粒子との親和性およびプランクトンへの

取込み�排せつにより，その分布がほぼ決まる。同時に

水平的な分布パターンは海水の流動が大きくかかわって

いる。

人工放射性核種といえども，海洋における挙動はその

安定同位体と同じ挙動が期待されるが，その分布におい

ては大きく異なる場合がある。すなわち，人工放射性核

種に関しては，海洋への導入が始まったのは1950年代で

あり（そのソースは，原水爆実験と原子力施設からの意

図的または事故による放出である），その分布に関して

は定常状態になっていない。言い換えると，海水中の核

種の分布は時間的に変化している。海洋へのもたらされ

る経路も，グローバルフォールアウトのように大気を通

して比較的均一に海洋にもたらされるパターンに加え，

今回の事故のようにその供給源が極めて限定されたもの

あり，多様である。よって，海水中の人工放射性核種の

分布は，海洋への供給量の変遷，供給のパターン，放射

壊変，化学�生物�物理的プロセス等を反映し，時空間的

変動が顕著である。

2．ストロンチウムの分布
ストロンチウムは周期表では，カルシウムと同属のア

ルカリ土類金属に属し，海水中では大部分が溶存してい

る。鉛直的には大きな変化はないが，カルシウム同様，

わずかに表層では濃度の減少がみられ，生物により体内

に取り込まれていることが示唆される。原発内の核反応

では２種類の Sr（89Sr，90Sr）がほぼ同じ生成率でできる。

半減期はおのおの50．5日，28．8年である。中長期的に

は，90Sr の影響が重要になる。

Behaviors of Radionuclides in the Ocean : Masashi
KUSAKABE.
（2011年 ７月12日 受理）

福島の原発事故によって多量の人工放射性核種が海洋にもたらされた。今後，これらの核種

がどのように生態系に取り込まれ，最終的に海洋生態系にどう影響するかを予測することは

我々の安心安全を担保するうえで，極めて重要である。事故以前にも，既に海洋には原水爆実

験や原子力施設よりもたらされた多くの人工放射性核種が存在し，その分布挙動について，多

くの研究がなされている。本稿ではそれらの過去の研究の成果を総括することにより，海洋環

境への影響予測の一助としたい。

解説

環境における放射性核種の分布と動態
3．海洋における人工放射性核種の動態
―福島原発由来核種は海洋でどう動くか？

（財）海洋生物環境研究所 日下部 正志
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外洋の鉛直分布パターンは，海水の鉛直拡散混合と

フォールアウトの時間的変遷（すなわち，1950年代に最

大のフラックスを持ち，以後指数関数的に減少）を反映

しており，第 1図に示すように表面付近に最大値を持

ち，下に向かって減少している。水平的な分布では，海

域ごとにその濃度に差がみられる。稲富ら（2009）11）は日

本周辺海域において，90Sr 分布を調べ，水塊によりその

濃度に差があることを示した（第 2図）。すなわち，100

m 以浅では大体２mBq�l ぐらいになるが，それより下

の層（100～500 m）では，低塩分の親潮系の水塊が卓越

する襟裳海域では半分ぐらいまで濃度は低下する。下層

水（500 m 以深）ではそのような傾向は見られない。

Oikawa ら（2011）６）は，青森県沖海域表面海水において

1991年から2005年まで137Cs，90Sr，239＋240Pu の濃度を連続し

て測定し，その見かけの半減期を以下のように求めた：

Pu（17．8年），Sr（16．7年），Cs（16．1年）（第 3図）。セシ

ウムとストロンチウムはほとんど同じ半減期を持ち，そ

の時間的変化は物理的混合により決まるとしている。同

様な見積もりは Povinec ら（2005）８）によって太平洋全域

で行われた。青森沖と同じオーダーの値が得られてお

り，海域ごとの差異は現場の物理混合を反映している。

福島近傍の土壌中からは，現在のところ，短寿命の89Sr

を伴う90Sr が土壌から検出されているものの，現在のと

ころ海底土からは検出されていない18）。海水中の濃度に

関してはまだ報告例はない。ベータ線測定にかかわる分

析的煩雑さゆえ，測定に時間がかかるが，その結果が待

たれる。

3．ヨウ素の分布
ヨウ素は海水中ではヨウ素酸イオン（IO３

－）が安定であ

るが，極表層では還元されたヨウ素イオン（I－）も同時に

存在する。生物活動に伴う還元反応によるものである。

全体的には表面で減少し，深さとともに増加している。

放射性ヨウ素（131I）も海洋では，生物への取り込み，

酸化還元反応のプロセスを経て下層に運ばれると考えら

れるが，その半減期の短さゆえ（約８日）鉛直分布が測定

されることはあまりない。上述のように福島原発からは

大量の131I が海洋にもたらされたが，壊変と希釈により

現在は30 km 圏外ではほとんど検出されていない18）。

第 1図 襟裳岬沖における90Sr，137Cs，239＋240Pu の鉛直分布

（1994～2010年）（文献16のデータを著作権者の承認

のもとに稲富が作成）

第 2図 塩分と90Sr 濃度の関係

（文献11より著作権者の許諾のもと転載）

第 3図 青森県沖海域における表面水中の90Sr と137Cs の

時間変化

（文献６より著作権者の許諾のもと転載）
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4．セシウムの分布
セシウムはナトリウムやカリウムと同様に，アルカリ

金属に属する。ナトリウムやカリウムは海水中では最も

安定な，すなわち溶けやすい元素である。ストロンチウ

ムと同様，その表層における分布は海水の物理的混合に

よりコントロールされている８）。日本近海の放射性セシ

ウムの分布も上記ストロンチウム同様，水塊の影響を受

けている５，６）。

セシウムの分布は，このように海洋では粒子として除

去されにくく長く留まる特徴を備えているものの，海洋

における平均滞留時間（海水中の総量を年間流入量また

は除去量で割ったもの）は，ナトリウムとカリウムは，

おのおの5，500万年，1，200万年と非常に長いが，セシウ

ムは33万年と明らかに短く１），他のアルカリ金属には見

られない除去機構が働いている可能性がある。

セシウムの粘土鉱物への親和性の強さはよく知られて

いる10）。Bφ rrentzen and Salbu（2002）２）は室内実験で，

セシウムが時間とともに不可逆的に粘土鉱物に取り込ま

れる様を定量的に示した。実際の沿岸域でも，長屋

（2001）14）は堆積物の堆積速度とセシウムの堆積速度の良

い相関を示している。このように，外洋の比較的きれい

な，すなわち懸濁物質の少ない海域では，セシウムは保

存性成分として挙動するが，沿岸域のような懸濁物が多

量にある海域では，堆積物への除去過程も重要な移動プ

ロセスとして考えられる。稲富ら（2009）11）は日本近海の

海水中の137Cs�90Sr 比はほぼ一定の1．4であり，海水中で

は同様な挙動をとることを示唆している。しかし，深層

水の比を精査すると，それは有意に低く（0．2），さらに

堆積物においてはその比は約５になり，137Cs の堆積物

への選択的な除去を示唆している。

福島原発近傍の海底土の134Cs と137Cs の測定結果が出

始めている18）。増加傾向にあるところ，減少傾向を示す

ところ様々である。測定結果が充分ではなく，堆積物へ

の移動量は未定であるが，海底およびその直上の生態系

への影響が懸念される。今後更なる継続調査が重要に

なってくる。

5．プルトニウムの分布
海水中には主に４種類の Pu 同位体（238Pu，239Pu，240Pu，

241Pu）が存在し，すべてが人工放射性核種である。安定

元素が存在しないため，その挙動を類推することは難し

いが，今まで多くの分析が，特に239Pu と240Pu について

なされており，その分布パターンが明らかになってきて

いる。Pu の分布に最も大きな影響を与えるものは懸濁

物である。第１図に示すように，溶存態としての特徴を

備える Sr や Cs は表層でピークを持ち，中深層ではほ

とんど存在しないが，Pu は中深層においても存在して

いる。表層での Pu の懸濁物への吸着，懸濁物の下層へ

の沈降，中深層での懸濁物の分解という一連の粒子によ

る下方輸送サイクルにより鉛直分布は説明できる。稲富

ら（2009）11）は青森県沖海域において懸濁態 Pu（＞0．45

μm）を分析し，ばらつきはあるものの，懸濁態 Pu と懸

濁物量は正の相関関係があることを見出した。一方，

Okubo ら（2008）７）は，現場型超大容量海水ろ過濃縮装置

を用い，海水中の粒状 Pu の分析を行い，大粒子（＞70

μm）態 Pu は生物生産が高い沿岸域ではその粒状物あた

りの比放射能は外洋に比べて低く，プランクトンにより

希釈されていることがわかった。粒子のサイズの違いに

よって粒子態 Pu の挙動が異なることが考えられる。懸

濁態 Pu の移動過程は更なる研究が必要である。

海水中の239Pu と240Pu の比はその発生元に依存してい

る。すなわち，原子炉のタイプ，使用する核燃料の種類，

核兵器のタイプ等により発生する Pu の同位体比は異な

る。山田（2009）19）は日本沿岸の堆積物中の240Pu�239Pu を

調べ，海域によりその比がソースの変動を反映している

ことを明らかにした。すなわち，東シナ海や相模湾では，

ビキニ核実験由来の Pu が約50％，日本海で約20％，オ

ホーツク海で10％，釧路沖では，ほとんどがグローバル

フォールアウト起源であった。ビキニに放出された Pu

が黒潮で日本沿岸に運ばれ，日本沿岸で粒子とともに堆

積していることがわかる。

今回の事故に際して，海洋へどれだけ Pu が付加され

たかは不明である。海水のみならず，堆積物中の Pu は

重点的に調査されるべきであろう。

Ⅲ．放射性核種と生物

海洋にもたらされた人工放射性核種の挙動に関して，

注目しなければならない点は水産生物への濃縮である。

その目安として，濃縮係数（CF : Concentration Factor）

が使われてきた。計算式を以下に示す。

CF＝生体中の濃度�海水中の濃度

IAEA がその推奨値を出している（第 1表）が，その使用

に関しては注意が必要である。すなわち，生物による核

種の取込みは，排泄等も含むダイナミックな過程であ

り，ここで示されている CF は取込みと排泄がつりあっ

た平衡状態における値である。現在のように海水中の核

種濃度が日々変化しているような状況下では平衡状態は

期待できないので，基本的には個々に示す CF 値は使え

ない。しかし，そのような場合でも，注目している核種

の動向を定性的に見積もる場合は良い指標となる。

また，CF 値は多種類の試料を含む非常に大きな幅を

持ったデータの平均値であるということもその使用に際

しては忘れてはならない。実際は，生物の成長段階，種

類，体内の部位により大きく異なる12）。さらに，食物連

鎖のクラスによっても異なっている。第 4図に示すよう

に栄養段階が高次になるに従って，137Cs の濃縮が進ん

でいくことがわかる15）。ただし，食物連鎖のみが濃縮過

程にかかわるプロセスではなく，海水からの直接の取込
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みもある。

これらの濃縮過程およびそれに

続く排出過程にかかる時間は数ヶ

月 か ら 数 年 に 及 ぶ。御 園 生

（2006）17）はチェルノブイリ事故の

影響により上昇した海水中の137Cs

の影響が半年（スズキ）から１年後

（マダラ）に生体中のピークとなっ

て出現し，その影響は２年以上に

及ぶことを示した（第 5図）。海水

中の濃度は半年後には，事故前に

戻ったことを考えると，このよう

な非定常状態では，海水濃度の多

寡にかかわらず継続した調査研究

が極めて重要になる。

Kaeriyama ら（2008）４）は137Cs の

動物プランクトンへの取込みにつ

いて調べた。動物プランクトンに

取り込まれた（または体表に付着

した）137Cs は全体から見ると多く

はなく，濃度分布は種ごとに大き

く異なる。しかし，動物プランク

トンの上下移動により無視できな

い量の Cs が下方に運ばれている

ことがわかった。動物プランクト

ンの移動に伴う放射性核種の移動

については，さらなる定量的な

データの蓄積が必要である。

ヨウ素は海藻に取り込まれるこ

とは良く知られている（第１表）。

しかし，化学形の違いによる取込

み挙動の違いは海藻のみならず魚

類でも顕著であり，酸化環境で化

学的に安定な IO３
－はほとんど取

り込まれることはなく，I－が優先的に取り込まれること

は興味深い３）。酸化還元状況が激しく変化することがあ

る沿岸域では，ヨウ素は外洋とは違った挙動が予想され

る。

Ⅳ．お わ り に

沿岸域は生物生産が活発で，陸域からの土壌等無機的

粒子や有機的粒子の流入も多い。さらに海流の動きも決

して単純ではない。放射性核種の化学的性質は上述のよ

うに元素により異なる。今回の事故に伴い海洋へ放出さ

れた放射性物質の量も正しく見積もられているとはいえ

ず，放出も今後も続く可能性もある。現実は決して楽観

視できない。我々の健全な生活を脅かす現在ある，ある

いは将来予想されるリスクを最小限にするためには，正

確な現状把握を行い，従来の研究より得られた知見とと

第 1表 海産生物への濃縮係数（文献９を元に作成）

濃縮係数（CF）

魚類 甲殻類 軟体

動物

昆布 動物

プランクトン

植物

プランクトン

ストロンチウム ３×100 ５×100 １×101 １×101 ２×100 １×100

ヨウ素 ９×100 ３×100 １×101 １×104 ３×103 ８×102

セシウム １×102 ５×101 ６×101 ５×101 ４×101 ２×101

プルトニウム １×101 ２×102 ３×103 ４×103 ４×103 ２×105

第 4図 海産生物の栄養段階と137Cs の濃縮係数

（文献１5より著作権者の許諾のもと転載）

第 5図 チェルノブイリ事故の影響の近似

縦軸の単位は，海水：10 mBq�l，魚類：Ｂq�kg.wet

（文献17より著作権者の許諾のもと転載）
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もに，将来の分布挙動を予測し，それを元に適切な対応

をする必要がある。まずは，できる限り時空間的に密な

観測を行うことが肝要である。さらに，観測そのものも

海水中に溶けている核種のみならず，生態系を形成して

いる他の要素（例えば，粒子，動植物プランクトン，魚

類，海藻等）に含まれる核種濃度とその時間変化を調査

すべきである。
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Ⅰ．はじめに

今回の福島原子力発電所の事故では，原子炉や使用済

み燃料プールからヨウ素131やセシウム137に代表される

放射性物質が環境中に飛散した。その範囲は，原子力発

電所近傍のみならず，関東地方にもその影響が報告され

ている。

今回の事故ではヨウ素131およびセシウム137が広範囲

に飛散していることが明らかとなっており，ストロンチ

ウム90も原子力発電所の近傍の土壌から検出されてい

る。

事故直後は飲料水からヨウ素131やセシウム137が検出

され，食品中の放射性物質に関する暫定規制値を超える

ものも存在した。またその後は，農作物・海産物にも影

響が及び，ホウレン草や魚（コウナゴ）からヨウ素131や

セシウム137が検出され，その汚染の範囲は甚大である。

最近では，牛肉からセシウム137が検出されており，被

害の根は深い。さらに，海水への汚染も懸念されること

から，今後は海産物への影響も危惧される。

現時点では事故建屋からの放射性物質の飛散は少なく

なってはいるものの，冷温停止には至っておらず，完全

な封じ込めは完了していない。また，環境に放出された

放射性物質は，除染等を行わない限り，陸圏では地表に

留まり，再浮遊により吸入したり，地下水に移行したり，

さらに農作物等に移行しそれを摂取したりすることによ

り内部被ばくの要因となる。海洋では拡散により希釈は

されるものの，生物濃縮により放射能濃度が高くなった

魚を摂取することも考えられる。

本稿では，食物摂取による成人の内部被ばく，特に平

常時の食品の放射能濃度レベルとそれによる被ばく線量

について解説し，今回のような事故時における被ばく線

量を評価する上で参考となるデータを示した。

なお，今回は概説にとどめたので，詳しく知りたい場

合は参考資料と後述するホームページを参照していただ

きたい。

Ⅱ．被ばく線量の算出方法

1．内部被ばくの特徴
被ばくには放射性物質が体の外にあり，そこから発生

する放射線で被ばくする外部被ばくと放射性物質が飲食

物や大気に含まれて，それを摂取することにより被ばく

する内部被ばくに分けられる。文字通り，「外」と「内」の

違いである。この違いは放射性物質の振る舞いに反映さ

れるため，線量評価の方法が異なる。また，放射線防護

の考え方も異なり，例えば，外部被ばくの場合は線源か

ら，距離をとったり，時間を短くしたり，遮へいを施す

ことによって，被ばく線量を低減することができる。一

方，内部被ばくは，いったん体内に取り込んだ放射性物

質に起因しているため，体外に排泄しない限り被ばくは

継続する。また，特定の臓器に集まる性質の放射性物質

であれば，局所的な被ばくをもたらす。さらに，近くの

物質にエネルギーを与える性質の放射線であれば（例え

ば，ガンマ線に比べてアルファ線）同じ放射能濃度の場

合，アルファ線の方が組織（細胞）に与える影響は大き

Evaluation for Committed Effective Dose due to Dietary

Foods by the Intake for Japanese Adults：Tetsuya
SANADA.
（2011年 ８月２３日 受理）

2011年３月11日に発生した東日本大震災は地震による直接的な被害はもとより，それによっ

て引き起こされた大津波により，さらに多くの壊滅的な被害をもたらした。今回の事故では，

ベントや水素爆発による原子炉建屋の損傷により放射性物質の環境への放出があり，広範囲に

わたり空間線量率の上昇や農畜産物の汚染，汚染水の漏えいによる，海水や海産物への影響が

報告されている。

放射性物質の環境への放出はやがて飲食物の汚染へと広がり，最終的には人への内部被ばく

の直接の要因となるため，それらの放射能濃度を把握することは極めて重要である。本稿では

平常時の日本人の食物摂取による預託実効線量を評価した結果を概説し，現在では天然の放射

性物質（ポロニウム210およびカリウム40）からの寄与が大きいことについて述べる。

解説

日本人の食物摂取による実効線量の評価
過去の調査結果からわかること

（財）日本分析センター むつ分析科学研究所 真田 哲也
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い。

内部被ばくは，上述のように体内に放射性物質が存在

し長期にわたり被ばくが継続するため，生涯における健

康リスクを評価する必要があるので，物理学的半減期と

生物学的半減期（代謝による機能）を考慮して成人の場合

は50年間，子供の場合は70歳になるまでの総被ばく量を

累計した，預託実効線量で評価する。

2．食品中の放射性物質の濃度
我が国における食品に関する放射能の全国調査は，文

部科学省が行っている環境放射能水準調査の一環で，対

象となった家庭で一人前多く調理してもらい，それを１

日分の食事として分析する陰膳方式で実施された日常食

を対象とした調査がある。また，旧ソ連のチェルノブイ

リ原子力発電所の事故を契機に，流通食品を対象として

1989年度から実施された調査と，輸入食品に限定して

2003年度から実施された調査があり，現在はいずれも終

了しており，「日本の環境放射能と放射線」のホームペー

ジ１）でデータを公表している。

このホームページでは環境放射能調査に関する過去の

データの閲覧はもとより，検索したデータを用いたグラ

フの作成，原子力艦放射能調査に係る３港（横須賀港，

佐世保港，金武中城港）のオンラインでの放射線測定デー

タの表示，図表を中心とした放射能・放射線に関する解

説等が公開されている。

このホームページで作成した我が国の日常食中のセシ

ウム137放射能濃度の過去30年余の経年変化を第 1図に

示す。1970年代はそれまで行われた大気圏内核実験の影

響を受けて，現在より１桁程度高い値を示している。1986

年付近にチェルノブイリ原子力発電所事故に起因する

ピークが認められるが，全体としては現在まで漸減して

いる。

1989年度から2005年度に実施した11都道府県の流通

食品の放射能調査結果を第 1表に示す。この調査２）では

240種類の食品，試料数にして2，000試料以上の食品中の

ストロンチウム90，セシウム137等の人工の放射性物質

（核種）をはじめ，ラジウム226，鉛210，ポロニウム210

等の天然の放射性核種の濃度を測定した。その結果，食

品の種類により濃度の範囲は大きく異なり，天然の放射

性核種であるポロニウム210が，特に魚介類に多く含ま

れていることがわかった。

3．線量評価に用いるパラメータ
（ 1） 預託実効線量の算出

食品の摂取による預託実効線量の計算は，ICRP

Publication 723）に示されている以下の式を用いた。

D＝ΣΣ Cfj Mf hj （１）

ここで， D：預託実効線量（mSv）

Cfj：食品 f 中の放射性物質 j の放射能濃度

（Bq�kg）

Mf：食品 f の１日あたりの摂取量（kg）

hj：預託実効線量係数（mSv�Bq）

（ 2） 食品の分類および年間摂取量

飲食物の分類および摂取量は，全国規模の調査である

国民健康・栄養調査４）の食品ごとのデータを基本として

いる。すなわち，１群から６群（１群：穀類等，２群：

野菜類等，３群：藻類，４群：魚介類，５群：肉類，６

群：卵，牛乳・乳製品等）に分類し，摂取量を評価した。

摂取量は年齢により異なるので，成人のほか，幼児，乳

児についても評価されている。なお，今回は成人につい

てのみ評価した。

（ 3） 線量係数

放射性物質の放射能濃度がどれくらいの被ばく線量に

相当するかを表す係数は，線量係数として表される。経

口および吸入摂取による単位摂取量当たりの線量係数

（Sv�Bq）は，ICRP Publication 72３）に示されており，年

齢別で核種ごとに示されている。

ヨウ素131およびセシウム137の経口摂取による線量線

量係数を第 2表に示す。

この表のように，例えばヨウ素131は年齢による違い

が大きく，成人よりも子供の方が放射線に対する感受性

が高いことがわかる。しかし，子供は成人と比較して摂

取量が少ないことから，この値の差がそのまま線量の差第 1図 日常食中のセシウム137の経年変化１）

第 1表 食品に含まれる放射性物質の濃度範囲２）

放射性物質
放射能濃度

（Bq�kg）

90Sr N.D.～ 9．9
137Cs N.D.～ 19

239＋240Pu N.D.～ 0．010
238U N.D.～ 5．2

232Th N.D.～ 0．18
226Ra N.D.～ 3．9
210Pb N.D.～ 45
210Po N.D.～120

N.D.：検出下限値以下
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として示されるわけではない。緑黄色野菜を例にとる

と，年摂取量の平均値４）は１歳から６歳は18．7 kg,20歳

以上は35．9 kg で約２倍の差がある。

Ⅲ．線量評価の結果

1．食品群別の線量
流通食品を対象とした放射能調査２）の結果を基に，上

述の（１）式を用いて食品群ごとの預託実効線量を計算した。

食品群別の年摂取量と預託実効線量を第 3表に示す。

この表から，全食品群からの預託実効線量の合計は0．80

mSv であった。ここで，Ⅳ類の魚介類の実効線量が0．64

mSv と全体の80％を占めており，寄与割合が大きい。

後述するが，これは魚介類のポロニウム210の放射能濃

度が他の食品と比較して高いことや，日本人の魚介類の

摂取量が多いという食習慣に起因している。

2．放射性物質別の線量
次に，放射性物質別の預託実効線量を第 4表に示す。

ストロンチウム90，セシウム137，プルトニウム239＋240

の人工放射性物質からの線量寄与は少なく，ポロニウム

210やカリウム40等の天然の放射性物質からの寄与が大

きい。特に，ポロニウム210とカリウム40で全体の92％

を占めており，現在では人工の放射性物質からではな

く，天然の放射性物質からの寄与が大きいことがわか

る。日本人は世界的に見ても魚介類の摂取量が多いこと

から，それらに含まれる天然の放射性物質からの寄与が

大きい。これは，国連科学委員会の2000年報告書５）に示

されている世界の平均値と比較しても明らかである。ポ

ロニウム210とカリウム40の世界の平均値は，それぞれ

0．070 mSv および0．17 mSv で，我が国の平均値は，0．73

mSv および0．18 mSv である。カリウム40の値はほぼ同

じであるが，ポロニウム210は１桁高い値であり，これ

は魚介類の摂取量が多いことによるところが大きい。

次に，放射性物質ごとの預託実効線量の食品群別寄与

割合を第 2図に示す。前述のように，ポロニウム210は

Ⅳ類（魚介類）の寄与が86％と大きく，次いでⅥ類の卵

類，牛乳・乳製品類等である。一方，人工の放射性物質

であるストロンチウム90はⅥ類の卵類，牛乳・乳製品類

等の寄与が41％と最も高く，Ⅰ類，Ⅱ類，Ⅲ類が20％前

後でほぼ同程度である。セシウム137はⅠ類，Ⅱ類，Ⅲ

類がほぼ同程度で，この３つで約90％を占めている。プ

ルトニウム239＋240はⅠ類とⅢ類で96％を占めてお

り，特にⅢ類の藻類からの寄与が大きいことがわかる。

セシウムの経年変化図（第１図）で示したように，現在

では過去の核実験の寄与は極めて低く，食品においては

ポロニウム210やカリウム40といった天然の放射性物質

第 2表 ヨウ素131およびセシウム137の経口摂取による線量

係数３）

核種

年 齢

１歳 ５歳 10歳

（Sv�Bq）

15歳 成人

131I 1．8×10－７ 1．0×10－７ 5．2×10－８ 3．4×10－８ 2．2×10－８

137Cs 1．2×10－８ 9．6×10－９ 1．0×10－８ 1．3×10－８ 1．3×10－８

第 3表 食品群別の年摂取量と預託実効線量２）

食品群 分類
年摂取量

（Kg�年）

年間の放射能量

（Bq�年）

預託実効線量

（mSv）

穀類 168 36 0．017

いも類 22．8 7．9 0．0017

Ⅰ 砂糖・甘味料類 2．63 1．0 0．00069

豆類 21．5 7．6 0．0016

種実類 0．843 10 0．00063

野菜類 98．5 26 0．0060

Ⅱ 果実類 45．4 4．9 0．0020

きのこ類 5．44 7．4 0．0023

Ⅲ 藻類 5．33 42 0．014

Ⅳ 魚介類 32．2 550 0．64

Ⅴ 肉類 28．2 6．0 0．0029

卵類 13．3 5．5 0．0030

牛乳・乳製品類 61．5 16 0．0044

Ⅵ
油脂類 0．803 0．17 0．00012

菓子類 9．67 3．8 0．0014

嗜好飲料類 60．8 110 0．087

調味料・香辛料類 31．9 33 0．016

合 計 609 870 0．80
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からの影響が大きい。なお，吸入による内部被ばく線量

の寄与が大きい放射性物質として，ウラン系列の天然放

射性物質であるラドン222があり，それによる被ばく線

量は0．45 mSv７）で，吸入による被ばく線量の大部分を占

めている。

Ⅳ．おわりに

本稿では食物摂取による内部被ばくの平常時の濃度レ

ベルについて解説し，今回のような緊急時における被ば

く線量を評価する上で基礎となるデータを示した。

今回の事故においては，国の定める暫定規制値を超え

るヨウ素131やセシウム137を含む飲食物が報告されてお

り，これらが将来，環境中でどのような振る舞いをし，

食品に影響していくかについては，今回紹介した過去の

データが役立つのではないかと期待する。すなわち，こ

こで紹介した食品中に含まれる人工の放射性物質は，

1960年代を中心に行われた大気圏内核実験やチェルノブ

イリ原子力発電所の事故により環境に放出されたものの

痕跡であり，今回の事故のこれからを予測する基礎デー

タとなると考える。

福島原発では現在も全力で復旧作業が続けられてい

る。廃炉まで含めると長期的なスケジュールになると思

われるが，１日も早い収束を願うと同時に，周辺環境が

３月11日以前のレベルに戻るよう取り組む必要がある。

また，周辺環境の汚染状況の把握と住民の被ばく線量

評価には，文部科学省が作成した放射性セシウムの土壌

濃度マップを活用し，線量評価にはホールボディカウン

タ等を用いた長期にわたる内部被ばく線量の測定が重要

Ⅰ：穀類，いも類，砂糖・甘味料類，豆類，種実類，Ⅱ：野菜類，果実類，きのこ類，Ⅲ：藻類，Ⅳ：魚介類，

Ⅴ：肉類，Ⅵ：卵類，牛乳・乳製品類，油脂類，菓子類，嗜好飲料類，調味料・香辛料類

第 2図 放射性物質ごとの預託実効線量の食品群別寄与割合２）

第 4表 放射性物質別の預託実効線量２）

放射性物質
年間の放射能量

（Bq�年）

線量換算係数

（mSv�Bq）

預託実効線量

（mSv）

合計の線量に

対する割合（％）

90Sr 59 0．000028 0．0017 0．17
137Cs 60 0．000013 0．00078 0．079
239＋240Pu 0．039 0．00025 0．0000097 0．00098
238U 15 0．000045 0．00067 0．068
232Th 1．7 0．00023 0．00039 0．039
226Ra 43 0．00028 0．012 1．2
210Pb 85 0．00069 0．058 5．8
210Po 610 0．0012 0．73 74
40K ― ― 0．186） 18

合計 870 ― 0．98 ―
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である。また，外部被ばくに関しては，必要に応じて個

人被ばく線量計（フィルムバッジ）の携帯等を一元的な管

理の下で実施する必要があると考える。さらに，環境放

射能調査には，分析値の信頼性確保のため，試料採取法，

分析測定法の標準化，共通化が必須である。また，相互

比較分析等を行い，得られたデータの信頼性を担保する

ことも重要であろう。

事故の対応には様々な分野の専門家や技術者が数多く

携わっているので，産学官の連携はもとより，学会も含

め連携した調査体制を構築し，情報を共有して英知を結

集することがこの難局に立ち向かっていく最も重要なこ

とであると考える。もちろんそれは，周辺住民の方々や

被災された方々の心のケアを含めた協力と理解の上に成

り立つことは言うまでもない。
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Ⅰ．は じ め に

福島第一の事故以前に行われた比較的新しい我が国の

原子力の法制度の体系的分析や改善提案として，IAEA

が安全指針などへの適合性の観点から提言を行った

IRRS 報告と，法制度の問題点の分析からその解決方法

を探った東京大学原子力法制研究会の報告１）の２つがあ

げられる。この両者は互いに独立して分析したものであ

るが，その結論は互いに似通ったものとなっている。

筆者は，上記研究会の幹事であり，我が国の原子力法

制度の研究に当たってきたが，今回の福島第一事故は，

同研究会が指摘した我が国の規制の弱みを一層強く印象

づけるものとなったと感じている。

筆者の見るところ，規制制度それ自身は福島事故の直

接の原因であるとはいえないが，事故の遠因や，さらに

事故原因の本質的な側面を含んでいると思われる。この

点については，筆者の拙稿「我が国のシビアアクシデン

ト対策の変遷（原子力規制はどこで間違ったか）」２）に詳述

しているが，本稿では，この分析や原子力法制研究会の

過去の検討結果，さらに IAEA の IRRS 報告を踏まえ，

主として原子炉施設を対象として分析・考察を行う。

Ⅱ．我が国の規制の問題の 2つの側面

我が国の原子力規制は，法制面とそれを支える組織の

両面に課題を有している。

原子力の法規制は，昭和32年に原子炉等規制法（以下

「炉規法」と略す）が制定されて以来，事故トラブルや新

規事業に対応するために規制が付加され，複雑な構造を

とることとなった。

またこのほど，環境省のもとに原子力安全庁（仮称：

以下「安全庁」と略す）を新設し，原子力安全・保安院（以

下「保安院」と略す）の原子力規制部門と文部科学省（以下

「文科省」と略す」のモニタリング部門を統合し，原子力

安全委員会を同庁の八条委員会として原子力安全審議会

とする組織改正案が政府から示された。この政府案は，規

制機関の専門性を高めるなど，高く評価できる点も多い。

本稿では，この政府の組織改正案を前提としつつ，法

制面と組織面について，章を分けて記述する。なお，法

制面については，紙面の都合があり，具体的な法改正案

を紹介できないので，法改正の要点のみを記載する。

Ⅲ．法的側面に関する考察

1．炉規法に一本化された規制
我が国の原子炉施設は，電気事業法と炉規法の両法に

またがって規制されている。この法構造が検査の乱立な

どに見られるように規制を複雑化させ，また，電気事業

法による構造強度に重点が置かれた規制を招いており，

規制は原子力に特化した炉規法に一本化すべきである。

電気事業法から原子炉規制を除外してもよいが，現在

の炉規法のように，電気事業法で必要と思われる規制が

残れば炉規法に委任する方法もあり，二重規制を排すべ

きである。なお，環境影響評価も，気象や水理との共通

性を考えれば，炉規法で実施すべきである。

2．放射線障害から国民を守る規制
炉規法の法目的は，「災害を防止」し「公共の安全」を図

ることとされている。「災害」については定義もなく内容

が不明確であり，また，個々人の安全確保は公共の安全

を図ることによる反射的利益に過ぎないとされている。

このため，炉規法が個々人の放射線障害を防止するこ

とを明確にするため，同法の目的を「放射線障害を防止

し，…公衆の安全を図るために，…」と改正する。

また，福島第一事故というシビアアクシデントが発生

したことから，事業者の自主的措置としてきたシビアア

クシデント対策を炉規法に取り込み，規制対象とする。

法目的の改正により，シビアアクシデント発生時であっ

ても個々人を放射線障害から守ることを明確にする。

3．包括的安全解析書の導入
炉規法は段階的規制体系をとっていることから，冒頭

の設置許可，および，後続規制である保安規定や核物質

防護規定の認可，国際規制物資の使用の届出，計量管理

A Study about Improvement of the Nuclear Reactor

Regulation Law and the Regulatory System of Japan :
Yoshihiro NISHIWAKI.
（2011年 ８月17日 受理）

我が国の原子力の法規制と組織に関する考察
福島第一事故の教訓を踏まえて

東京大学 西脇 由弘

福島第一原子力発電所の事故について，現在，政府の事故調査・検証委員会が事故原因などの調査中であり，

教訓はこの結果を踏まえて検討すべきではあるが，本稿では，政府が IAEA 閣僚理事会へ提出した報告書や

過去の原子力法制に関する研究を踏まえつつ，我が国の原子力の法規制と組織に関する分析・考察を行う。
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規定の認可などの規制行為の総体を取りまとめた図書が

存在しない。このため，許認可の結果に対する規制側と

被規制者の共通の理解が存在しない状態となっており，

この点は IAEA の IRRA 報告でも問題とされている。

段階的規制体系をとりつつ全体を総括した図書，すな

わち包括的安全解析書を導入するためには，冒頭の規制

と後段規制に齟齬が生じてはならず，冒頭の規制である

設置許可に全体を包摂させざるを得ない。すなわち，設

置許可申請書を，後段規制すべてを包摂する包括的安全

解析書とすることとし，後段規制段階で詳細が確定すれ

ば，変更許可や届出などにより最新の状況を包括的安全

解析書にフィードバックする方法をとることする。

現行設置許可申請書の添付六，八，十は，原子炉安全

にとって重要な要素（許可の要素）であることから，添付

書類はすべて本文とし，包括的安全解析書に盛り込む。

後段規制を包摂するため，包括的安全解析書へ追加す

る記載事項は下記のとおりである。

・現在の設置許可では，線量目標値指針の適合性しか審

査していないが，法目的を放射線障害の防止としたこ

とから，周辺監視区域外での被ばく線量の評価を包括

的安全解析書の記載事項とし，設置許可段階で公衆の

被ばく評価を行う。

・構造強度から機能性能に規制の重点をシフトさせるた

め，設工認の方針（耐震設計に関しては，床応答曲線

までを記載事項とする）を記載事項とし，設置許可段

階で設工認の審査を行い，設工認は廃止する。

なお，設計や検証に民間第三者認証が導入されれ

ば，事業者はその状態を申請することになる。

・保安規定の記載事項のうち，安全解析と不可分である

「運転上の制限」や品質保証など，冒頭の規制で審査す

べき事項を包括的安全解析書に記載する。

・確率論的安全評価とシビアアクシデント対策（既存炉

の場合はアクシデントマネジメント）を記載事項と

し，設置許可で審査する。

公衆の被ばく防止をシビアアクシデント対策の観点

から審査し，敷地境界や公衆との離隔の妥当性を判断

する。なお，現在実施されているストレステストは，

シビアアクシデント対策の一部となる。

・核物質防護や保障措置などは，従来第一号要件の「原

子炉が平和の目的以外に利用されるおそれがないこ

と」からくる具体的要請であるとされていたが，

Safety，Security，Safeguard の３S は一体不可分で

あり，第四号要件の「放射線による障害の防止に関す

る基準」の観点からも判断されるべき事項とする。

国際規制物資の使用に当っては，炉規法第六十一条

の三の許可が必要であるが，原子炉設置者や再処理事

業者などの各種事業者は，炉規法第二十三条の設置許

可などを受けていることからこの許可は免除されてい

る。設置許可や各種事業許可においては，平和利用の

観点から審査が行われているが，計量管理の設計上の

可能性，核燃料の入手国ごとの種類や数量および使用

予定期間は申請事項ではなく，国際規制物資の使用の

許可の観点から審査が実施されていると言いうるか疑

問がある。また，日・IAEA 保障措置協定の第42条か

ら第50条に基づき設計情報が IAEA に提供されてい

ることなど，設計と保障措置は不可分であることか

ら，設置許可で審査することが妥当である。包括的安

全解析書を導入すれば，保障措置等のみでなく，核物

質防護の観点からアクシデントマネジメントを見直す

など，３S を一体として審査することが可能となる。

4．許可基準を含む技術基準の政省令化
炉規法二十四条の許可基準は，政省令への具体的な基

準の委任規定がなく，特に第四号の「災害の防止」は，如

何なる災害をどのようにして防止するのか判然としな

い。このため，法目的にあわせ第四号を「放射線障害の

防止」とし，これを具体化した技術基準省令を新設する。

さらにこの省令のもとに，電気事業法の省令62号に相当

する性能規定化された技術基準告示を新設し，具体的な

仕様規定は民間規定をエンドースして使用する。

前節３．で述べたように，設置許可申請書を包括的安全

解析書とすることから，技術基準は，基本設計から運転

管理まで含めたものとすることが必要である。原子炉安

全を分りやすい形であらわすためには，この技術基準

は，多重防護に立脚することが望ましい。また，福島第

一事故の反省に立ち，炉規法の適用範囲を拡大しシビア

アクシデントまで包摂させるため，技術基準は，多重防

護の第四層までを含むものとする必要がある。

包括的安全解析書は，核物質防護や国際規制物資の使

用や保障措置も包摂することから，これらの基準も技術

基準に含まれることが必要である。

以上を総合すると，技術基準は次の構成となる。

� 原子炉施設の設置場所における自然的立地条件が

当該施設における大きな事故の誘因とならず，か

つ，原子炉施設の構築物，系統および機器は異常状

態の発生を防止し得る信頼性が確保されること。

� 原子炉施設の運転の際に異常状態が発生すること

を防止すること。

� 原子炉施設の寿命期間中に予想される運転時の異

常な過渡変化事象が生じた場合でも，炉心は損傷す

ることなく，かつ，原子炉施設は通常運転に復帰で

きる状態で事象が収束する設計であること。

� 前号の事象を超える異常な状態であって放射性物

質を異常に放出するおそれがある事故事象を生じた

場合でも，炉心の著しい損傷のおそれなどなく，か

つ，放射性物質の放散に対する障壁の設計が妥当で

あること。

� 前号の事故事象を超えるシビアアクシデントが発

生した場合でも炉心の溶融を防止し，炉心溶融が生
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じた場合でも敷地外への放射線の影響を極小化する

こと。

� 原子炉施設の燃料の貯蔵設備および取扱設備は，

臨界を防止し，崩壊熱を除去できること。

� 放射線業務従事者の線量が，告示で定める線量限

度を超えず，かつ，周辺監視区域の外側のいかなる

場所においても，その場所における線量が告示で定

める平常時，事故時およびシビアアクシデント時の

線量限度を超えないようにすること。

� 妨害破壊行為等の脅威への対応を含む核物質防護

措置を講じること。

� 国際規制物資の使用に当っては，国際規制物資の

使用に係る二国間協定その他の国際約束が履行で

き，またその適正な計量管理を確保すること。

5．製造事業者を申請者とする設計認証制度の新設
現行法では，原子炉施設を設置しようとする者が，そ

の申請をなしうる段階になって，初めて設置許可の申請

ができることとなっている。

しかし，設計段階においては製造事業者が一義的な責

任を負っていることから，製造事業者が被規制者となる

ことが望ましい。このため，設置者が設置許可の申請を

行う前に，製造事業者が標準的な原子炉の設計に係る認

証，すなわち「原子炉設計認証」を得ることができる制度

を新たに設ける。設置者は，その「原子炉設計認証」を設

置許可の申請書の一部に引用して申請できる。

具体的には，法二十三条に枝番を付し，「設置許可申

請書の記載事項のうち，設置者が有すべき原子炉施設の

設置場所固有の情報を除いた事項」を申請内容として申

請させ，技術基準に適合していれば認可することとす

る。なお，「原子炉設計認証」を用いない設置者による申

請も従来どおり行いえるよう，現行の制度も並存させる。

6．原子炉安全の観点からの変更許可の要件
現在，設置許可の変更要件は，申請書本文事項の変更

と形式的に決められているが，これを原子炉安全の観点

から定めるため，技術基準に抵触する場合には設置許可

の変更を要することと改める。具体的には，技術基準に

抵触しない軽微な事項を届出とし，その他の変更は変更

許可を要することとする。

この届出は，変更があった日から30日以内とするが，

さらに些細な編集上の変更や図面の変更などは，27ヶ月

以内の届出（アズビルト）で足ることとする。なお，届出

の判断過程は，記録の保存を義務づけ，国の検査対象と

する。

7．乱立して複雑化した検査の統合
原子炉施設の工場等での製造には，製造事業者が一義

的な責任を有していることから，製造事業者の製造工程

を検査の対象とするベンダー検査を導入する。ただし，

原子炉施設全体の技術基準適合性に責任を有するのは設

置者であることから，ベンダー検査は製造事業者の品質

保証に係る検査に限定し，技術基準適合性は留保する。

また，新たに原子炉施設を新設しようとする場合，あ

るいは，変更許可が必要な場合には，合格をしない限り

原子炉施設の使用が出来ないとする停止条件付きの使用

前検査を実施する。なお，溶接検査は，ベンダー検査と

停止条件付使用前検査に包摂される。

さらに，包括的安全解析書の遵守状況の検査である事

業者監視検査を新たに導入する。事業者監視検査には，

技術基準の適合性，保安規定，核物質防護や保障措置な

ども含まれることから，定期検査，保安検査および保障

措置検査は廃止する。事業者監視検査は，事業者の申請

に基づく検査ではなく，規制が国民に対する説明責任を

果たすための規制の能動的な検査とする。

IAEA の安全指針 GS�G�1．3によれば，検査は，体系

的で事前に決められた計画検査と，不測かつ計画外の状

況や異常事象に対応して行われる対応型検査に大別され

る。前述の３つの検査は計画検査に分類され，我が国で

は対応型検査は立入検査の機能の一部として実施されて

いる。不測の事態に備えて立入検査は存続させることと

し，対応型検査である事故対応等検査を新設する。

この検査の新設・統合により，現行の各種の検査は，

ベンダー検査，停止条件付使用前検査，事業者監視検査，

事故対応等検査および立入検査に再編される。

8．環境放射線モニタリングの法制化
福島第一事故では，環境放射線モニタリングが有効に

機能しなかった。都道府県が実施している環境放射線モ

ニタリングの法的位置づけが明確でないこともこの一因

と考えられ，これを炉規法に取り込むこととする。具体

的には，環境放射線モニタリングを炉規法上の国の責務

とした上で，都道府県が法定受託事務として実施する。

各種公害対策と同様に，都道府県がモニタリングを行う

こととするが，原子力では施設の規制は国が行うことか

ら，都道府県に対する国の説明責任を法定化する。これ

により，都道府県が住民の安全確保をすることを規制法

上も明確化でき，国民の安全を守る国と住民の安全を守

る都道府県が，同じ立場に立ち安全確保を目指すことに

よって，規制がより信頼ある強固なものとなる。

周辺監視区域外の放射線の直接の確認手段である環境

放射線モニタリングを炉規法に位置づけることは，炉規

法の法目的を「放射線障害の防止」としたことからも正当

化される。なお，シビアアクシデントを炉規法に取り込

んだため，従来の原子力災害対策特別措置法第10条通報

は炉規法の守備範囲となり，同法の改正も必要である。

Ⅳ．組織に関する考察

本章では，安全庁の政府案を基礎として，その所掌範

囲や運営などについて，考慮すべき点や提言を行う。

1．独立性の問題
IAEA の安全指針 GSR Part１の要件４において，原
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子力の規制機関は，独立性を担保できる権限，人事，財

源を持たねばならず，政治や政府の他の組織からの圧力

から独立しなければならないとされている。不当に規制

を緩める圧力は当然排除すべきであるが，逆に技術的に

根拠のない規制の強化は被規制者の順法精神を損ないか

ねず，安全庁は独立して安全の観点から必要十分な規制

を実施することが求められる。

安全庁を環境省に設置した場合，許認可権者は安全庁

長官ではなく環境大臣となり，また，人事，機構定員や

予算も環境省の大臣官房の所掌となり庁独自に要求・管

理できるわけではない。保安院は，IAEA が求める「実

質的な独立性」を満たすため，許認可上の判断は資源エ

ネルギー庁などの意見に左右されず独自に行っており，

人事や予算なども，経済産業省からの独立性を満たすよ

う運用上の工夫がされていた。同様に，環境省も，許認

可の判断や人事，機構定員や予算については，安全庁の

独立性に配慮しその意向を尊重しなければならない。な

お，保安院は，財源を電源開発促進対策特別会計に依存

していた。安全庁も財源を同特会に求めるならば，特会

の枠を持っている文科省のように安全庁の別枠を用意し

移管するか，繰り入れられた一般会計から直接予算を配

分して，財源の独立性を担保する必要がある。可能なら

ば，IAEA の安全指針 GS�G�1．1に示されているよう

に，事業者からの許認可や検査などの手数料で原子力規

制の特別会計を設け，独自の財源を確保すべきである。

また，GSR Part１の要件４において，規制機関は，

政府各部門や政府機関に対し独立した助言ができなけれ

ばならないとされており，従来は，原子力安全委員会が

内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長への勧告権を

持っていた。環境大臣は，環境の保全に関する基本的な

政策に関する重要事項について勧告することができる

が，原子力規制は「環境の保全」であるか明確でなく，ま

た環境大臣は「基本的な政策に関する重要事項」だけしか

勧告権はなく，さらにテロ対策などの環境と係わりがな

い事項についての勧告はできないことから，原子力安全

に関する幅広い勧告権を付与することが必要である。

2．緊急事態対応についての問題
福島第一事故において防災対策が機能しなかった理由

は，敷地外への放射性物質の放散に対する防災計画や防

災訓練が実効的でなかったことにある。このため，関係

機関の役割分担を踏まえた防災計画の立案，部分的な非

通知訓練を含む実効的な防災訓練の実施，そしてその結

果の分析による防災計画の見直し・充実が不可欠であ

る。政府案は，保安院の原子力防災課の機能を拡張し緊

急事態専門官を置くこととしており，同専門官のもとで

訓練を積み重ねることによって，シビアアクシデント時

の防災対応を現実的なものとしていく必要がある。

また，防災体制全体についても，政府の事故調査・検

証委員会において検証・提言が行われるものと考えられ

るが，米国では，原子炉安全は NRC，退避等の外部活

動は FEMA（連邦緊急時管理局）と役割分担されてお

り，これを参考に以下の観点から原子力防災体制につい

て見直されるべきであろう。

� 安全庁は，原子力施設の安全確保に責任を持つ

� 退避等については，災害対策本部を中心として自

衛隊・警察などを統合して指揮するか，日本版

FEMA を新設する

安全庁は，�の原子炉の事故の収束の役割を担うとと

もに，�の他機関との連携業務，すなわち，放射性物質

の放散や拡散の情報伝達と，事故収束に必要な資機材の

入手や輸送の依頼を実施しなければならない。このた

め，安全庁と原子力災害対策本部の有機的連携は不可欠

である。大臣が防災対策本部の副本部長であれば，発言

力が増すというメリットはある。しかし，原子力や防災

に通じた大臣が常に選任されるわけではないこと，大臣

の任期はおおむね短いこと，原子炉事故の収束には原子

力に通じた専門性の高い者が当たることが適当であり，

必ずしも大臣が必要ではないことから，大臣と安全庁の

専門家の役割分担が必要となろう。また，国家安全保

障，すなわちテロ対策や保障措置などの観点から，安全

庁は内閣総理大臣と直結する機能を持つことも重要であ

る。

3．保障措置等の所管の問題
政府案では，放射線規制や保障措置などは文科省に残

し，安全庁に移管されないこととなっている。

しかし，研究炉や使用の規制が安全庁に移管された場

合，文科省は原子力施設に関する直接の知識（原子力研

究を行う傘下機関からの間接情報のみとなる）を得る部

門がなくなり，設計情報に基づいた適確な査察や，IAEA

が行う核開発国の査察への参加協力などを行う専門的な

知識を有する職員の保持・育成が可能か疑問である。

また，保障措置は，原子力の平和利用を担保する最も

重要な規制措置である。しかし，査察対象施設の４割弱

が大学や日本原子力研究開発機構などの文科省傘下の機

関であり，同省が査察という規制業務を実施することは

利益相反となる。さらに，文科省の査察は研究開発局とい

う推進部局の核不拡散・保障措置室で実施されており，

規制部門と推進部門の分離がなされていない。IAEA の

安全基準 GSR part１の要件４に反する可能性がある。

原子力規制が安全庁に統合される中，保障措置だけが

文科省に残ることは，我が国の平和利用の担保に対する

姿勢に疑念を招きかねず，同省に残すならば，残さねば

ならない積極的な理由と説明が必要である。

前章Ⅲ．で述べたように，IAEA の IRRS の指摘事項

である包括的安全解析書を導入すれば，保障措置は包括

的安全解析報告書の記載事項となる。安全庁と文科省が

設置許可を分割して審査することは現実的でなく，保障

措置関連の規制全体を安全庁に移管すべきである。
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また，放射性同位元素等の規制，放射線審議会および

原子力損害の賠償も，文科省に残されることとなってい

るが，これらも原子力規制を実施する安全庁に一貫化す

べきである。文科省は原子力規制の横割り機能がない一

省庁であり，教育と科学技術の振興を主たる業務として

いることから，原子力規制関連の業務を残さなければな

らない理由が不明である。特に，原子力損害賠償につい

ては，同省傘下の機関が原子力事故を発生し賠償に伴う

紛争を処理しなければならない事態も想定され，保障措

置と同様，文科省の所掌とすることは適当ではない。

4．専門性向上のための方策
政府案においては，職員の専門性向上のために，人材

の確保・養成，ノーリターンルールの採用などに加え，

研修機関の設置などを織り込んでおり，新たな組織を担

う人材の専門性の確保に配慮が払われている点は高く評

価される。詳細については，今後，制度設計がなされる

であろうが，その際，配慮すべき点について述べたい。

まず，ポストごとに，その職務を遂行するために必要

な専門性を明確にすべきである。個々人の専門分野や知

識・経験をもとに，必要とされる専門性に適した人事配

置をすることが求められる。ポストごとに資格審査する

ことが望ましいが，研修の合格とリンクさせることもあ

りえる。なお，研修は，将来の能力確保の約束ではある

が現在の能力の確認ではないことに注意が必要である。

配属された者の専門性などを，事後的にチェックする人

事考課を的確に実施しなければならない。

管理者は部下を指導し職務を遂行せねばならず，また

緊急時には先頭に立って判断・行動せねばならないこと

から，諸外国の規制機関と同様，上級管理者ほど高い専

門性が要求されなければならない。専門性が高く，国際

的な知見を持つ安全庁の各部門の責任ある職員が，国際

機関や海外規制機関のカウンターパートと伍して安全性

向上の議論を戦わすことができなければならない。

安全庁には，審査，検査，緊急時管理など，様々な業

務があり，職種ごとの給与体系と人事考課があることが

望ましく，いわゆる専門職人事制度を採用すべきであ

る。許認可や検査などの手数料をもととした独立した収

入源を持つ特別会計を新設すれば，給与体系も公務員の

それとは異なるものにすることが可能であろう。

また，国際機関や主要先進国，原子炉施設の輸出先国

などの在外公館に，原子力アタッシェを配することも重

要である。10人規模のアタッシェが配置されれば，常時

の海外規制機関とのルートを確保でき，安全庁の国際化

に貢献するのみならず，魅力あるキャリアパスの１つを

構成する要素になりうる。

5．地方自治体との関係の問題
安全庁は，環境放射線モニタリングの計画立案・調整

を実施することとなっている。また，地方との連絡調整

の重要性が増すことから，安全庁の地方組織の整備・強

化を行うこととなっている。

前章Ⅲ．で述べたように，現在の環境放射線モニタリ

ングは，その位置づけが明確ではないことから，炉規法

に取り込み安全庁の責務とし，法定受託事務として都道

府県が実施することが適切である。これにより，公害の

防止と同様に，安全確保に関する都道府県の役割が規制

法上明確にされる。

6．支援機関の問題
安全庁に関する政府案では，現在保安院の規制支援機

関であり高度の専門性を有する JNES を，安全庁の傘下

の独法とすることとされている。

政府案では，安全庁と JNES の役割分担が不明である

が，現在でも，両者のインターフェースがうまく取れて

いないのに，さらに専門性を高めた安全庁と，機能や規

模が同じような JNES が重層構造になると，両者の機能

が有効に連携できない恐れが高い。したがって，安全庁

と JNES は重層構造ではなく，一体として統合すること

が理想である。公務員の定員問題などで統合が困難であ

るならば，他国の例にならい，安全庁は許認可などを行

う小さな組織とし，その傘下に，規制権限を実質的に移管

された大きな独法を作るという構造とすべきであろう。

また，JAEA 安全研究センターや放射線医学研究所な

どの規制支援研究機関を，安全庁の傘下の研究所とし，

国力を総合して安全確保を図らなければならない。特に

JAEA 安全研究センターは研究費を保安院に依存してお

り，予算面からも傘下機関とすることが妥当である。
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はじめに

日本原子力学会をはじめとして，安全工学に関係する

40余りの学協会の共催，日本学術会議総合工学委員会主

催の「安全工学シンポジウム」が毎年７月上旬に開催され

ている。今年は日本機械学会が幹事学会となり開催の準

備が進められ，３月11日東日本大震災が発生した時点で

はプログラムはほぼ確定していた。

大会の中心となる特別講演２件，パネル討論２件は既

に決定されていたが，日本学術会議および実行委員会（実

行委員長 東京理科大学中曽根祐司教授）による検討によ

り，大震災を考慮した緊急特別企画を実施することと

なった。日本学術会議 広渡清吾副会長（現会長）による

「東日本大震災と日本学術会議」の特別講演を１件追加

し，シンポジウム初日一番に行われた。

さらに，表題のパネル討論を企画し関連各分野の専門

家にパネリストとしての参加を呼びかけた。大震災直後

で非常に多忙な時期であったにもかかわらず多数の方々

の参加を得ることができ，大変内容の濃いパネル討論を

実施することができた。

本報告では，そのパネル討論で各パネリストが指摘し

た課題とそれらをもとに討議された論点，今後の日本の

安全対策，安全の再構築のあり方について，できる限り

パネル討論の様子を再現しつつ述べる。

パネル討論の構成

コーディネータおよび司会は総合工学委員会・機械工

学委員会合同「工学システムに関する安全・安心・リス

ク検討分科会」委員長である著者が務めた。

第１のグループは，３件の話題提供で構成され午前中

に行われた。話題提供者・テーマは，総合工学委員会委

員長 東洋大学・矢川元基教授の「総合工学委員会からの

提言」，明治大学・向殿政男教授の「安全の理念と安全目

標」，上智大学グリーフケア研究所・高木慶子教授の「天

災・人災の渦のなかで生きる希望を探す」である。

第２のグループは，原子力事故関連の４件で午後２時

から開始された。話題提供者・テーマは，防災科学研究

所・藤原広行領域長の「地震ハザード評価の課題」，日本

原子力学会副会長 東京大学・澤田隆特任研究員の「福島

第一原子力発電所事故」，芝浦工業大学・後藤正志講師

の「原子力プラントの安全性」，日本アイソトープ協会・

佐々木康人理事長の「放射線の健康影響と防護体系」であ

る。

第３のグループは，地震・津波およびそれにより引き

起こされる火災，化学プラント事故関連の３件の話題提

供である。話題提供者・テーマは，東京海洋大学・岡安

章夫教授の「東日本大震災における津波被害」，京都大

学・田中哮義教授の「東日本大震災により明らかになっ

た地震火災の特徴と火災対策上の課題」，東京農工大学・

中村昌允教授の「東日本大震災と化学プラント」である。

質疑応答の後，最後に，三菱総合研究所・野口和彦理

事によるパネル討論のまとめとしての「安全におけるリ

スク論の適用と課題」の話題提供が行われ，その後，フ

ロアーを交えた活発な総合討論がもたれた。

安全の基本的側面に関する討議

最初の問題提起者の矢川教授は，構造物の強度上問題

となる部分は異種材料の節合部であるという基本的な事

実を JAL 123号機事故等の事例から示し，原子力のよう

な巨大技術には“人的な継ぎ目”が多数存在していると指

摘した。つまり，今回の福島原子力発電所の事故では，

地震と津波を扱う土木技術者と原子力プラント本体に係

Toward the Establishment of Safety―Issues come out in the

Great East Japan Earthquake and View Points for

Restructuring of Safety ; From a Panel Discussion in the

Safety Engineering Symposium 2011 : Takeshi MATSU-
OKA.
（2011年 ８月22日 受理）

安全の構築に向けて―東日本大震災より明らかに
なった課題と安全再構築の視点
「安全工学シンポジウム2011」パネル討論より

宇都宮大学 松岡 猛

本年７月に開催された日本学術会議主催「安全工学シンポジウム2011」において緊急に企画されたパネル討論

の討議内容についての報告である。パネル討論は「安全の基本的側面」，「原子力事故関連」，「地震・津波によ

る被害」の３つのグループに分け，最後に，リスクマネジメントの観点からの討議とそれに引き続いての全体

討論が持たれた。各話題提供者からはそれぞれの専門に基づく貴重な事実関係の報告および今後の安全再構築

に関する提言が出された。

770 報 告（松 岡）

（ 44 ） 日本原子力学会誌, Vol. 53, No. 11（2011）



る機械，電気，原子力工学などの技術者との人的継ぎ目

に問題点はなかったかの検証が必要と述べた。土木と建

築でも一見外部からはほぼ同一と見られている分野も内

部では全く風土が異なっている。ましてや，原子力，機

械，電気との風土の違いは相当なものである。

この継ぎ目の存在の原因は，科学が分科によって進歩

してきたことによる。加速度的に新領域が生まれるのは

科学の発展の宿命とさえ言える。細分化しすぎた科学の

弊害が顕著となり，多くの人工物でグローバルな見地か

らは最適でない，あるいは最悪となっている例も見られ

る。

細分化された知を再び統合する「知の統合」が科学の新

たなる発展，社会の要請に応えるために必要であり，理

念だけでなく具体的な方法論と方策の提言が求められて

いる点を強調した。「知の統合」の成功例として人文科学

と情報科学の「デジタル・ヒューマニティーズ」，医学と

工学における「ナノ・マイクロ・エンジニアリング」，人

文・社会科学と生物学，哲学と脳科学・心理学の事例が

述べられた。

明治大学の向殿教授は，安全の理念と安全目標の観点

から議論を展開した。絶対安全はあり得ない，想定外は

常にあり得る，人間はいつかは間違えるという基本的な

立場を述べ，「安全」とは危害または損傷の危険性が許容

可能な水準にあること，あるいは受け入れ不可能なリス

クが存在しないことと定義されていると説明。持論であ

る安全学の必要性を強調した。

今回の福島原子力発電所の事故についてもいわれてい

る「想定外」であるが，多くの場合は想定した上で対応す

る必要がないと判断している。それはコスト�機能�リス

クの大きさ等々を考慮して，ある基準（価値判断）に基づ

き，その対策を施す（配慮する，予想する）必要がないと

判断（無視をした）しているのだと指摘した。

この判断は，価値観に基づくものである。したがって，

判断の根拠，残留リスクを公開する（最悪の場合，どん

なことになるかを明らかにする）必要がある。新しい条

件や事実が見出された時には，早急に判断基準を見直し

て，新しい基準で判断すべきであると述べた。

「受動安全」は何もできなくなったら安全となり，「能

動安全」は安全を保つために何かし続けることと言え

る。

リスクの極めて高いシステムに関する安全設計思想を

明確にする必要があり，原子力発電に対する日本の選択

はフェールセーフ，受動的安全の実現であり，それがで

きないならば，原発ゼロ（全くない）という選択肢もあり

得るとの意見を向殿教授は示した。

日本は安全性，信頼性を国是とする選択をとり，「情

報の開示・隠さない」を安全・安心の基本とすべし。

パニックに陥らない冷静な判断，国民の安全文化（安

全意識，リスク感覚等）の醸成が必要である。

企業（国，事業者）は安全の達成を追及しているが，顧

客（国民）は安心を求めている。安全は客観的，数量的な

アプローチを目指して発展してきた，一方，安心は主観

的要素が強い。そのため国と国民でかみ合わない面が存

在する。今後，「最悪の場合にはこのような危害が発生

するという情報が公開されていること」と「残留リスクに

ついての理解・合意・納得等が得られていること」が必

要であると指摘。

上智大学グリーフケア研究所長の高木慶子特任教授は

「天災・人災の渦の中で，生きる希望を探す」の題目のも

と，今回の大震災に遭われた人々の支援について述べ

た。会場の大多数の工学関係者とは全く異なる視点から

の強烈な意見で，非常に深く考えさせられ，また反省さ

せられた。

災害による悲嘆は種々の喪失体験から生じる。今回の

ような巨大災害時には重複する種々の喪失が存在する。

その中で最大のものは家族との死別である。それに続い

て，身体的喪失，所有物の喪失，環境の喪失，役割の喪

失，自尊心の喪失，安心と安全の喪失が続く。

災害の種類によって悲嘆の状態が異なってくる。自然

災害の場合は自責の念が非常に長く残り，人為的災害の

場合は，加害者が存在するため複雑な悲嘆状態が長引

き，身体的障害の発生，病気となる場合もある。

悲嘆者への支援の根本は，悲嘆者に寄り添うことにあ

る。寄り添うとは悲嘆者のすべてを受け入れることであ

り，悲嘆者を評価しないことである。寄り添うことによ

り悲嘆者の話をすべて聴くこととなる。人は話すことに

より気持ちが落ち着き，考えがまとまり，生きる力と意

味が湧いてくる。

次善の支援方法は，サポートグループ，自助グループ

への参加である。同じ体験をした者同士で体験を分かち

合うことで心が癒される。

災害で受けた心の傷の癒し・希望の発見は，大自然，

文化芸術，宗教的儀式，人類の歴史的遺産等により達成

されると述べ，次の２つの歌詞を会場に流し，寄り添う

心の本質を示した。

「故郷―ふるさと―」，「You Raise Me Up」

福島第一原子力発電所事故に関する討議

福島第一原子力発電所事故の原因となった地震のハ

ザード評価の課題について，防災科学技術研究所の藤原

広行領域長より話題提供があった。

防災科学研究所の地震観測網の紹介とそれによる東日

本大震災地震の地震動分布の広がりの様子が動画で示さ

れた。さらに，地震による地盤のすべり量分布図，地震

の概要が示され，本地震の最大すべり量は25 m であっ

た。

阪神・淡路大震災を契機として，地震調査研究推進本

部が政府の機関として設置され，平成21年７月には250

771安全の構築に向けて―東日本大震災より明らかになった課題と安全再構築の視点

日本原子力学会誌, Vol. 53, No. 11（2011） （ 45 ）



m メッシュの「全国地震動予測地図」が，Web 上で地震

ハザードステーション（J�SHIS）として公表されてい

る。

評価対象の地震の一つは海溝型地震，もう一つは活断

層による地震である。海溝型の地震に関しては，地震の

発生域と規模，そこで発生する地震の繰り返し間隔に関

しては，ある程度解明できたとの思い込みがあり，今回

の東日本大地震を予測していなかった。今回の地震動の

発生を考慮した予測地図が，現在更新されている。

数百年あるいは千年以上の間隔を持って発生する地震

は，仮にその規模が大きくても，対策を講ずるべき地震

としての優先順位は，相対的に低く見積もられる傾向が

あった。数千年に１度くらいの頻度の事象までを考慮に

入れた海溝型地震の評価がなされていれば，今回の M

9．0の地震そのものの予測は無理としても，ある程度の

規模の地震を想定することができ，それらに基づいた対

策を立案することの可能性はあった。

ハザード評価の本質的に難しい部分は，不確実な部分

をいかに評価するかということで，いわゆる専門家と呼

ばれる人々が集まると，わかっている部分をいかに詳細

化し精密化するかという議論に置き換わる場合が多く，

ここに落とし穴があった。

今後の海溝型地震の長期評価の高精度化として以下の

点が示された。�過去の地震の規模や活動についての高

精度評価のため，津波堆積物調査，海域における活断層

調査等の成果をより積極的活用，�プレート運動におけ

るひずみや応力等の現状をより高精度で把握し，評価す

るため，海底の地殻変動等の調査観測の結果の積極的活

用，�プレート領域間で連動する地震について，領域間

の相互作用も考慮した評価，�防災に活用されるよう，

評価の内容や示し方の検討，�津波について，事例整理

だけでなく，津波高さや浸水域等を評価する方法や，そ

の示し方の検討。

次に，本学会副会長の澤田隆氏より福島第一原子力発

電所事故の概要が説明され，会場の参加者全員が現状の

原子炉状態について共通の認識を持つことができた。

まず，福島第一発電所の位置，概略仕様，構造の説明

があり，事故の原因となった地震動の観測値が示され

た。２，３，５号機で基準地震動を上回っていた。

津波高さは，福島第一では設計津波水位を大きく上回

る15 m であった。津波来襲後のサイトの写真が示され，

海水ポンプ，重油タンクが流失していることが見て取れ

た。

地震直後，全炉でスクラム成功。一方，外部電源は喪

失，全号機で非常用 DG の自動起動が行われた。１号機

は非常用復水器が自動起動，２，３号機は隔離時冷却系

を手動で起動した。

津波後，１～４号機の非常用 DG が機能喪失し，全交

流電源喪失の状態となる。原子力プラントの過酷事故を

評価する MAAP コードによると，炉心損傷時刻は，１

～３号機でそれぞれ，事故発生後４時間，77時間，42時

間と推測されていることが紹介された。現状（７月７日

現在）ではいずれも燃料の大部分は原子炉圧力容器内に

とどまり，冠水して固体状態で冷却されている。今後，

大規模な放射性物質放出につながるような事象の進展は

ないと考えられると報告された。

原子力事故収束のロードマップとして，当面の取組み

とその意味，その後の長い道のりの説明がなされ，すべ

ての事後処理には10～30年を要するとのことであった。

さらに福島第一原子力発電所事故に関連して，元東芝

の技術者であった芝浦工業大学の後藤政志非常勤講師か

ら「原子力プラントの安全性」の題目で議論がなされた。

福島原子力発電所事故では，止める，冷やす，閉じ込

めるという３原則がくずれ，原子力安全システムが崩壊

し過酷事故（シビアアクシデント）となってしまった。起

こりえないはずのシビアアクシデントが起きてしまった

以上，小手先の対策では無理。抜本的な安全対策，プラ

ントの安全設計の見直しの必要がある。

今回の事故では格納容器は一時的に危ない状態となっ

たと認識しているとのことであった。また，格納容器ベ

ントは究極の選択で，意図的に放射能をまき散らすこと

になるとの指摘がなされた。

福島事故は直接的には地震と津波だが，それに機器の

トラブルと人為的なミスが重なったことが原因で発生し

た。シビアアクシデントの発生確率が小さいとして無視

したことが最大の問題であった。

以上の議論に基づいて，原子力プラントについて，「最

大規模の地震に対する全プラントの評価を実施すべき」

との提言をはじめとして，主として技術的側面について

の多数の緊急提言が後藤氏より出された。

福島原子力発電事故による放射線影響が多くの国民の

大関心事となっているが，この面について日本アイソ

トープ協会の佐々木康人理事長より「放射線健康影響と

防護体系」という説明がなされた。

放射線の健康影響には２タイプがある。一つは，症状，

徴候が現れる身体的障害（確定的影響）で，１シーベルト

以上で現れ，症状ごとに「しきい線量」が存在する。

もう一方は将来，がんが発生する可能性（リスク）が高

まるかもしれない影響（確率的影響，晩発影響）で「しき

い線量」がないと仮定して扱う。現在，問題となってい

るのはこの低線量の確率的な生物影響である。現状では

十分な知見がないので，生物影響機構についての細胞・

遺伝子レベルの研究を進める必要がある。

わが国の放射線防護管理規制は，ICRP の勧告，IAEA

の提案する基準に基づいて作られている。

放射線被ばくは，①職業被ばく，②公衆の被ばく，③

患者の医療被ばくに分類されており，各分類の線量は加

算しないこととなっている。 被ばく状況も①計画被ば
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く状況，②緊急時被ばく状況，③現存被ばく状況に分類

されている。

新しい線源の導入や古くからの被ばくを低減するに当

たっては利益＞損失を達成させる必要がある。また，各

状況における被ばく線量の管理は，線量拘束および参考

レ ベ ル を 用 い て ALARA（as low as reasonably

achievable）原則を用いる。今回問題となっている非常

時（緊急時被ばく状況）の対応では，①重篤な身体的影響

の回避（2，000ミリシーベルト以上），②予測線量，回避

線量，残存線量の推定・初期対応を実施する。

対応作業者の参考レベルは

＜100→＜500→＜1，000ミリシーベルト

公衆の参考レベルは 20～100ミリシーベルトの範囲

内で決める，となっている。

内部被ばくの対応は以下の原則に基づいて行う。�放

射能汚染物に触れない。摂取しない（吸入，経口摂取，

傷），�摂取量と放射性同位元素（RI）の種類同定，�生

理的モデルを用いて算出した換算係数を用いて全身の被

ばく線量（実効線量）と臓器線量（等価線量）の推定（預託

線量）を実施，�低減化の実施（ヨウ素剤，プルシアンブ

ルー，下剤，利尿剤，キレート剤等）。

復旧期においては，現存被ばく状況を１～20ミリシー

ベルトの範囲内でそれぞれ実現すべき。

以上，最新の国際知見に基づいた放射線被ばくの管理

基準の説明が行われ，現在，国民が関心を寄せている原

発事故による放射線レベルの意味の理解にとって有意義

な情報となった。

地震および津波の被害に関する討議

東京海洋大学の岡安章夫教授からは，津波被害の実態

報告と津波対策の観点からの安全再構築の提案があっ

た。

東北太平洋沖の過去の大きな地震には1611年慶長三

陸，1896年明治三陸（M 8．5），1933年昭和三陸（M 8．1）

があり，津波被害では869年の貞観津波，1960年のチリ

津波があった。古文書，堆積物の調査から1000年に１回

程度の津波があると推測される。

今回の津波波源域は震央を中心として南北550 km，

東西200 km であることが示された。津波は上側に載っ

たプレートの東方向へのすべりとともに海水が上方へ持

ち上げられることにより発生した。沖合に設置された

GPS 波浪計ではいずれもピーク時に７m ほどの潮位上

昇がみられている。

波浪警報は，14時49分の第１報では岩手県３m，宮城

県６m，福島県３m，茨城県２m であったが，15時14分

の第２報ではそれぞれ６m，10 m 以上，６m，４m に

修正され，15時30分の第３報ですべて10 m 以上となっ

た。その時点で津波はほぼ到達していた。

津波痕跡高は岩手，宮城県海岸でほとんどのところが

20 m を超え，ところにより40 m に達する遡上高が見ら

れた。岩手県，宮城県，福島県の海岸堤防・護岸約300

km のうち約190 km が全壊，半壊してしまった。

人口に対する死者・行方不明者の率は大槌町10．5％，

陸前高田市9．1％，南三陸町6．9％，女川町9．1％であっ

た。

航空写真，地図，現地被害写真を用いて陸前高田市，

大槌町，山田町の被害状況が説明され，そのなまなまし

さ，被害の大きさが改めて実感させられた。

土木学会津波特定テーマ委員会の報告に基づく以下の

提案が紹介された。�津波のレベルを２種類設定する。

一つは海岸保全施設で対応する津波（津波防護レベル），

もう一つは街づくりと避難計画をあわせて対応する津波

（津波減災レベル）である，�海岸保全施設を一定程度超

えて越流した場合も破壊・倒壊しにくい施設設計をす

る。復興において配慮すべきこととしては，�津波の高

さを精度よく確定することは限界がある。随時見直しが

必要，�盛り土構造の活用，地域計画，土地利用規制に

よる多重的な防護機能が必要，	避難計画は津波減災レ

ベルを基本として再構築する，等が挙げられた。

京都大学防災研究所の田中哮義教授からは地震時の火

災についての貴重な報告があった。

大地震時には同時的に火災が多発することは過去に頻

繁に経験され，記録も多く残っている。しかし，海洋プ

レート型地震に伴う火災の記録は少なかった。今回の地

震は，海洋プレート型巨大地震における火災の様相に接

した初めての震災といえる。津波被害に比較して注目度

は低いものの，発生した実に様々なタイプの火災は多く

の課題を提起している。

津波と関係しない従来型地震火災として関東内陸部の

出火データをみると，地震動による家屋被害の程度に対

しての出火数は阪神大震災における神戸市での出火に比

較して10～1，000倍も大きい。今後の分析が必要である。

津波が大きく関与し，広域に延焼拡大した火災は岩手

県から宮城県にかけての三陸沿岸域に集中している。

気仙沼市の大規模火災では，湾上を火のついたオイル

が漂流し，湾の奥に流れ着き，津波で浸水した市街地に

入り込むことで，大規模な市街地火災をもたらした。

大槌町，山田町，田老地区の火災は，津波で流されて

きた家屋や種々の瓦礫，車両などが，津波の引いた後に

可燃物の堆積として市街地上を一面に覆い尽くし，その

中に何らかの理由で火のついた瓦礫が元となり火災が始

まった。最初は大した火災ではなく，通常なら簡単に消

火できるが，消防車も消火栓も使えず，津波の危険の中

では成す術もないうちに拡大して，津波に耐えた家屋も

巻き込みながら拡大してしまった。

石巻の門脇地区では，住民が避難のために乗ってきた

乗用車が多数駐車されていた。そこに津波が押し寄せて

きたため，車が激しくぶつかり合い，出火したといわれ
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る。その火は避難場所である小学校に延焼し，拡大して

市街地火災となっている。

多くの産業火災も発生している。千葉県市原市の石油

コンビナート以外に製線工場で危険物施設火災が起こっ

ている。宮城県では仙台市の印刷工場および石油コンビ

ナート，石巻市の女川発電所タービン建屋，多賀城市石

油コンビナートの製油所，福島県では南相馬市の原町火

力発電所のオイル棟の火災などが起こっている。

津波と火災と，一見相反するような災害事象が同時

に，また特に稀でもなく起こり得ること，津波により市

街地は道路も空き地も建物の敷地も区別なく可燃物に覆

い尽くされること，そこに火災が発生したら消火の術が

ないこと，避難場所あるいは津波避難ビルといわれるも

のは火災の危険を無視して計画してはならないこと，

等々の重要な教訓が示された。

東京農工大学の中村昌允教授からは，今回の地震によ

る化学プラント事故についての報告と提言があった。

鹿島コンビナートで，コンビナートの原料供給源のプ

ラントが停止したために，約２ヶ月間の操業停止となっ

たが，下流側の被害は比較的軽微であった。被害が目立っ

たのは液状化地域にあったプラントである。

千葉コンビナートでは，コスモ石油を除いて大きな被

害はなかった。コスモ石油千葉製油所での火災は，今回

の地震による化学プラント火災では最大規模で LPG 球

形タンク15基が損傷し鎮火まで10日間を要した。出火原

因は，定期点検中で比重の大きな水をタンクに満たして

いたため，地震時大きな荷重が加わり，タンク支柱が座

屈し配管を損傷。漏れ出たガスが爆発炎上したためであ

る。

この事故については，緊急遮断弁が常時「開」の状態に

なっていたことが判明し，経済産業省より，高圧ガス保

安法により緊急遮断弁の設置を義務付けられている事業

者に対し，緊急遮断弁は，必要な時に安全に，かつ，速

やかに閉止できる状態を維持しなければならないという

注意喚起が行われた。

市原のコンビナートでも液状化が発生し，護岸，配管

に大きな被害が出ている。

今回の地震による化学プラント事故の特徴は，製造設

備本体は比較的軽微な被害であった。これは耐震強度を

余裕をもって設計していたことが大きい。配管はゆがん

だり湾曲をした部分もあるが，漏えい等にはつながって

いない。これは配管が熱膨張等を考慮した緩みをもって

作られていたためである。

中村教授からは以下に記す提言が出された。

すべてのリスクに対応する設備投資は難しいので，残

存リスクの情報共有と重大事故にならない対策が必要で

ある。自家発電の非常用電源の整備が重合反応装置の暴

走を防ぐうえで重要であり，今回は，過去の重大事故の

教訓を活かして対策が取られており大事に至らなかっ

た。

リスクベース管理を実施しているが，その基準の見直

しが必要である。深刻な被害とは何かの合意を形成し，

これについてはいかに発生頻度が低くても許容不可とし

なくてはならない。

緊急時には専門的事項の決断は現場に委ねることを

ルール化しておくべきである。

安全におけるリスク論の適用と課題

最後に，三菱総合研究所の野口和彦理事によりリスク

マネジメントの観点からの総括的な議論がなされた。

「津波への対応」，「原子力の安全対策」など，直接経験

した事象に対する断片的な反省に終始すると，別のタイ

プの災害事象での大きな被害を防げない。日本における

安全，リスク対応の構造的課題が，今回の大災害の発生

という厳しい現実として突きつけられたという視点で議

論する必要がある。

今回リスクマネジメントは機能していたかとの問題提

起がなされ，「経験してきたことや対策可能な事象のみ

をリスクとして取り上げてきた。」，「リスク分析におい

て，多様な専門知識とその知識を総合的に活用する技術

とシステムが十分でなかった。」点が指摘された。

また，安全を前提としたリスク評価が往々にして実施

されている。その結果，低減できないリスクの存在が許

容できなくなり，危機管理の対象とすべきリスクとして

取り上げない，危機的リスクを「想定外」と捉えるという

現象が起こってしまう。

野口氏も向殿教授と同様に，想定外について２種類の

想定外があることを指摘している。つまり，「想定でき

なかった」と「想定しなかった」である。

低減対策がなくとも，保有しているリスクを認識して

いないと，危機管理はできない。少しでも被害を小さく

するという意識が重要である。リスクマネジメントは，

社会生活を営むためにどういうリスクなら許容可能であ

るかを決定するために実施するものである。

リスクマネジメントのあり方として野口氏は以下を指

摘している。

多様な視点でリスクを認識することができるリスク分

析の専門家を育てる必要がある。ここでいう専門家は

PSA の専門家ではない。

リスクを発見し対応するということは，限られた知識

の中でもこのようなリスクを発見できたという謙虚さが

前提であり，見つけた以外のリスクがないことを保障す

るものではない。

リスクマネジメントや安全分野では，社会の変化に遅

れをとらないように，常に技術向上の継続が重要であ

る。

774 報 告（松 岡）
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まとめ

本年７月に開催された「安全工学シンポジウム2011」に

おいて緊急に企画されたパネル討論内容をまとめた。

パネル討論は５時間にわたる長時間であり，話題は大

きく３つのグループに分けられた。「安全の基本的側

面」，「原子力事故関連」，「地震・津波による被害」であ

る。最後に，リスクマネジメントの観点からの示唆に富

んだ議論と全体を通じての総合討論が持たれた。

各話題提供者からそれぞれの専門に基づく貴重な事実

関係の報告および今後の対策に関する提言が出された。

これに対し会場の参加者からも熱心な意見が多数出てき

た。紙面の関係，および大変多岐にわたる議論が持たれ

たため討論の詳細は記載できなかったが，本文記載内容

から当日の会場の雰囲気をご推察頂ければ幸いである。

今回のパネル討論では各種の重要な問題提起がなされ

ているので，この企画を今回限りにせず，安全，リスク

マネジメント推進の輪を広げていきたいと考えている。

日本原子力学会をはじめ関係各学協会のご協力を頂きた

くお願いする。

学会誌への投稿原稿の扱いについて
―採否に関する判断条件―

編集委員会

学会誌への投稿は，それに先立ち記事提案書（学会 HP に記載）の提出が必要となります。提出された記事提案書
は編集委員会で審議し，通過したものについて（投稿）原稿を提出していただくことにしています。

編集委員会では，会員の皆様から寄せられる投稿原稿，投書には，謙虚に耳を傾け誠実に対応するようにしてい
ます。

記事の内容については，著者に責任がありますが，学会誌へ投稿された原稿を記事として掲載するかどうかにつ
いては，編集委員会が判断いたします。編集委員会が下記のいずれかに該当すると判断した記事提案書（場合によっ
ては，記事提案書に基づき執筆された投稿原稿）については，記事として掲載することをお断りすることにしてい
ます。
（１） 事実を無視し，あるいは歪曲した意見。
（２） 文章に論理性がなく，意味不明な場合。
（３） 掲載することにより，学会の品位に傷がつく恐れがある場合。
（４） 良識に欠けると思われる意見。例えば，個人あるいは組織への中傷・誹謗，一方的な極め付けなど。
（５） 美醜，好悪に類する判断が求められている場合。
（６） すでに掲載された記事と同様の内容を繰り返し主張している場合。
（７） 商業的な広告・宣伝などを目的とする場合。
（８） 会員にとって掲載する意味がない。
（９） 内容がタイムリーでない。
（10） 内容が正しいかどうか判断できない。
（11） 関係する機関の了解が得られていない。
（12） 余り期間を空けない同一者からの投稿。

（註１）記事提案書の審議結果については約１か月で事務局よりお知らせいたします。
（註２）掲載否の場合，該当事由の番号をお知らせしますが，それ以上の説明は致しません。また，編集委員会に対する常識

を欠いた要求＊が求められた場合にも返答いたしません。
＊例えば，極めて短い期限での返答の要求，守秘義務に反する情報開示を求めたりする場合など。

（2009年７月３日改定）

著 者 紹 介

松岡 猛（まつおか・たけし）
宇都宮大学

（専門分野�関心分野）システム工学，信頼
性工学�各種大規模システムの安全性確保
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我々の日常生活において，「最適化」という概念はいた

るところで使われている。例えば，個人の仕事の最適な

スケジューリングや，目的地までの交通機関の最短経路

での乗り継ぎの選択などである。このために様々な電子

的なツールもあるが，何もこれらに頼らずとも人間の経

験則による処理能力で十分な対応が可能な場合も多い。

一方，総合技術といわれている原子力分野でも，当然の

ことながら，機器設計の最適化，原子燃料の炉心内配置

の最適化，放射線防護の最適化，核燃料サイクル全体の

最適化など，さまざまな最適化問題が存在する。事実，

当学会の会誌および和文論文誌の2000年以降の記事を検

索しても，そのタイトルに「最適化」という用語を用いて

いる論文や解説記事だけでも十数件にのぼる。これらが

扱っている最適化問題は，いずれも大規模・非線形・多

目的・階層構造・不確実などの特徴を持ち，それらの問

題に対して効率よく解を見つけ出すためには，コン

ピュータを用いた高度な情報処理手法を必要とする場合

が多い。

ところで，こうした最適化のための計算手法は，旧来

のものは数理的な根拠に基づいて理論的な洞察を経て開

発されてきたのに対して，近年では，科学技術上の複雑

な最適化問題の解法にも，必ずしも数学的な理論に頼ら

ずに，人間や生物の挙動を単に模倣した手法により解を

探索する「発見的手法」が登場し，実際問題に適用されて

きている．これらの手法は，ギリシャ語の「発見する」と

いう意味の“heuristiskein”を語源とし，「ヒューリス

ティック手法」とよばれ，解の探索性能を比較的簡便に

向上させるアルゴリズムの総称として，多くの人にすで

に認知されている．そこで，本解説シリーズでは，この

ような実際の原子力分野における複雑な最適化問題にも

有用なヒューリスティックな最適化手法とモデリングに

ついての紹介を行う。

このような「ヒューリスティック最適化手法」は，等高

線が地図にない未開地における，複雑な地形をした未踏

の最高峰を極める登山に喩えることができる。例えば，

図に示すような登山をイメージしてほしい。従来手法で

は，ある地点から一人の登山者が正確な地図情報をもと

に標高の高い方へと少しずつ上っていき（例えば図の

ルート A），一つの頂上（頂上 A）にたどり着いたら，最

高峰へは到達しないままそこで登山を終了してしまうこ

とに相当するのに対し，ヒューリスティック手法では，

複数の登山者がそれぞれ異なるルート（例えば図のルー

ト１～４）で登りながらも，それら全員が登山隊の構成

員として情報交換しあいながら同時に挑んで，未知の最

高峰へ到達しようとすることに喩えることができる。こ

のとき，どのような組織体制でどのような情報交換を行

うと最高峰に効率的に到達できるかは，それを保証する

理論はまったくなく，まさに経験的知識によらざるをえ

ない。そのため，シミュレーションを通して効率的に評

価するためのさまざまな手法が提案され，準最適解を効

率よく見つけることが可能である。また，こうした手法

の理解には，大学の一般教養レベルの数理的知識で十分

であり，また計算実行のためのプログラミング能力も初

等レベルの技能で十分であるという利点もある。

今回，第２回および第３回の解説において，ヒューリ

スティックな最適化手法としてその計算性能がある程度

評価されている PSO（Particle Swarm Optimization）や

DE（Differential Evolution）について紹介し，また後半に

おいて，これらを用いたモデリング手法について解説す

る。モデリング手法では，理数系ならばどなたも熟知し

ている「最小自乗法」とこれらのヒューリスティック手法

を組み合せることの新たな可能について紹介する。

ユーザにとって理解が平易でしかも性能がある程度優

秀なヒューリスティックな手法を，原子力分野の最適化

問題に適用してカスタマイズしていくことは，原子力分

野の発展に有意義であると思われる。とくにいかなる自

然災害があろうとも，２度と重大な事態に至らない原発

システムの構築のために，本手法がロバストな構造物の

レイアウト最適化に応用されることを願っている。な

お，今回の第１回目は，最適化問題と手法を理解するた

めに必要な基本的な知識の確認であり，本解説の本題に

は至らないものであるが，その内容は大学２・３年生を

対象とした「最適化」に関する教科書の冒頭の部分をさら

に丁寧に解説してあり，大学入学時点の数学の知識ない

しは大学１年で習得する数学の知識で十分理解していた

だけるものと信じている。

（慶応義塾大学・相吉英太郎，千葉大学・岡本 卓，

テプコシステムズ・小林容子）

解説シリーズ
「ヒューリスティックな最適化手法とモデリング」の開始
にあたって

未踏の最高峰を目指す登山
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Ⅰ．はじめに

最適化問題は，原子力分野（たとえば文献１））を含む

様々な工学の分野で定式化される問題であり，これを解

く最適化手法は，最適化問題の中でも解法が確立されて

いる線形最適化問題や凸型最適化問題（これらの定義な

どは後述）を対象として，数理的な解析を踏まえて計算

性能の優れた手法が開発され，身近なソフトウェアのソ

ルバ（Solver）機能として実装されるに至っている。たと

えば，

� Microsoft Excel 2010のソルバ機能

� GNU Octave の Optimization 機能

� サイバネットシステム社の Optimus

などをあげることができる。これらは，より複雑な関数

を有する問題，より変数の数が大きい大規模な問題が，

より早い計算時間で，より精度よく解けるように，つね

に改善されている。しかし，すべての問題に対して，万

能な手法やソルバというものはなく，解きたい問題に適

切な手法を選ぶ必要がある。

ここで，機械部品の設計問題のベンチマークである「コ

イルバネの最適設計問題」を取り上げてみよう２）。この問

題は，本解説の〔付録１〕で記したような問題で，バネの

ワイヤの直径，コイルの直径，アクティブなコイルの数

を設計変数として，コイルバネのたわみやせん断応力に

関する機械的制約を考慮しながら，バネ全体の重量を最

小化する問題である。この問題を，上記のソルバ機能の

１つを利用して，４通りの初期試行点を与えて解いた結

果を第 1表に示す。この表のように，この問題では，与

える初期試行点が異なると，試行ごとに，異なる解候補

が得られてしまい，ここに最適化の難しさの一つがあ

る。これは，凸性の仮定のもとで，局所的最適解が唯一

であることを前提としているため（凸性や局所的最適解

の解説については後述），複数の局所的最適解の中で一

番良い大域的最適解を抽出する機能が，古典的な最適化

手法には本質的にはないためといえる。これに対して，

大域的最適解を得る保証が数理的にはなされていないに

も関わらず，大域的最適解かそれに準じる良好な解を実

用的な計算時間で発見的（Heuristic）に探索することが

できる手法が，「ヒューリスティック最適化手法」と称し

て，近年提案されてきている。

本解説では，原子力分野のシステムの設計・計画の場

において，最適化手法を少しでも役立てていただくこと

を目的として，第１表のように異なる解候補が得られて

しまう理由や，このような状況でも，優れた解を得るこ

とが期待されるヒューリスティックな最適化手法を可能

なかぎりわかりやすく解説する。

Heuristic Optimization and Modeling�：Optimization

Problem : Eitaro AIYOSHI, Takashi OKAMOTO, Yoko
KOBAYASHI.
（2011年 ５月13日 受理）

「最適化問題」は，システムの設計・計画・運用などの場面において定式化され，それを解く

計算手法である「最適化手法」が数多く開発されて実際に用いられている。４回にわたる本解説

では，最適化問題に関する基本的な解説から始め，近年話題となっているヒューリスティック

な手法を古典的手法と対比する形で解説するとともに，最適化手法の基礎的な応用分野の一つ

である，関数や写像を近似するモデリング手法まで言及する。第２回以降の内容は次のとおり

である。「第２回 古典的手法と Particle Swarm Optimization」，「第３回 遺伝的アルゴリズム

と差分進化法」，「第４回 ヒューリスティック手法を用いたモデリング」。

解説シリーズ

ヒューリスティックな最適化手法とモデリング
第 1回 最適化問題とは

慶應義塾大学 相吉 英太郎，
千葉大学 岡本 卓，㈱テプコシステムズ 小林 容子

第 1表 コイルバネ最適設計問題をソルバで解いた結果
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Ⅱ．最適化問題と最適解

1．最適化問題の記述
一般に最適化問題は，

「M 個の不等式

gm（x１，…，xN）�０，m＝１，M

および，L 個の等式

hl（x１，…，xN）＝０，l＝１，…，L

を満たす N 種類の変数の組（x１，…，xN）の中で，関

数

f（x１，…，xN）

を最小にするような最適解（x1
o，…，xN

o）を見つけよ」

と言明され，簡潔に

x１，…，xN

min f（x１，…，xN） （１a）

subj.｜to gm（x１，…，xN）�０，m＝１，…，M （１b）

hl（x１，…，xN）＝０，l＝１，…，L （１c）

と表現される。ここで，x１，…，xN は決定変数，f は目的

関数とよばれる。また，（１b）式は不等式制約条件，（１c）

式は等式制約条件とよばれ，両者をまとめて単に制約条

件とよび，g１，…，gM，hl，…，hL を制約関数とよぶ。記述

を簡略化するために，ベクトル表示，x＝（x１，…，xN）T，

g＝（g１，…，gM）T，h＝（hl，…，hL）T を用いると，問題（１）

は

x
min f（x） （２）

subj.｜to g（x）�0，h（x）＝0
と記述される。なお，本解説では，最小化問題をつねに

想定するが，目的関数 f（x）を最大化する場合は，－f（x）
を最小化する問題を考えればよい。

ところで，関数そのものは実数値をとる変数空間全域

で定義されても，変数空間のある領域以外では最適化問

題として意味をもたない場合がある。このような最適化

問題として意味を持つ変数の領域を X で表すことにす

る。たとえば，すべての変数が負の値をとらない場合は，

X＝｛x｜xn�０，n＝１，…，N｝ （３）

すべての変数が閉区間［０，１］に限定される場合は，

X＝｛x｜０�xn�１，n＝１，…，N｝ （４）

である。さらに，すべての変数が０または１の２値しか

とらない場合は，

X＝｛x｜xn＝０or１，n＝１，…，N｝ （５）

であり，すべての変数が整数値しかとらない場合は，

X＝｛x｜xn∈｛０，１，…｝，n＝１，…，N｝ （６）

と表すことができる。このように，変数のとりえる値が，

問題（２）の不等式や等式以外にも限定される場合，

x
min f（x）

（７）
subj. to g（x）�0，h（x）＝0，x∈X

と記述する。なお，問題（７）における集合

S＝｛x∈X｜g（x）�0，h（x）＝0｝
は，許容領域（許容集合）または制約領域（制約集合）とい

い，その要素を許容解という。

ところで，最適化問題は，

� 変数が連続値をとる連続変数最適化問題

� 変数が離散値をとる離散変数最適化問題（たとえ

ば X が（５），（６）式の場合）

に大別されるが，本解説では，連続変数最適化問題とこ

れらに関連する話題のみを扱うことにする。なお，離散

変数最適化問題については，たとえば文献３）を参照し

てほしい。また，離散値と連続値の両方をとる２種類の

変数からなる混合変数最適化問題もあるが，本解説では

扱わないことにする。

関数 f，g，h が，たとえば，

f（x）＝（9 －4）
�

�

�

�

x１

x２

，g（x）
�

�

�

�

＝
１ 6

5 7

�

�

�

�

x１

x２

－
�

�

�

�

－１

4
，

h（x）＝
�

�

�

�

3 －１

9 8

�

�

�

�

x１

x２

－
�

�

�

�

８

－６

のように線形関数で与えられるとき，問題（７）は線形最

適化問題とよばれ（一般には「線形計画問題」ともよばれ

るが，本解説では「最適化問題」という用語を用いること

で統一する），これをベクトル・行列表現を用いて一般

化すると，

x
min c T x

（８）
subj. to Ax�b，Cx＝d，x∈X

と定式化される。ただし，標準的な線形最適化問題の場

合，領域 Xは，（３）式で与えられる。線形最適化問題

は，企業活動や軍事活動の場において，資源（設備，労

力，時間，資金，資材など）を最大限，かつ効率的に配

分する問題として，いわゆるオペレーションズ・リサー

チ分野で頻繁に登場する問題である。そして，この問題

を解くための手法として，古典的な単体法（シンプレッ

クス法）のほか，近年では，問題を高速に（決定変数の数

N の多項式オーダの計算効率で）解く手法として内点法

が研究され，それらは，ソルバとして実装されるに至っ

ている（内点法については，文献４）を参照）。

また，関数 f が

f（x）＝２x
２
1－10 x１x２＋５x

２
2＋６x１－x２

のように，２次関数

f（x）＝
１

２

N

Σ
i＝１

N

Σ
j＝１

wij xixj＋
N

Σ
i＝１

cixi＝
１

２
x T

Wx＋c Tx （９）

で与えられ，g，h が線形関数のとき，問題（７）は 2次

型最適化問題（一般には「２次計画問題」とよばれるが，

やはり「最適化問題」という用語を用いる）

x
min

１

２
x T

Wx＋c Tx
（１０）

subj. to Ax�b，Cx＝d，x∈X

となる。やはり，標準的な２次型最適化問題では，領域

Xは，（３）式で与えられる。さらに，線形最適化問題や

２次型最適化問題を含んで，一般に，f が凸関数で，か

つ許容集合 Sが凸集合（たとえば，集合 Xが凸集合，g

が凸関数，hが線形関数）のとき，問題（７）は凸型最適
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化問題という（凸関数や凸集合の定義は〔付録２〕を参

照）。また，問題（７）において，目的関数 f か制約関数

g，hのいずれかが線形関数でない場合，非線形最適化問

題と称する。非線形最適化問題の中でも，凸型最適化問

題は比較的扱いやすく，目的関数や制約関数はすべて連

続微分可能であるという前提で，関数の勾配を用いた一

般縮約勾配法や逐次２次計画法をはじめとした古典的手

法が開発されており（なお，これらの手法の詳細の解説

は，本解説の範囲を超えているので割愛する），これら

をソルバとし利用することも可能である（たとえば，

Microsoft Excel 2010のソルバ機能の GRG 非線形エンジ

ンなど）。

2．最適解の定義と性質
次回からヒューリスティックな手法について解説する

が，それらの手法の開発動機や意義を説明するために不

可欠な「大域的最適解」と「局所的最適解」について，それ

らの区別を定義の形で明確にしておく。

まず，問題（７）の許容領域 Sと，ある許容解 x o∈S

に対し，

f（x o）�f（x）∀x∈S （11）

が成り立つとき，x o を問題（７）の大域的最適解，また

は単に最適解といい，f（x o）を最適値という。また，x o

のある近傍 B（x o ; r）が存在して

f（x o）�f（x）∀x∈S∩B（x o ; r） （12）

が成り立つならば，x o を問題（７）の局所的最適解とい

う。なお，複数の局所的最適解が存在するとき，それら

の中で目的関数がもっとも小さな局所的最適解が大域的

最適解となり，もし，局所的最適解が唯一ならば，それ

が大域的最適解になることは自明である。

ここで，近傍 B（x o ; r）とは，x o からの距離が r（＞０）

未満の x の集合

B（x o ; r）＝｛x｜‖x－x o‖＜r｝ （13）

のことで，x と x o の距離‖x－x o‖は，x が連続値を

とる連続変数最適化問題の場合は，N 次元実ベクトル

空間のユークリッド距離，x が０か１しかとらない離

散変数最適化問題の場合は，ハミング距離（各成分値を

比較したときの値が異なる成分の数）とする。

以上のような大域的最適解と局所的最適解の区別を

〈例題１〉 最適化問題

x１，x２

min（x１＋２）２＋x２
2

（14）
subj. to ２x１＋x２�２，x１

2＋x２
2�4

で明確に理解しておこう。目的関数の等高線と制約集合

を（x１，x２）平面に図示すると，第 1図のようになる。目

的関数の最小値を与える x は，x＝（－２，０）T で，等高

線は，この点を中心とする同心円で，この中心点から遠

いほど関数値が大きい。また，許容領域 S は，灰色の

領域となる。したがって，（x
0
1，x

0
2）T＝（０，２）T と（x

0
1，x

0
2）T

＝（8�5，－6�5）T の２点が局所的最適解で，対応する目

的関数値は，それぞれ８と72�５であり，このうち目的関

数の小さな前者が大域的最適解となる。局所的最適解の

定義式（12）は，局所的最適解を中心とした適当な円の内

部（たとえば，図中の破線の内部）を近傍 B（x
o ; r）とす

ると，その領域と許容領域 S との共通部分（図中の斜線

部分）の目的関数値 f（x）が，局所的最適解の目的関数値

f（x o）と比較して大きいか等しいことを意味している。

このことは，第１図のように，上記の２点をそれぞれ通

る目的関数の等高線の外側（２点より目的関数値を大き

くする側）に，斜線部分の領域が含まれている様子から

も読み取れる。この例題のように，目的関数が凸関数で

あっても，許容領域が非凸集合の場合には，局所的最適

解が複数個存在する可能性があり，この種の問題に古典

的な非線形最適化手法を適用すると，求まる局所的最適

解が初期試行点によって異なることがある。

次に，許容領域が凸集合であっても目的関数が凹関数

のために，複数の局所的最適解が存在する例題として

〈例題２〉 最適化問題

x１，x２

min－x
２
1－（x２－3�4）２

（15）
subj. to（x１，x２）T∈X

をあげておく。集合 Xが，

� X＝｛（x１，x２）T｜０�xn�１，n＝１，２｝

� X＝｛（x１，x２）T｜xn＝０or１，n＝１，２｝

の場合について考える。目的関数の等高線と許容領域を

（x１，x２）平面に図示すると，第 2図のようになる。目的

第 1図 〈例題１〉の目的関数の等高線と許容領域

第 2図 〈例題２〉の目的関数の等高線
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関数の最大値を与える x は，x＝（０，3�4）T で，等高線

は，この点を中心とする同心円で，この中心点から遠い

ほど関数値は小さい。したがって，制約条件がなければ，

有限の最小値は存在しない。第２図から，�の場合は，

正方形領域の頂点（１，０），（１，１）が局所的最適解であり，

このうち（１，０）が大域的最適解である。これら２点が局

所的最適解であることは，これらの点を中心とした小さ

な円を近傍として考え，その内部と正方形の許容領域と

の共通部分の目的関数値を考えれば明らかであり，勾配

を用いた古典的な最適化手法では，初期探索点の与え方

次第で，２つの局所的最適解の一方が求まることにな

る。なお，（０，０）と（０，１）が局所的最適解でないのは，そ

れぞれ，x２＝０，x２＝１にそった直線上の点が，それぞれ

の点にどんなに近い点であっても，目的関数値をより小

さくするからである。�の場合は，（１，０）が局所的最適

解かつ大域的最適解である。（１，１）が局所的最適解でな

いのは，この点からハミング距離１の距離にある（１，０）

の方が，目的関数値をより小さくするからである。

Ⅲ．関数の勾配と古典的最適化手法

本連載では，以降，原則として M＝０かつ L＝０の

場合，すなわち制約条件が存在しない無制約最適化問題

の場合を扱い，最適化問題を単に

x
min f（x） （16）

と記述する。そして，変数 x は連続値をとる連続変数

最適化問題を考える。

関数 f（x）が x において微分可能な関数であれば，勾

配

∇f（x）
�

�

�

�

＝
∂f（x）
∂x１

，…，
∂f（x）
∂xN

（17）

が存在し，

∇f（x o）＝0 （18）

すなわち，

∂f（x o）

∂xn

＝０，n＝１，…，N （19）

が，x o が問題（16）の局所的最適解であるための必要条

件となる。また，関数 f が凸関数のときには，（18）式（ま

たは（19）式）は，x o が問題（16）の大域的最適解であるた

めの十分条件にもなる。

一方，勾配∇f（x）は，点 x を通る関数 f の等高線に

垂直な変位ベクトルで表される（第 3図）。このような勾

配の性質を利用して，第 k イテレーションでの試行点

x（k）を，その点での勾配∇f（x（k））との内積が負，す

なわち

∇f（x（k））v＜０ （20）

を満たす方向 v（降下方向という）に，つぎの試行点 x（k

＋１）をとる反復解法が多く考案され，勾配法と称されて

いる（第３図参照）。勾配法には，最急降下法・共役勾配

法・準ニュートン法と称される手法があり，これらは，

関数 f が凸関数のときにかぎり，有効な手法である。

本解説では，勾配を用いた古典的な最適化手法が扱い

にくい，目的関数 f が凸関数でない場合を想定する。そ

こで，最適化手法の性能評価に用いられるベンチマーク

とよばれるテスト最適化問題のうち，非凸な無制約最適

化問題の例題を２つあげておく。

〈例題３〉 Rosenbrock 関数最小化問題

x１，x２

min100（x
２
1－x２）２＋（１－x１）２ （21）

〈例題４〉 Six�hump Camelback 関数最小化問題

x１，x２

min
�

�

�

�

4－2．1 x
２
1＋

１

３
x

4
1 x

２
1＋x１x２＋（－4＋4 x

２
2）x２

2（22）

〈例題３〉の目的関数は，曲線 x
２
1＝x２にそって湾曲した

谷をもつ非凸関数で，x o＝（１，１）T が大域的最適解とな

る。等高線を示した第 4図からわかるように，第１項の

大きな係数100によって，等高線に垂直な方向は，きわ

めて急峻な斜面となり，勾配を用いた古典的な最適化手

法では解きにくいベンチマークとなっている。この例の

ような谷をもつ非線形性の強い関数を有する最適化問題

を，関数の勾配を用いないヒューリスティックな手法で

効率よく，かつ精度よく解くことが近年の課題となって

いる。

また，〈例題４〉の目的関数は，その等高線を示した第

5図からわかるように，凸凹状の非線形性の強い関数で

あり，x１，x２軸に対称な６つの局所的最適解をもち，x o＝

（±0．0898，

±

0．7127）T（第５図のx�１と x�４）が大域的最適

解となる。このような複数の局所的最適解をもつ問題に

対して，古典的最適化手法を利用したソルバを用いる

と，初期試行点に応じた局所的最適解の１つしか求める

第 3図 勾配ベクトルと降下方向

第 4図 〈例題３〉の目的関数の等高線（x０が大域的最適解）

（x）
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ことができない。複数の局所的最適解の１つである大域

的最適解を，比較的効率よく，かつ高い確度と精度で求

める手法を大域的最適化手法と称するが，そのための有

望な手法として，近年話題となったヒューリスティック

な手法について，次回以降解説していくことにする。
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〔付 録 1〕
〈例題５〉 コイルバネの最適設計問題

x１，x2，x3

min（x3＋2．0）x２x
２
1

subj. to 1．0－
x

3
2x3

71875 x
4
1

�０

x２（4 x２－x１）

12566 x
3
1（x２－x１）

＋
2．46

12566 x
２
1

－１�０ （23）

1.0－
140．54 x１

x
２
2x3

�０

x２＋x１

1．5
－1.0�０

x１がバネのワイヤの直径，x２がコイルの直径，x３がアク

ティブなコイルの数を示す。目的関数は，コイルバネの

重量であり，１番目の制約は，バネのたわみに起因する制

約，２番目は，バネのせん断応力に起因する制約である。

〔付 録 2〕
集合 X に対して，

λx１＋（１－λ ）x２∈X，∀x１，x２∈X，∀λ ∈［０，１］（24）

が成り立つとき，集合 Xは，凸集合であるという。こ

れが，集合 Xの境界に凹みがない状況であることは，

容易に理解されよう。

凸集合 X上で定義された関数 f（x）について

f（λx１＋（１－λ ）x２）�λ f（x１）＋（１－λ ）f（x２），
（25）

∀x１，x２∈X，∀λ ∈［０，１］

が成り立つとき，関数 X上で凸関数であるという。これ

を感覚的に表現すれば，関数 f（x）のグラフの２点を結

ぶ線分がつねにその曲面上側になる，いいかえれば，関

数が下に凹んでいる状況である。x∈RR１の場合を第 6図

�に示す。また，x∈RR２での（x１，x２）平面上の等高線では，

第６図�のように，同じ等高線上の２点を結んだ線分

が，その等高線の内側（関数の値を小さくする側）に位置

する状況となる。
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Ⅰ．開発の足どり

1．軽水炉圧力容器用低合金鋼の開発
我が国の軽水炉圧力容器は，合金元素としてマンガン

（Mn），モリブデン（Mo），ニッケル（Ni）をそれぞれ１％

前後含む，いわゆる低合金鋼に分類される鉄鋼材料で製

造されている。1970年代始めの初期プラント以来，大型

化に伴う厚肉化への対応のため，鋼種や製造法は多少変

遷してきているが，靱性や溶接性を重視し，一貫して

（1．15�1．50）Mn�（0．40�0．70）Ni�（0．45�0．60）Mo 系の低

合金鋼が用いられている。ASTM 規格では，A 533 B Cl．１

あるいは，A 508 Cl．３に相当する鋼材である。また，特

に炉心領域材に対しては，中性子照射脆化を防止するた

め，高純度化等による改良が図られた１）。

原子炉圧力容器鋼の仕様や規格・要件は，ASME

Code や通商産業省告示などの規制や規格の改訂によっ

て変遷してきた。日本初の軽水炉である Japan Power

Demonstration Reactor（JPDR）の原子炉鋼材は我が国で

昭和36年に製造され，その鋼材の仕様は米国の ASTM

A 302 B の規格をベースとし，低温脆性の向上を目的と

して0．40～0．70％ Ni が添加された改良 Mn�Mo 鋼（通称

A 302 B mod.）である。我が国の商業用原子力発電炉１

号機である東海発電所１号機用圧力容器用鋼材も同年製

造されている。この鋼種は JIS SB 46相当の英国規格

COLTUF 28相当材である。日本原子力発電㈱敦賀１号

機は JPDR と同じ沸騰水型軽水炉（BWR）であり，鋼種

は JPDR と同様に，鋼板は A 302 B mod.，鍛造品は A 336

mod.であるが，靱性確保のための熱処理として，それ

ぞれ ASME Code Case 1332，1339で規定された水焼入

焼戻処理が適用された。東京電力㈱福島１号機の原子炉

では，鋼板は A 533 B Cl．１，鍛造品は A 508 Cl．２の敦賀

１号機の要求性能と同等の新しい規格が適用され，その

後製造された美浜２号，浜岡１号ほかに使用された鋼材

も同一の仕様である。1974年に ASME A 533 B 鋼の銅

（Cu）およびリン（P）濃度の規制が強化（それぞれ，0．12

wt％Cu および0．017 wt％P）され，さらに1983年には

ASTM : Mn�Mo�Ni 鋼（A 533 B Cl．１，A 508 Cl．３）の Cu

（0．12 wt％），P（0．015 wt％），S（0．018 wt％）の規制が

強化された。

2．低合金鋼の組織
圧力容器鋼は，いわゆる低合金鋼の調質処理材であ

り，連続冷却変態線図から，鋼組織としては上部ベイナ

イトが主で，部分的にマルテンサイトも存在する２）。ベ

イナイトは旧オーステナイト粒界に炭化物の析出がな

く，マルテンサイトほどではないが転位密度が高い。焼

き戻し処理として，通常，640℃以上で数時間の熱処理

を行うため，鉄の炭化物であるセメンタイトが溶出し，

替わってモリブデンの炭化物（Mo２C）が転位線上などに

整合析出する。この時，不純物として混入している銅や

リンの挙動に着目すれば，いずれも焼き戻し温度での平

衡を保った後，空冷によって凍結されるが，厚板鋼材内

部では冷却速度が比較的遅いために，部分的には粒内析

出や粒界偏析が生じていると推測される。

3．クラッド材
圧力容器鋼の高温水中における腐食を抑制するため，

その内表面はオーステナイト鋼（SUS 309 L）で覆われて

いる。したがって，圧力容器の経年変化を考える場合，

圧力容器鋼の照射脆化のほかに内表面クラッド材の水環

境効果と照射効果の重畳効果を考慮する必要がある。

オーステナイト鋼の照射誘起応力腐食割れ（IASCC）は

よく知られた現象であり，類似の現象がクラッド材にも

発生する可能性はある。また，クラッド材中のフェライ

Materials for Nuclear Energy Systems―Towards High

Reliability� ; Low Alloy Steel : Akihiko KIMURA.
（2011年 ４月１日 受理）

第１回 軽水炉用ステンレス鋼
第２回 高速炉炉心用改良ステンレス鋼
第３回 Ni 基合金

京都大学 エネルギー理工学研究所 木村 晃彦

軽水炉圧力容器用の低合金鋼は，大型の構造物の製造性（溶接性や加工性）および靱性確保を主

眼に開発された。実用化後はさらに耐照射性能を向上させるため，不純物制御技術を取り入れた

我が国の製鋼技術をもとに，一層の高性能化が進められてきた。圧力容器は，軽水炉発電プラン

トの高経年化を支える重要な機器であり，中性子照射による靱性劣化の程度を高精度に把握し，

その結果を科学的に解明し，随時，脆化予測式に反映させていくことが肝要である。

第 4回 低合金鋼

材料が支える原子力システム
より高い信頼性のために連載

講座
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ト相はクロム濃度が高く，照射脆化を起こしやすいた

め，割れの起点となる可能性もある。いずれにせよ，仮

にクラッド材に割れが生じても，そのまま連続的に圧力

容器鋼の割れを引き起こすかは，圧力容器鋼の照射脆化

の程度に依存すると考えられるが，これまで国内におい

ては圧力容器のノズル近傍のクラッド材やパイプ溶接部

にひび割れが生じているが，圧力容器鋼そのものの割れ

は観察されてはいない。このように，圧力容器における

材料課題は，結局，圧力容器鋼の照射脆化に帰結すると

考えられるため，その照射脆化予測が重要になってく

る。

Ⅱ．中性子照射による脆化

1．照射脆化の評価手法
一般に，低合金鋼は，低温になると脆性的に破壊する

性質（低温脆性）を持っており，その脆性は延性脆性遷移

温度（Ductile�Brittle Transition Temperature : DBTT）

と上部棚エネルギー（Upper Shelf Energy : USE）という

指標で評価される。圧力容器鋼の照射脆化は，第 1図に

示すように DBTT の上昇と USE の減少により評価され

る。DBTT の上昇，すなわち照射脆化は，照射による

硬化あるいは粒界偏析などに起因することが知られてい

る。前者は硬化型脆化，後者は必ずしも硬化を伴う必要

がないため，非硬化型脆化と呼ばれている。硬化型照射

脆化の場合は，照射硬化が照射脆化の指標となるため，

照射硬化機構の解明のための研究が実施されてきた。一

方，非硬化型照射脆化の場合は，不純物リン（P）などの

粒界偏析による粒界脆化を伴うことから，P の粒界偏析

量への中性子照射の影響が調べられてきた。

2．硬くなれば脆くなる（照射硬化と照射脆化）
照射硬化を引き起こす因子としては，不純物銅の析出

（Cu クラスタ）とそれ以外の損傷組織（マトリックス損

傷）との２つに大きく分類されている。

（ 1） Cuクラスタ

不純物銅を比較的多く（0．2～0．3 wt％）含んでいる場

合，鉄中の銅の溶解度は290℃においては0．01 wt％以下

であるため，熱力学的に予測される銅の析出による脆化

が問題となる。析出した Cu クラスタは転位運動の障害

物として作用し，硬化の原因となる。１nm 以下の直径

の場合は粗大化とともに当初の bcc 構造から９R 構造へ

と変化し，さらに粗大化に伴い，fcc 構造へと結晶構造

が変化するとされている３）。Cu クラスタによる強度の増

加分，ΔσY を予測するモデルは Russel�Brown モデルと

して広く知られており，Cu クラスタによる照射硬化は

クラスタの密度とサイズおよびクラスタのせん断弾性係

数に依存するとされているが，せん断弾性係数がクラス

タの構造に依存することに留意する必要がある。Cu ク

ラスタの析出は，照射量が1023
n�m２以下（運転開始後数

年）で完了するため，寿命延長時においては，不純物銅

による脆化がさらに進むことはないと推測される。

一方，低合金鋼の合金元素である Ni と Mn の場合，

鉄中溶解度は添加量よりも大きいため，一般には析出は

生じない。しかし，詳細な分析を行った結果，Cu クラ

スタの周辺に Ni や Mn が集積していることが明らかと

なっている４）。この Ni や Mn の集積の駆動力については

検討の余地が残されているが，高照射領域において Cu

クラスタが成長した後に，Cu クラスタへの偏析の自由

エネルギーが増大したためと考えられる。また，Mn や

Ni などの Cu 以外の元素からなるクラスタは，マトリッ

クス損傷に分類されており，遅発型（late blooming）クラ

スタと呼ばれることがある。

（ 2） マトリックス欠陥

不純物銅の少ない我が国の圧力容器鋼においては，銅

析出物以外のマトリックス欠陥による脆化がより重要で

ある。鋼中不純物銅原子の数には限りがあるため，銅の

照射下析出は照射量が1023
n�m２以下で完了することがこ

れまでの研究において示唆されている。一方，転位ルー

プやマイクロボイドなどに代表されるマトリックス欠陥

などの弾き出し損傷は，照射量が1023
n�m２以上でも発達

する可能性があるため，寿命延長時にはこれら欠陥集合

体の蓄積効果を考慮する必要がある。圧力容器鋼におけ

る代表的な欠陥集合体としては，マイクロボイドや格子

間型転位ループ（I�loop）があげられる。前者は陽電子消

滅測定（PAS）からその存在が示唆されており，後者は

TEM により直接観察されている。PAS を用いた Fe モ

デル合金の照射後焼鈍実験により，マイクロボイドは350

℃（30 min）の焼鈍で分解するが，照射硬化の回復は400

℃の焼鈍で初めて生じることから，照射硬化の主な支配

因子を I�loop と考えることは妥当である５）。この I�loop

の蓄積は中性子照射量1024
n�m２まで継続すると推測され

るため，寿命延長時における脆化の主要因となる可能性

がある６）。

このことは不純物銅が比較的多く存在する場合にもあ

てはまる。第 2図は，照射脆化の照射量依存性を模式的
第 1図 圧力容器鋼の中性子照射による脆化（延性脆性遷移

挙動の変化：DBTT の上昇と USE の低下）
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に示している。例えば，不純物銅による脆化のように照

射の初期に脆化が飽和するような場合は曲線①で示され

る。一方，マトリックス損傷による脆化は照射の後期に

なって顕著になる傾向にあり，曲線②で示される。①と

②を合成したものが全体の脆化量となる。この図はわか

りやすく説明するために一例として示したものである

が，軽水炉運転後30年程度までは曲線①の支配因子に着

目するだけで全体の脆化量をほぼ予測することが可能で

あるが，それ以降では曲線②の支配因子が脆化の進展を

決定することになる。すなわち，照射脆化支配因子が照

射量に依存する場合は，照射脆化予測も照射量に依存し

たものになる。運転60年後の（①＋②）と①とのずれの大

きさは，さほど顕著ではないが，高経年化に向け，モデ

ルの高度化が望まれる。

3．不純物 Pによる脆化（照射促進粒界偏析と照射
脆化）

不純物であるリン（P）の濃度は，ASME では0．015 wt

％以下と規制されており，粒界脆化の観点からは緩い規

制になっている。つまり，このような少量であっても290

℃で平衡状態が達せられれば，粒界面のほとんどが P

で覆われ，顕著な粒界脆化の生じることが計算上示され

るためである。しかし，非照射の290℃では P の拡散が

遅いため，60年程度では，平衡状態に到達せず，P の粒

界偏析も実際上はほとんど無視できる程度である。

一方，照射下においては，照射誘起拡散による P の

粒界偏析の促進が推測されるが，材料試験炉を用いた加

速試験結果からは，この程度の P 濃度の圧力容器鋼に

おいては，照射量が1024
n�m２程度までは粒界脆化はそれ

ほど顕著ではない。P 濃度が0．011 wt％の圧力容器鋼に

中性子照射や熱時効を施した場合の衝撃試験における粒

界破面率（破面全体の面積に対する粒界破面の面積の割

合）とその時の DBTT の上昇分の相関を求めた研究によ

ると７），450℃で１万５千時間の時効でも粒界破面率は約

６％と小さく，DBTT の上昇は約40℃であることや，290

℃で1．1×1024
n�m２の中性子照射を行った材料では

DBTT 上昇量が130℃に達しているが，粒界破面率は3

％未満と小さく，脆化のほとんどが硬化型照射脆化に起

因しているとされている。この結果からは，P 濃度が0．

011 wt％程度の圧力容器鋼の場合，60年程度の照射期間

中に生じた P の粒界偏析による DBTT の上昇は10℃以

下ということになる。今後は，P の照射誘起粒界偏析へ

の照射速度の影響の調査が必要である。

Ⅲ．圧力容器の監視試験

1．監視試験法
（ 1） 破壊強度の監視

原子炉圧力容器の非延性破壊防止のための解析は，

ASME コード Sec．Ⅲをベースとして作られた JEAC

4206「原子力発電所用機器に対する破壊靱性の確認試験

方法」の付録１「非延性破壊防止のための解析法」に基づ

いている。これは原子力機器のフェライト系耐圧部材に

対する許容荷重を求めるための解析法を線形破壊力学に

基づいて示したものである。すなわち，対象とする部材

について，まず使用温度における破壊靱性を求め，つぎ

に部材の厚さに対応する最大仮想欠陥を定め，これから

限界の使用条件（許容荷重，応力，温度等）を定める方法

を採っている。換言すれば，対象とする欠陥に作用する

応力から求めた応力拡大係数（KⅠ）等が材料の破壊靱性

KⅠC より小さくなるような条件を選ぶことにより，非延

性破壊が防止されるとしている。

（ 2） 予測式

圧力容器鋼の照射脆化は，落重試験で得られる関連温

度，RTNDT（Reference Temperature Nil Ductility

Transition）やシャルピー衝撃試験（衝撃負荷時の破断吸

収エネルギーを測定）による DBTT の照射によるシフト

量（Δ T）で評価されており，照射脆化の予測は，このシ

フト量の経時変化，すなわち照射量依存性を予測するこ

とである。関連温度移行量と延性脆性遷移温度のシフト

量（Δ T）の間には直線関係が認められている。さらに，

これまでの研究から，Δ T と照射硬化量（Δ HV）との間

にも直線関係が認められている。

我が国において用いられている脆化予測式は，日本電

気協会の電気技術規程原子力編「原子炉構造材の監視試

験方式」８）に示されている。Δ RT（NDT）予測値は，Δ RT

（NDTc）計算値とマージン（10℃）の和として表され，

Δ RT（NDTc）計算値は，炉型（PWR，BWR），公称照射

温度，中性子束，Ni および Cu の含有量，定格負荷相当

年数（EFPY）に依存し，附属書表 B�2100に与えられて

いる。予測式の適用範囲として，検討対象となる元素

（Cu，Ni，P）の含有量，中性子照射量（1．0×1021～1．0×

1024
n�m２，E＞１MeV）および公称照射温度（270～290℃）

が明記されている。Δ USE 予測値（％）に関しては，中

第 2図 中性子照射による脆化（DBTT のシフト量）の

照射量依存性を示すモデルの例
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性子照射量，Ni および Cu の含有量から求める計算式が

示されている。Δ RT（NDT）予測値と同様に，Δ USE 予

測式の適用範囲として，検討対象となる元素（Cu，Ni，

P）の含有量，中性子照射量および公称照射温度が明記

されている。

米国においては，1974年に ASME A 533 B 鋼の Cu お

よび P 濃度の規制が強化（それぞれ，0．12および0．017

wt％）され，翌年，米国 NRC が Regulatory Guide 1．99

で，Cu と P 含有量をパラメータとした脆化予測式を制

定 し た。1983年 に は，ASTM : Mn�Mo�Ni 鋼（A 533 B

Cl．１，A 508 Cl．３）の Cu（0．12），P（0．015），S（0．018）

の規制がさらに強化された。現在では，照射脆化機構を

反映させた ASTM E 900�02９）の中性子照射脆化予測式が

用いられている。

2．照射環境と脆化予測課題
加圧水型軽水炉（PWR）において圧力容器が被るとさ

れる中性子照射量は，寿命延長時において，１×1024
n�

m２に近づくと想定される。材料試験炉と商用炉を比較

すると，損傷速度に大きな開きがあり，材料試験炉を用

いた照射実験が，加速試験と呼ばれる所以となってい

る。一方，OBTT に対しては，フラックスの影響が見

られなかったとの報告10）もある。ただ，照射量は高々１

×1023
n�m２（E＞１MeV）であり，フラックスも現実の圧

力容器，特に BWR のフラックス領域とはかけ離れてい

る。より低フラックス域で照射量が１×1024
n�m２に近づ

いた時のフラックス依存性に関しては，データの少ない

のが現状である。しかし，BWR 並みのフラックス域に

おいて比較的高照射量（１×1024
n�m２）での照射実験を行

うことは極めて長期間を要し，現実的ではない。そこで，

今後は監視試験の果たす役割が重要となっている。監視

試験片の装荷位置は，実際の圧力容器の照射条件に相当

する位置および加速照射位置と指定されており，それら

の結果を比較することは極めて重要である。また，材料

試験炉の照射キャプセルは炉心に近く，圧力容器は炉心

から遠いため，中性子のエネルギースペクトルも異なっ

ている。冷却水による減衰を考慮した場合，中性子の減

衰は γ 線に比べ大きいため，圧力容器では γ 線の影響

割合が炉心に比べ高くなる。このように，炉心での加速

照射場と圧力容器の照射場とでは，中性子のエネルギー

スペクトルおよび照射される粒子の寄与割合が異なって

いることも考慮する必要がある。

3．監視試験における留意点
（ 1） 監視試験片の不足

監視試験は，その時点における照射脆化を評価し，そ

の後，運転を継続した場合の圧力容器の健全性が維持さ

れうるかの判断基準を与えるものである。長寿命化に伴

う問題の一つに監視試験片の不足があげられる。その解

決方法としては，監視試験済み試験片を再利用する方法

であり，溶接を用いて同形状の試験片を再生する方法や

試験片を微小化する方法が考えられている。前者におい

ては溶接に伴う照射欠陥の回復，後者においては衝撃特

性の試験片サイズ効果が課題となる。再生試験法におい

て再度利用可能な試験片は，脆性破壊した試験片のみに

限られ，遷移領域や延性領域で破断した試験片は塑性変

形のため使用できない。したがって，12本の試験片で

DBTT や USE を求める場合，再生可能な試験片は，多

く見積もっても４本に限られ，溶接による再生法では，

再生される試験片数は８本（標準試験片１本あたり２本）

であり，１組12本の試験片数に及ばない。一方，試験片

の微小化の場合，これまでの実績から，１�３サイズ（3．3

×3．3×20 mm３）が望ましく，再生される試験片数は32

本（標準試験片１本あたり８本）となり，１組10本から11

本とすれば，３回分の監視試験がその後，可能となる。

微小試験片を適用する場合の課題は，DBTT と USE

の試験片サイズ効果であり，これを表記する経験式が標

準サイズを含めた照射材に対して適用できるかを確認す

る必要がある。具体的には，標準サイズの試験片を照射

して DBTT や USE を求め，脆性破壊した試験片から新

たに１�３サイズの試験片を再生し，DBTT と USE を求

めて比較し，類似の相関性を確認しておく必要がある。

（ 2） 溶接部の監視

電気技術規程（JEAC）では，監視試験片として，母材

（Base Metal（BM）），溶接金属および溶接熱影響部（溶

接境界から母材側１mm : HAZ 試験片と呼ぶ）が指定さ

れている。溶接部における照射脆化の研究11）によると，

最近の A 533 B 鋼（Cu : 0．05 wt％）においては，照射前

後のいずれにおいても HAZ 部の DBTT が母材に比べ

て低いことが示されている。第 3図は，A 533 B 鋼の母

材部（BM）と熱影響部（HAZ）の DBTT を比較したもの

で，標準サイズ（10 mm 角）およびサブサイズ（1．5 mm

角）の試験片を用いて測定した結果である。標準鋼の場

第 3図 ２種類の圧力容器鋼の母材部（BM）および熱影響部

（HAZ）における DBTT の比較
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合は，どちらのサイズでも HAZ 部の方が母材部に比べ

DBTT が低い。一方，不純物 P を0．3 wt％添加し，脆

性域での破壊様式が粒界破壊を示す鋼材においては，母

材が HAZ 部に比べて DBTT が低くなっている。

開発初期の低合金鋼は，不純物 P や S を含み，熱影

響部で溶接割れを起こしたと考えられる。したがって，

原子炉用の圧力容器鋼溶接部への照射影響が懸念された

ことから，HAZ 部の監視試験が重要視されていたと推

測できる。しかし，その後の鋼材の高純化と監視試験の

結果から，HAZ 部の損傷は顕著ではないことが明らか

になりつつある。これまでに装填されている熱影響部試

験片の照射脆化が母材や溶接金属に比べ小さいものであ

るならば，HAZ 部の監視を母材で代替えすることも可

能であろう。また，試験片サイズの小型化は最弱部位の

決定に影響を及ぼさないこと，および標準サイズとの間

に一定の相関を見出すことが可能であることから，監視

試験に微小試験片を用いる方法も効果的である。

（ 3） 非破壊試験法

試験片不足の解消のもう一つの手段は，非破壊検査法

の開発である。非破壊で DBTT と USE を求めるための

さまざまな技術開発研究が行われており，興味深い現象

が見出されているが，いまだ発展途上の研究であり，学

問的な基盤が構築されているわけではない。今後の重要

な研究課題であり，データの蓄積や理論付けが必要であ

る。非破壊検査法では，測定する物性値と脆化の度合い

（Δ DBTT）との間に直接的な相関が必要となる。測定す

る物性値は脆化支配因子のプローブであり，仮に照射が

進むにつれて支配因子が変われば，脆化との間の直接的

な相関を逸してしまう可能性があるため，非破壊検査の

方法も照射量に依存することになる。

（ 4） 統合研究

経年に伴う軽水炉発電プラント機器構造材料の特性変

化を監視および予測する技術の開発研究は重要である。

実機材料の経年変化を効率的・効果的に監視する技術

は，現場における運転管理において，極めて重要であり，

破壊検査および非破壊検査法の技術開発は重要なミッ

ションの一つである。また，検査法のみならず，検査す

べき個所や検査すべき時期を効率的・効果的に選定する

能力が不可欠であり，ここでは材料学にとどまらず，機

械システム，溶接熱輸送などの総合力が問われており，

材料とシステムの統合的理解が重要となる。

Ⅴ．最後に

低合金鋼は初期プラント以来，軽水炉圧力容器用とし

て使用され，その間，材料の仕様や製造法に改良が加え

られると共に，長期間の実炉使用や基礎的な研究の結

果，その性能予測が可能な状況になりつつある。しかし

ながら，科学的根拠に基づいた材料挙動の機構論的理解

のための学術的課題もいくつか残っている。照射脆化予

測に関しては，�高照射量領域での脆化の照射量依存性

と脆化支配因子の解明，�溶接熱影響部の照射脆化評

価，�商用炉・研究炉データ相関等である。特に，脆化

支配因子が運転年数30年程度の低照射量領域とそれ以降

の高照射量領域とで変化する可能性もあり，その実証試

験とそれに応じた予測式の高精度化が望まれる。これま

での研究から，不純物銅濃度の少ない我が国の圧力容器

の照射脆化は，60年間の使用に十分に耐えると予測され

るが，安全性を確認するための監視試験は，今後も継続

されなければならない。効率的・効果的監視試験の実施

には材料挙動の機構論的理解が不可欠である。

大型の鍛造品を不純物制御しながら製造する最先端技

術は，我が国が得意とする製鋼技術の一つである。大型

鋳塊の鍛造技術の導入による厚板溶接線の長さの減少や

鋼材の高純度化による靱性の向上は，軽水炉圧力容器の

高性能化および長寿命化を可能にしており，軽水炉発電

プラントの高経年化を今後も支えていくであろう。
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オーストリア南東の隣国ハンガリーは，中欧を代表す

る内陸国で，面積は日本の約４分の１，人口は約一千万

人，中央をドナウ川とティサ川が縦断し，その流域には

肥沃な平地が広がっている。気候は，湿気の多い大陸性

気候である。ハンガリーは，石油，天然ガス，石炭など

の国内エネルギー資源が乏しく，輸入エネルギーへの依

存度が大きい。1970年代にエネルギー自給率が約65％か

ら約50％に低下して以降，現在まで同程度で推移してい

る。輸入エネルギーの多くを占めるロシアからの供給が

90年代後半から減少してきており，国内資源の開発促

進，エネルギー利用効率の改善，環境対策（特に石炭）の

推進などが課題となっている。

ハンガリー唯一の原子力発電所は，首都ブダペストの

南約100 km パクシュにある（第 1，2図参照）。原子炉は

旧ソ連製の44万 kW 級の加圧水型炉である。1966年に

締結されたハンガリーとソ連間の条約に基づき，1974年

に１号機および２号機，また1979年には３号機および４

号機の建設がそれぞれ開始され，1983年から1987年に

かけて４基の原子炉が順次，営業運転を開始している。

2007年の国内総発電量を見ると，原子力は，58％の火力

についで第２位の37％を占めている。バイオマスが４％

弱，水力が0．5％と続いている。2010年のデータでは，

総発電量に占める原子力の割合は42％と上昇しており，

世界で５位，我が国の29％同13位より上にある。稼働率

も2008年から2010年の平均値は88％と我が国の63％よ

り高く，欧州８位である。この良好な運転実績の要因と

して，燃料交換に伴う運転停止期間が短いこと，従業員

の訓練が充実していることなどが挙げられている。

安全性については，欧州の原子力規制当局からなる西

欧原子力規制者会議は「パクシュ発電所の安全レベル

は，西側と同等」との結論を2000年に提出している。

ウィーンに本部のある国際原子力機関（IAEA）には，ハ

ンガリーは我が国と同様，1957年の創設時から加盟して

いる。そのため，2007年５月に50年間の原子力協力を記

念した特別イベントがブダペストで開催され，IAEA 事

務次長からパクシュ発電所での IAEA レビューミッ

ションの受入れ等によるプラント改善や規制の検討への

貢献が賞賛されている。2009年に実施された世論調査に

よれば，ハンガリー国民の77％は原子力を支持し，55％

は新規の商業用発電炉をパクシュ発電所に設置すること

に賛成し，さらに60％は，将来予想される電力需要増に

対し原子力で供給すべきと回答している。

2009年３月，ハンガリー政府の経済委員会は全会一致

で，また，環境委員会は賛成15，反対１，棄権１で新規

原子炉の設置を検討することを議会に提言した。これを

受けて議会は，賛成330，反対６，棄権10で，新規原子

炉をパクシュ発電所に設置する準備作業を進めることの

基本承認を可決した。これに基づき，国として最終的な

意志決定を行うため，資金調達，技術仕様，環境影響，

炉型，建設主体の選定等について，専門家による検討が

進められてきた。

福島事故後の2011年６月になって，フェッレギ国家開

発大臣は，「ハンガリーは国のエネルギー需要を満たす

ため原子力が必要である」と記者会見で発言している。

「個人的見解」と断りつつも「ハンガリーは電力源として

Hungary―Seeks to expand nuclear power at Paks : Jun
SUGIMOTO.
（2011年 ９月２３日 受理）

第 1図 パクシュ原子力発電所 �MVM

第 2図 パクシュ原子力発電所の展示館 �MVM

ATOMOΣ Special 東欧編

世界の原子力事情 第18回

ハンガリー―パクシュ原子力発電所増設の動き

京都大学 杉本 純
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原子力から撤退する状況にはない」と述べている。大臣

によれば，2011年後半に政府は，現在進められているス

トレステストの結果も考慮してパクシュ発電所の新規増

設による規模拡大を含めたエネルギー戦略を議論するこ

とになっている。パクシュ発電所を所有するハンガリー

国営電力によれば，バルカン半島西部とルーマニア地域

におけるエネルギー供給者としての役割を果たしたいと

記者会見で述べている。また，政府はパクシュ発電所の

４基の原子炉の各20年の寿命延長を期待していると付言

した。

余談であるが，1997年９月，筆者が副議長を務める

OECD�NEA のシビアアクシデントに関する国際研究協

力計画技術会合への出席のためブダペストを初訪問し

た。ウィーンに似た美しい街並みであるが，特にドナウ

川に架かる有名な鎖橋の夜景がきれいだったのが印象的

だった（第 3図参照）。宿泊したホテルはドナウ川に浮か

ぶ船だったが，そのホテルの経営が北朝鮮系だったこと

に少々驚いた。同じ社会主義国だった頃の関係が続いて

いたのだと思う。2008年５月には，原子力人材育成に関

する国際会議がブダペストで開催され，再訪することが

できた。会議では，パクシュ発電所の技術者から発表が

あり，筆者がたまたま質問したことをきっかけとして知

り合いになった。今回のパクシュ発電所の写真やハンガ

リーの世論調査等のデータは彼を通じて入手することが

できた。会議終了後の技術ツアーでは，物理学中央研究

所のブダペスト研究炉を見学した。多くの学生が研究炉

を利用した研修を実施しているのをまのあたりに見て，

人材育成に力を入れていることが良く理解できた。これ

らの写真もご参考までに掲載させて頂く（第 4，5図参

照）。

参考：World Nuclear Association Web.

第 3図 ブダペストの鎖橋の夜景

第 5図 研究炉を用いた学生の教育

第 4図 ブダペストでの国際会議
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「原子力学会誌」９月号に対して寄せられた Web アンケートの結果をご紹介します。今回は85名の方から，回答が

ありました。

1．高く評価された記事

Web アンケートでは，各記事の内容および書き方に

ついて，それぞれ５段階で評価していただいています。

９月号で高く評価された記事について，「内容」，「書き

方」に分けてそれぞれ上位４件をご紹介いたします。

今月号も福島原発事故に関連する記事が上位を占めて

います。

2．自由記入欄の代表的なコメント，要望等

� 今月号は，福島原発事故で知りたかったことがか

なり載っていた。

� 解説「福島第一原子力発電所事故の分析と今後に

向けて」に関して，津波による被害から，原子炉内

の事象の進行及び対策について説明がなされ，非常

に興味を持って読んだ。今後は，詳細な解析結果を

継続して記事にしてほしい。

� 福島に関連する記事に関しては，一般的なことや

概念的なことだけではなく，具体的な方法やデータ

も提示してほしい。

3．編集委員会からの回答

福島原発事故の関連記事については，事故事象の分析

だけではなく，事故に伴う社会的側面に関する記事も増

やしていく予定です。

学会誌ではこれからも，会員の皆様により質の高い情

報を送りたいと考えております。記事に対する評価はも

とより，さまざまな提案もぜひ，Web アンケートでお

寄せ下さるようお願いいたします。

第 1表 「内容」の評価点の高かった記事（上位４件）

順位
記事の

種類
タイトル

評点

（内容）

１ 解説
福島第一原子力発電所事故の

分析と今後に向けて
4．48

２ 巻頭言
東日本大震災と原子力発電に

思うこと
4．30

３ 解説
土壌における放射性核種の挙動

特性
4．12

３ 談話室 飯舘村訪問記―みんなで作っぺ！ 4．12

第 2表 「書き方」の評価点の高かった記事（上位４件）

順位
記事の

種類
タイトル

評点

（書き方）

１ 巻頭言
東日本大震災と原子力発電に

思うこと
4．10

２ 談話室 飯舘村訪問記―みんなで作っぺ！ 4．06

３ 解説
福島第一原子力発電所事故の

分析と今後に向けて
3．95

４
ATOMOΣ
Special

世界の原子力事情（16）東欧編

ブルガリア
3．75

原発事故の事実を知りたいという大きなニーズが
信頼回復に向けた活動を望む声も多く （ 9月号のWebアンケート結果）
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